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改定の基本的視点と具体的方向性

令和６年度診療報酬改定の基本方針（骨子案の概要）

（３）安心・安全で質の高い医療の推進

【具体的方向性の例】

○食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応

○患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価

○アウトカムにも着目した評価の推進

○重点的な対応が求められる分野への適切な評価（小児医療、周産期医療、救急医療等）

○生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進

○口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療

の推進

○薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心

から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価

○薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品

供給拠点としての役割の評価を推進

○医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の

確保等

（４）効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

【具体的方向性の例】

○後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方

○費用対効果評価制度の活用 ○市場実勢価格を踏まえた適正な評価

○医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進（再掲）

○患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価（再掲）

○外来医療の機能分化・強化等（再掲）

○生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進

（再掲）

○医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

○薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品

供給拠点としての役割の評価を推進（再掲）

（２）ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や

医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

【具体的方向性の例】

○医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進

○生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組

○リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進

○患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価

○外来医療の機能分化・強化等

○新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価

○質の高い在宅医療・訪問看護の確保

（１）現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進

【重点課題】

【具体的方向性の例】

○医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組

○各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・

シェアリング／タスク・シフティング、チーム医療の推進

○業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤

務環境の改善に向けての取組の評価

○地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた

見直しを含め、必要な救急医療体制等の確保

○多様な働き方を踏まえた評価の拡充

○医療人材及び医療資源の偏在への対応

▶ 物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対応

▶ 全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など医療を取り巻く課題への対応

▶ 医療DXやイノベーションの推進等による質の高い医療の実現

▶ 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

改定に当たっての基本認識
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令和６年度診療報酬改定の基本方針（骨子案） 

 

１．改定に当たっての基本認識 

（物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担

の影響を踏まえた対応） 

○ 現下の食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰の状況、30 年ぶりの高水

準となる賃上げの状況などといった経済社会情勢は、医療分野におけるサー

ビス提供や人材確保にも大きな影響を与えており、患者が必要とする医療が

受けられるよう、機動的な対応が必要となっている。 

○ 令和６年度診療報酬改定では、デフレ完全脱却のための総合経済対策（令和

５年 11 月２日閣議決定）を踏まえつつ、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、

支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者負担・保険料負担への影響を

踏まえ、患者が必要なサービスが受けられるよう、必要な対応を行う。 

 

（全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興

感染症等への対応など医療を取り巻く課題への対応） 

○ 我が国は、国民皆保険や優れた保健・医療システムの成果により、世界最高

水準の平均寿命を達成してきた。今後は、75 歳以上人口の増加と生産年齢人

口の減少という人口構造の変化が加速することとなるが、このような中、社会

の活力を維持・向上していくためには、健康寿命の延伸により高齢者をはじめ

とする意欲のある方々が役割を持ち活躍のできる社会を実現するとともに

「全世代型社会保障」を構築することが急務の課題である。 

○ 令和６年度の改定は、６年に一度の診療報酬、介護報酬及び障害福祉サービ

ス等報酬の同時改定であり、重要な節目となる。いわゆる団塊の世代が全て 75

歳以上の高齢者となる 2025 年だけでなく、ポスト 2025 年のあるべき医療・

介護の提供体制を見据え、医療と介護の役割分担と切れ目のない連携を着実

に進め、医療・介護の複合ニーズを有する者が、必要なときに「治し、支える」

医療や個別ニーズに寄り添った介護を地域で完結して受けられるようにする
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社会を目指すことが重要である。あわせて、医療と障害福祉サービスの連携も

重要である。 

○ 加えて、今般の感染症対応により浮き彫りとなった課題にも対応し、新興感

染症等に対応できる医療提供体制を構築することをはじめとして、引き続き、

必要な医師等の確保も含めて質の高い効率的・効果的な医療提供体制の構築

に向けた取組を、地域の実情に応じて着実に進める必要がある。 

 

（医療 DX やイノベーションの推進等による質の高い医療の実現） 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、我が国のデジタル化の遅

れが顕在化した。医療分野においても、デジタル化された医療情報の利活用を

積極的に推進していくことが、個人の健康増進に寄与するとともに、医療現場

等における業務効率化の促進、より効率的・効果的な質の高い医療の提供を行

っていく上で、非常に重要である。こうした背景を踏まえて、医療情報の活用

や医療機関間における連携のための取組等を含む医療 DX を、国民にも働き

かけつつ推進することで、地域医療連携の円滑化、個々の医療機関等の負担軽

減を図り、安心・安全で質の高い医療サービスを実現していく必要がある。 

○ また、新型コロナウイルス感染症により、医薬品・医療機器等の存在意義や

創薬力の重要性が社会的に改めて注目されてきており、イノベーションの推

進により創薬力・開発力を維持・強化するとともに、革新的医薬品を含めたあ

らゆる医薬品・医療機器等を国民に安定的に供給し続けるための生産供給体

制の構築等の取組を通じて、医療と経済の発展を両立させ、安心・安全な暮ら

しを実現することが重要である。 

 

（社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和） 

○ 制度の安定性・持続可能性を確保しつつ国民皆保険を堅持するためには、経

済・財政との調和を図りつつ、より効率的・効果的な医療政策を実現するとと

もに、国民の制度に対する納得感を高めることが不可欠である。 

○  そのためには、「経済財政運営と改革の基本方針 2023」や「新しい資本主

義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」等を踏まえつつ、更なる適
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正化、医療資源の効率的･重点的な配分、医療分野におけるイノベーションの

評価等を通じた経済成長への貢献を図ることが必要である。 

 

２．改定の基本的視点と具体的方向性 

○ 平成 30 年度の診療報酬、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の同時改

定では、団塊の世代が全て 75 歳以上の高齢者となる 2025 年に向けた道筋

を示すものとして、医療機能の分化・強化、連携や、医療と介護の役割分担と

切れ目のない連携を着実に進める改定が行われ、令和２年度診療報酬改定で

は、重点課題として医師等の働き方改革等の推進に取り組んだ。 

○ 令和４年度診療報酬改定では、これらの取組を更に推進するとともに、新型

コロナウイルス感染症への対応や、感染拡大により明らかになった様々な医

療提供体制の課題に対応した。 

○ 令和６年度診療報酬改定では、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保

の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえ、これまでの改定の流れを継

承しながら、ポスト 2025 年のあるべき医療・介護の提供体制を見据えつつ、

DX（デジタルトランスフォーメーション）等の社会経済の新たな流れも取り

込んだ上で、効果的・効率的で質の高い医療サービスの実現に向けた取組を進

める必要がある。 

〇 また、診療報酬改定 DX の推進に向け、医療機関・薬局等やベンダの集中的

な業務負荷を平準化するため、令和 6 年度診療報酬改定から施行時期を６月

１日とする。 

 

（１）現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進【重点課題】 

（基本的視点） 

○ 2023 年の春闘などを通じて賃上げが行われているものの、医療分野では賃

上げが他の産業に追いついていない状況にある。そうした中で、医療分野にお

ける人材確保の状況は、目下のところ、高齢化等による医療需要増加の一方、

有効求人倍率が全職種平均の２～３倍程度の水準で高止まるとともに、入職

率から離職率を差し引いた医療分野の入職超過率は０％に落ち込むなど悪化
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している状況であり、また、長期的にも、人口構造の変化により生産年齢人口

の減少に伴った支え手不足が見込まれる。 

〇 このような状況を踏まえ、必要な処遇改善等を通じて、医療現場を支えてい

る医療従事者の人材確保のための取組を進めることが急務である。その際、特

に医師、歯科医師、薬剤師及び看護師以外の医療従事者の賃金の平均は全産業

平均を下回っており、また、このうち看護補助者については介護職員の平均よ

りも下回っていることに留意した対応が必要である。 

○ 加えて、医師等の働き方改革を進め、健康に働き続けることのできる環境を

整備することは、患者・国民に対して提供される医療の質・安全を確保すると

同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。診療報酬に

おいてはこれまで、タスク・シェアリング／タスク・シフティングやチーム医

療の推進等、医療従事者の高い専門性の発揮と医療機関における勤務環境改

善に資する取組を評価してきたところ。2024 年（令和６年）４月から、医師

について時間外労働の上限規制が適用される予定であるが、同規制の適用以

後も、引き続き、総合的な医療提供体制改革の進展の状況、医療の安全や地域

医療の確保、患者や保険者の視点等を踏まえながら、診療報酬の対応がより実

効性のあるものとなるよう検討する必要がある。 

 

（具体的方向性の例） 

○ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組 

 ・ 令和４年度に実施した看護職員の処遇改善に係る取組や令和５年 11 月の

経済対策も踏まえつつ、医療従事者の賃上げに向けた取組の推進。 

○ 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、

タスク・シェアリング／タスク・シフティング、チーム医療の推進 

○ 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳し

い勤務環境の改善に向けての取組の評価 

○ 地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保

に向けた見直しを含めた必要な救急医療体制等の確保 

○ 多様な働き方を踏まえた評価の拡充 
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○ 医療人材及び医療資源の偏在への対応 

 

（２）ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を

含めた医療機能の分化・強化、連携の推進 

（基本的視点） 

○ 団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年に向けて、医療機能の分化・連

携や地域包括ケアシステムの構築が進められてきたが、2025 年以降も人口減

少・高齢化が進む中、患者の状態等に応じて質の高い医療を適切に受けられる

よう、介護サービス等と連携しつつ、切れ目のない提供体制が確保されること

が重要である。 

○ このため、医療 DX を推進し、今般の感染症対応の経験やその影響も踏ま

えつつ、外来・入院・在宅を含めた地域全体での医療機能の分化・強化、連携

を着実に進めることが必要である。 

 

（具体的方向性の例） 

○ 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進 

 ・ マイナ保険証を活用した、質が高く効率的な医療の提供。 

 ・ 電子処方箋の普及、電子カルテ情報の３文書・６情報（診療情報提供書、

退院時サマリー、健康診断結果報告書、傷病名、アレルギー情報、感染症情

報、薬剤禁忌情報、検査情報（救急及び生活習慣病）、処方情報）の入力・

管理、入院診療計画書等の電子的な文書提供等の医療情報の標準化・ICT の

活用等を通じて、医療連携の取組を推進。 

○ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のため

の取組 

 ・ 医療機関間や医療機関と薬局・訪問看護ステーション等との連携、医科歯

科連携、医療と介護の連携、医療と障害福祉サービスの連携、その他の地域

の保健・福祉・教育・行政等の関係機関との連携も含め、地域包括ケアシス

テムの深化・推進のための多職種連携・協働の取組等を推進。 

・ 高齢化する障害者施設における適切な医療提供に向けた取組等の推進。 
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○ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進 

 ・ ＡＤＬの低下の防止等を効果的に行うため、早期からの取組の評価や切れ

目のない多職種による取組を推進。 

○ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価 

 ・ 増加する高齢者急性期医療のニーズや地域医療構想等を踏まえた、患者の

状態に応じた適切な医療資源を効率的に提供するための機能分化を推進。

その際、質の高い効率的・効果的な医療提供体制の構築という観点からも、

より適切な包括払いの在り方を検討。 

○ 外来医療の機能分化・強化等 

 ・ 令和５年改正医療法も踏まえた生活習慣病等の継続的な医療を要する者

に対する説明に関する評価の見直し等、外来機能の強化を推進。 

・ 外来における腫瘍化学療法の推進。 

・ 外来医療から在宅医療への円滑な移行に当たって必要となる連携を推進。 

○ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組 

 ・ 平時からの感染症対策に係る取組が広く実施されるよう、令和４年改正感

染症法及び第８次医療計画も踏まえ、個々の医療機関等における感染防止

対策の取組や地域の医療機関と都道府県等が連携して実施する感染症対策

の取組を更に推進するとともに、高齢者施設等と医療機関・薬局の連携を強

化。 

○ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価 

・ かかりつけ医機能を担う医療機関が地域の介護支援専門員や介護サービ

ス事業者と「顔と顔の見える関係性」を構築し、有機的な連携を行うことを

推進。 

・ ＩＣＴ等を活用した時間外の対応体制の整備の推進。 

・ 歯科医療機関を受診する患者像が多様化する中、地域の関係者との連携体

制を確保しつつ、口腔疾患の重症化予防や口腔機能の維持・向上のため、ラ

イフステージに応じ、生涯を通じた継続的な口腔管理・指導が行われるよう、

かかりつけ歯科医の機能を評価。 

・ 患者に対する薬物療法の有効性・安全性を確保するため、新薬・ハイリス
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ク薬等、特に充実した服薬指導が必要な場合の対応も含め、服薬状況等の一

元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導が行われるよう、かか

りつけ薬剤師・薬局の機能の評価を推進。 

○ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 

・ 中長期的には在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、在宅

医療を担う医療機関と市町村・医師会等との連携、及び医療・介護の切れ目

のない、地域の実情に応じた提供体制の構築等を推進し、専門性の高い看護

師も活用しつつ、効率的・効果的で質の高い訪問診療・往診、訪問看護、歯

科訪問診療、訪問薬剤管理指導、訪問栄養食事指導等の提供体制を確保。 

・ 地域における医薬品提供体制を構築。 

・ ＩＣＴ等を活用し、他の医療機関との連携を促進。 

・ 非がん患者を含めた在宅緩和ケアの充実。 

 

（３）安心・安全で質の高い医療の推進  

（基本的視点） 

○ 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえつつ、患者にとって必要

な質の高い医療を確保する取組を進める。 

○ 患者の安心・安全を確保しつつ、医療技術の進展や疾病構造の変化等を踏ま

え、第三者による評価やアウトカム評価など客観的な評価を進めながら、イノ

ベーションを推進し、新たなニーズにも対応できる医療の実現に資する取組

の評価を進める。 

 

（具体的方向性の例） 

○ 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応 

○ 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価 

 ・ 患者が安心して医療を受けられ、それぞれの実情に応じて住み慣れた地域

で継続して生活できるよう、医療機関間の連携の強化に資する取組等を実

施。 

 ・ 人生の最終段階における医療・ケアを充実させるための取組を推進。 
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○ アウトカムにも着目した評価の推進 

 ・ 患者の状態に応じた質の高いリハビリテーションの評価など、きめ細かい

アウトカムにも着目した評価を推進。 

○ 重点的な対応が求められる分野への適切な評価（小児医療、周産期医療、救

急医療等） 

 ・ 軽症、中等症の高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進。 

・ 小児医療、周産期医療の充実。 

 ・ 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価。 

 ・ 認知症の者に対する適切な医療の評価。 

 ・ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価。 

 ・ 難病患者に対する適切な医療の評価。 

○ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理および重症化予

防の取組推進 

○ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した

歯科医療の推進 

 ・ 歯科医療機関を受診する患者像が多様化する中、地域の関係者との連携体

制を確保しつつ、口腔疾患の重症化予防や口腔機能の維持・向上のため、ラ

イフステージに応じ、生涯を通じた継続的な口腔管理・指導が行われるよう、

かかりつけ歯科医の機能を評価。（再掲） 

・ 病院歯科の役割に応じた評価、歯科診療所との連携の推進。 

・ 歯科衛生士が行う指導管理、歯科技工士が関わる技術を含む歯科固有の技

術等の適切な評価。 

○ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務

の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価 

 ・ 患者に対する薬物療法の有効性・安全性を確保するため、新薬・ハイリス

ク薬等、特に充実した服薬指導が必要な場合の対応も含め、服薬状況等の 

一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導が行われるよう、か

かりつけ薬剤師・薬局の機能の評価を推進。（再掲） 

・ 病院薬剤師業務を適切に評価。 
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○ 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有

する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進。 

○ 医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の

安定供給の確保等 

 ・ 患者の安心・安全を確保するための医薬品の安定供給の確保を推進。 

 ・ 医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーションを含む先進的な医療技

術の適切な評価。 

 

（４）効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上 

（基本的視点） 

○ 高齢化や技術進歩、高額な医薬品の開発等により医療費が増大していくこ

とが見込まれる中、国民皆保険を維持するため、医療資源を効率的・重点的に

配分するという観点も含め、制度の安定性・持続可能性を高める不断の取組が

必要である。 

○ これまで、団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年に向けて、医療保険

制度の安定性・持続可能性の向上につながる各種施策を進めてきており、2025

年をまたぐ今回の改定では、これらの施策を着実に進めていくという視点が

必要不可欠である。 

○ また、医療関係者が協働して、医療サービスの維持・向上を図るとともに、

効率化・適正化を図ることが求められる。 

 

（具体的方向性の例） 

○ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方 

 ・ 後発医薬品について、安定供給の確保の状況を踏まえつつ、使用促進の取

組を推進。 

 ・ バイオ後続品について、新たに設定された政府目標を踏まえて使用促進の

取組を推進。 

・ 医療保険財政の中でイノベーションを推進するため、長期収載品の保険給

付の在り方の見直しとともに、経済性に優れた医療機器等の診療報酬上の評
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価や患者が自ら使用するプログラム医療機器等の保険適用の在り方につい

て検討。 

○ 費用対効果評価制度の活用 

 ・ 革新性が高く市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器

について、費用対効果評価制度を活用し、適正な価格設定を実施。 

○ 市場実勢価格を踏まえた適正な評価 

 ・ 医薬品、医療機器、検査等について、市場実勢価格を踏まえた適正な評価

を行うとともに、効率的かつ有効・安全な利用体制を確保。 

 ・ エビデンスや相対的な臨床的有用性を踏まえた医療技術等の適正な評価。 

○ 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進（再掲） 

 ・ マイナ保険証を活用した、質が高く効率的な医療の提供。 

 ・ 電子処方箋の普及、電子カルテ情報の３文書・６情報（診療情報提供書、

退院時サマリー、健康診断結果報告書、傷病名、アレルギー情報、感染症情

報、薬剤禁忌情報、検査情報（救急及び生活習慣病）、処方情報）の入力・

管理、入院診療計画書等の電子的な文書提供等の医療情報の標準化・ICT の

活用等を通じて、医療連携の取組を推進。 

○ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価（再掲） 

・ 増加する高齢者急性期医療のニーズや地域医療構想等を踏まえた、患者の

状態に応じた適切な医療資源を効率的に提供するための機能分化を推進。そ

の際、質の高い効率的・効果的な医療提供体制の構築という観点からも、よ

り適切な包括払いの在り方を検討。 

○ 外来医療の機能分化・強化等（再掲） 

・ 令和５年改正医療法も踏まえた生活習慣病等の継続的な医療を要する者

に対する説明に関する評価の見直し等、外来機能の強化を推進。 

○ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理および重症化予

防の取組推進（再掲） 

○ 医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の

推進 
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 ・ 重複投薬、ポリファーマシー、残薬や、適正使用のための長期処方の在り

方への対応、リフィル処方箋の活用等、医師及び薬剤師の適切な連携による

医薬品の効率的かつ安全で有効な使用を促進。 

 ・ 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方を推進。 

○ 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有

する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進。（再掲） 

 

３．将来を見据えた課題 

○ 我が国の医療制度が直面する様々な課題に対応し、「全世代型社会保障」を

実現するためには、診療報酬のみならず、医療法、医療保険各法等の制度的枠

組みや、国や地方自治体の補助金等の予算措置など、総合的な政策の構築が不

可欠である。 

○ 患者自身が納得して医療を受けられるよう、患者にとって身近で分かりや

すい医療を実現していくとともに、国民の制度に対する納得感を高めるため、

政府において、診療報酬制度を分かりやすくするための取組を継続していく

こと、また、国民に対して医療制度に関する丁寧な説明を行っていくことが必

要である。 

○ 予防・健康づくりやセルフケア等の推進が図られるよう、住民、医療提供者、

保険者、民間企業、行政等の全ての関係者が協力・連携して国民一人一人を支

援するとともに、国はこうした取組に向けた環境整備を行うことが必要であ

る。 

〇 今後も、医療情報の活用や医療機関間における連携のための取組等を含む

医療 DX を推進することにより、地域医療連携の円滑化、個々の医療機関等

の負担軽減を図り、将来にわたって安心・安全で質の高い医療サービスを実現

していく必要がある。 

 



2021年4月1日

厚生労働省 保険局

「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について

令和５年11月29日 第171回社会保障審議会医療保険部会 資料２



１．前回いただいたご意見について

1



（長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて）

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しを中心として検討を進めることについて、異論はない。ただ、持続可能性という観
点から考えれば、例えば、市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し等については、引き続き検討をしていく必要があ
るのではないか。

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しについては、現実的にはこの選択肢になる。現場での事務負担がかからないよう、
システム上の対応も含めて、なるべく簡素な形の実施、また、国から関係者への丁寧な周知が重要。

〇 長期収載品の保険給付の在り方を中心として検討することに異論はない。見直しによって得られた財源は、創薬力の強化に
向けたイノベーションの推進に着実に充てることが重要。その上で、国民皆保険の持続可能性の確保とイノベーションの推進
の両立を図る観点から、その他の薬剤自己負担の項目に関しても、引き続き議論のテーブルに乗せる必要。

〇 長期収載品から後発医薬品への置換えについては、保険財政の持続可能性の確保の観点から前向きに理解。ただし、後発医
薬品の需要が急激に高まることで、供給体制にさらに負荷がかかる懸念があり、こういった点を踏まえて、慎重な検討が必要。
また、限りある医療資源を有効活用するという観点から、セルフメディケーションの推進が不可欠、また、原材料価格や人件
費の動向など、経済情勢を踏まえつつ、医薬品メーカーの強みを生かした事業運営を後押しするような環境整備が重要。

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて、後発医薬品の安定供給が非常に大事という前提の上で、原則的には参照
価格制というのが、経済学的に考えて望ましい。

〇 薬剤の創薬力について、資金的にも政策的にも少し足りず、今後考える必要があるのではないか。

（選定療養の活用について）

〇 選定療養として位置づけることは、医師が先発医薬品の銘柄指定をする場合の理由について、診療所、病院、いずれも患者
希望というのが、理由として一番多いことを考えても、妥当。

〇 長期収載品の自己負担の在り方の見直しの方向で検討を進めることが合理的であり、その検討に際しては選定療養の活用が
現実的。

〇 イノベーションの評価あるいは安定供給の確保を図るということが重要であり、そうした観点から言えば、長期収載品につ
いては、医療上の必要性に配慮しながら、選定療養と位置づけることが、妥当な方向。

〇 落としどころとしては、選定療養を使う長期収載品に対する保険給付の在り方というのは、一定程度理解。

第１７０回医療保険部会（令和５年１１月９日）

薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見
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（医療上の必要性について）※ 参照価格制との関係含む

〇 医療上の必要性には一定の配慮が必要であり、選定療養の除外要件を設定することは考えられる。ただ、適正な運用の観点
から、医学的に妥当な判断が行われることは担保する必要がある。

〇 医師の判断のもとで、患者にとって療養上必要な医薬品が適切に選択できる仕組みとするなど、従来議論されてきたような
参照価格制のような制度とは異なるものである必要があり、精緻な議論が必要。

〇 患者の適応症に対して後発医薬品はその効能が追加されていないものである場合、また患者の状態によって薬剤の変更が治
療上のリスク等を伴う場合など、医療上の必要性が合理的に存在するものは保険給付の対象とするなど、十分な配慮、制度設
計が必要。また、医療上の必要性につき、医療の現場、特に処方箋に基づき調剤を行う薬局で、判断に困らない簡素、明確な
仕組みである必要。

〇 対象となる医薬品については、患者負担にも配慮しながら、幅広く当てはめる方向で検討していくべき。

〇 医療上の必要性があるものとないものを、エビデンスを精査してきっちり分けて、長期収載品と後発品が同等と考えられる
ものとそうではないという明確なエビデンスがあるものをきっちり分けて、それを医師の方々にも情報提供して、医師の方に
も一般の患者さんにも十分理解していただいた上で、この参照価格制を進めていくことが適当。

〇 後発品の使用は現場の医師や医師会も努力している。その中で、精神病薬等、患者本人の自覚症状に頼るような疾患が一定
程度あり、長年使っていたものを変えると、変えたことによってすごく不安になってしまうことがあるため、こうしたものは
一定程度、医療上の必要性の中に入る。この薬は、この患者には、先発のほうが有効、後発でも可といった、個々に判断をす
るのが医師の役目。

〇 患者が先発医薬品を希望するからという理由が非常に多いが、これは十分な情報が伝わっていないからと考えられ、後発医
薬品であっても、効力は変わらないということをきちんと説明する必要がある。医師会や医師においても対応をお願いしたい。

〇 患者の要望だけではなくて、医師が先発品を指定するという場合もあること、後発品の使用率が低い地域もあるということ
も踏まえて、慎重に検討いただきたい。

（保険給付と選定療養の負担に係る範囲について） ※ 参照価格制との関係含む

〇 患者の自己負担増についての懸念もあるため、必ずしも後発医薬品の薬価を超える部分を全額負担とする必要はないのでは
ないか。

〇 患者負担の観点から、保険給付と選定療養の範囲をどのように考えるかの検討が必要。

〇 患者負担に関し、参照価格制度のように差分を丸ごと患者負担にするのではなく、負担が過度にならないよう、一定の水準
を設ける必要。ただし、一定の率を定めても、薬価や処方日数等により自己負担に大きな差が生じるため、配慮が必要。

〇 経済力による医療アクセスへの課題、健康保険法改正附則第２条との関係について、慎重な検討が必要。

第１７０回医療保険部会（令和５年１１月９日）

薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見
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（長期収載品に係る現行の薬価上の措置との関係について）

〇 今般の見直しにかかわらず、長期収載品の薬価の引下げルールは維持すべき。

〇 長期収載品に係る薬価上の措置の見直しは、現場への影響が非常に大きいことには十分留意し、拙速な導入がなされるべき
ではない。

（後発医薬品の安定供給との関係について）

〇 患者負担の見直しによって生じた財源は、イノベーションと持続可能性の両方の観点から配分を考えるべき。一方で、医薬
品の供給問題は、企業の不祥事に基づくケースがあるため、慎重に考えるべき。

〇 現在の後発医薬品の安定供給については、医療機関、国民ともに大変不安を感じている。先日も後発医薬品企業の不適切な
事例が報道されたばかりであり、後発医薬品への不安解消、安定供給の実現が大前提。

〇 医薬品の供給状態は、現在も極めて不安定。直近の日薬連の調査でも２割強の品目が今でも限定出荷、出荷停止という状況。
この状況下で、患者に不便を与えており、また、説明をした上で理解をいただくことにも大変苦労している。そこに、さらに
金銭的な負担を患者に求めるのは、なかなか厳しい部分もある。少なくとも出荷調整になっている成分を対象にはすべきでな
いが、日々その品目が変化している現状においては、どのように制度が適切に運用できるのか、急に現場が混乱しない施行の
時期なども含めて、慎重な検討が必要。

〇 前提となる安定供給が全くできていないことが一番の問題。企業のいろいろな不祥事等あるが、個々の企業の問題だけでは
なく、後発品の生産の構造的問題も含まれているのではないか。薬価でも解決できないし、かなり複合的な原因ではないか。
検討会における検討、一定の結論を粛々と進めていくものと考えられ、また、努力している企業をいかに評価するかというこ
とも重要。

〇 後発医薬品の安定供給との関係を踏まえて検討することが必要。人件費や原材料の高騰にもかかわらず、薬価の引下げが続
いており、後発医薬品を中心に供給体制は逼迫。ただし、先発の特許が切れたから、すぐ安いのがつくれるというわけではな
く、工程の変更や製造ラインの増設については薬事上変更管理が必要であり、メーカーとしても非常に苦しい立場。

第１７０回医療保険部会（令和５年１１月９日）
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２．保険給付と選定療養の適用場面・対象品目
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長期収載品の保険給付の在り方の見直し及び選定療養の活用について

6

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しを中心に検討を進めていくこととし、その具体的な手法としては、
選定療養を活用することとする。

今後の進め方

（長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて）
〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しを中心として検討を進めることについて、異論はない。ただ、持続可能性という観

点から考えれば、例えば、市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し等については、引き続き検討をしていく必要があ
るのではないか。

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しについては、現実的にはこの選択肢になる。現場での事務負担がかからないよう、
システム上の対応も含めて、なるべく簡素な形の実施、また、国から関係者への丁寧な周知が重要。

〇 長期収載品の保険給付の在り方を中心として検討することに異論はない。見直しによって得られた財源は、創薬力の強化に
向けたイノベーションの推進に着実に充てることが重要。その上で、国民皆保険の持続可能性の確保とイノベーションの推進
の両立を図る観点から、その他の薬剤自己負担の項目に関しても、引き続き議論のテーブルに乗せる必要。

〇 長期収載品から後発医薬品への置換えについては、保険財政の持続可能性の確保の観点から前向きに理解。ただし、後発医
薬品の需要が急激に高まることで、供給体制にさらに負荷がかかる懸念があり、こういった点を踏まえて、慎重な検討が必要。
また、限りある医療資源を有効活用するという観点から、セルフメディケーションの推進が不可欠、また、原材料価格や人件
費の動向など、経済情勢を踏まえつつ、医薬品メーカーの強みを生かした事業運営を後押しするような環境整備が重要。

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて、後発医薬品の安定供給が非常に大事という前提の上で、原則的には参照
価格制というのが、経済学的に考えて望ましい。

〇 薬剤の創薬力について、資金的にも政策的にも少し足りず、今後考える必要があるのではないか。
（選定療養の活用について）
〇 選定療養として位置づけることは、医師が先発医薬品の銘柄指定をする場合の理由について、診療所、病院、いずれも患者

希望というのが、理由として一番多いことを考えても、妥当。
〇 長期収載品の自己負担の在り方の見直しの方向で検討を進めることが合理的であり、その検討に際しては選定療養の活用が

現実的。
〇 イノベーションの評価あるいは安定供給の確保を図るということが重要であり、そうした観点から言えば、長期収載品につ

いては、医療上の必要性に配慮しながら、選定療養と位置づけることが、妥当な方向。
〇 落としどころとしては、選定療養を使う長期収載品に対する保険給付の在り方というのは、一定程度理解。

第１７０回医療保険部会（令和５年１１月９日）



長期収載品の保険給付の在り方の見直しに係る具体的な論点

長期収載品の保険給付の在り方の見直しを中心として検討を進めることとする場合、例えば、以下の論点についてど

う考えるか。

7

後発品
（100円）

70円

30円

患者負担

保険給付

後発品の薬価

140円

60円

保険給付

患者負担

長期収載品
（200円）

長期収載品の薬価 ※

価格差

保険給付
70円

患者負担
(定率)
30円

選定負担
100円

長期収載品
（200円）

（参考）参照価格制
の場合（※）

（※）長期収載品に係る薬価上のルールとしては、原則として、後発品上市から
10年経過後、薬価を段階的に後発品価格まで引き下げ

現行の薬価イメージ及び主な検討課題

【主な論点】

• 長期収載品の使用について選定療養とし

て位置付けることについてどう考えるか

• 医療上の必要性についてどう考えるか

（薬剤変更リスク等を踏まえた医師によ

る処方についてどう考えるか）

• 保険給付と選定療養の負担に係る範囲に

ついてどのように考えるのか

特に、いわゆる参照価格制との関係につ

いてどう考えるか

• 長期収載品に係る現行の薬価上の措置と

の関係についてどう考えるか

• 後発医薬品の安定供給との関係について

どう考えるか

（※）参照価格制度に
おいては、後発品の
薬価を超える部分は、
一律、全額自己負担
となる。

令和５年11月９日
第170回社会保障審議会医療保険部会 資料２
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（長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて）

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しを中心として検討を進めることについて、異論はない。ただ、持続可能性という観
点から考えれば、例えば、市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し等については、引き続き検討をしていく必要があ
るのではないか。

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しについては、現実的にはこの選択肢になる。現場での事務負担がかからないよう、
システム上の対応も含めて、なるべく簡素な形の実施、また、国から関係者への丁寧な周知が重要。

〇 長期収載品の保険給付の在り方を中心として検討することに異論はない。見直しによって得られた財源は、創薬力の強化に
向けたイノベーションの推進に着実に充てることが重要。その上で、国民皆保険の持続可能性の確保とイノベーションの推進
の両立を図る観点から、その他の薬剤自己負担の項目に関しても、引き続き議論のテーブルに乗せる必要。

〇 長期収載品から後発医薬品への置換えについては、保険財政の持続可能性の確保の観点から前向きに理解。ただし、後発医
薬品の需要が急激に高まることで、供給体制にさらに負荷がかかる懸念があり、こういった点を踏まえて、慎重な検討が必要。
また、限りある医療資源を有効活用するという観点から、セルフメディケーションの推進が不可欠、また、原材料価格や人件
費の動向など、経済情勢を踏まえつつ、医薬品メーカーの強みを生かした事業運営を後押しするような環境整備が重要。

〇 長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて、後発医薬品の安定供給が非常に大事という前提の上で、原則的には参照
価格制というのが、経済学的に考えて望ましい。

〇 薬剤の創薬力について、資金的にも政策的にも少し足りず、今後考える必要があるのではないか。

（選定療養の活用について）

〇 選定療養として位置づけることは、医師が先発医薬品の銘柄指定をする場合の理由について、診療所、病院、いずれも患者
希望というのが、理由として一番多いことを考えても、妥当。

〇 長期収載品の自己負担の在り方の見直しの方向で検討を進めることが合理的であり、その検討に際しては選定療養の活用が
現実的。

〇 イノベーションの評価あるいは安定供給の確保を図るということが重要であり、そうした観点から言えば、長期収載品につ
いては、医療上の必要性に配慮しながら、選定療養と位置づけることが、妥当な方向。

〇 落としどころとしては、選定療養を使う長期収載品に対する保険給付の在り方というのは、一定程度理解。

第１７０回医療保険部会（令和５年１１月９日）

薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見
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（長期収載品に係る現行の薬価上の措置との関係について）

〇 今般の見直しにかかわらず、長期収載品の薬価の引下げルールは維持すべき。

〇 長期収載品に係る薬価上の措置の見直しは、現場への影響が非常に大きいことには十分留意し、拙速な導入がなされるべき
ではない。

（後発医薬品の安定供給との関係について）

〇 患者負担の見直しによって生じた財源は、イノベーションと持続可能性の両方の観点から配分を考えるべき。一方で、医薬
品の供給問題は、企業の不祥事に基づくケースがあるため、慎重に考えるべき。

〇 現在の後発医薬品の安定供給については、医療機関、国民ともに大変不安を感じている。先日も後発医薬品企業の不適切な
事例が報道されたばかりであり、後発医薬品への不安解消、安定供給の実現が大前提。

〇 医薬品の供給状態は、現在も極めて不安定。直近の日薬連の調査でも２割強の品目が今でも限定出荷、出荷停止という状況。
この状況下で、患者に不便を与えており、また、説明をした上で理解をいただくことにも大変苦労している。そこに、さらに
金銭的な負担を患者に求めるのは、なかなか厳しい部分もある。少なくとも出荷調整になっている成分を対象にはすべきでな
いが、日々その品目が変化している現状においては、どのように制度が適切に運用できるのか、急に現場が混乱しない施行の
時期なども含めて、慎重な検討が必要。

〇 前提となる安定供給が全くできていないことが一番の問題。企業のいろいろな不祥事等あるが、個々の企業の問題だけでは
なく、後発品の生産の構造的問題も含まれているのではないか。薬価でも解決できないし、かなり複合的な原因ではないか。
検討会における検討、一定の結論を粛々と進めていくものと考えられ、また、努力している企業をいかに評価するかというこ
とも重要。

〇 後発医薬品の安定供給との関係を踏まえて検討することが必要。人件費や原材料の高騰にもかかわらず、薬価の引下げが続
いており、後発医薬品を中心に供給体制は逼迫。ただし、先発の特許が切れたから、すぐ安いのがつくれるというわけではな
く、工程の変更や製造ラインの増設については薬事上変更管理が必要であり、メーカーとしても非常に苦しい立場。

第１７０回医療保険部会（令和５年１１月９日）

薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見

10
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保険給付と選定療養の適用場面に係る論点

• 医療上の必要性があると認められる場合については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする

方向で検討を進めてはどうか。

• 医療上の必要性が認められる場合に関して、例えば医療上の必要性により医師が銘柄名処方（後発品への変

更不可）をした場合が考えられるが、次のケースについては、どのように考えるか。

① 銘柄名処方の場合であって、患者希望により先発医薬品を処方・調剤した場合

② 一般名処方の場合

• 上記に際して、後発医薬品の確保が困難な場合に、選定療養の適用場面について、どのように考えるか。

11



（参考１）後発医薬品の薬事上の品質確保等について

12



• 先発医薬品と品質・有効性・安全性において同等であるかを、後発医薬品企業の作成した
申請時添付資料に基づき審査する。

► 規格及び試験方法

♦ ３ロットについて３回の繰り返し測定の実測値

♦ 試験法のバリデーション（※）結果
※試験法のバリデーションとは、試験法の特異性、検出限界等を考慮し、用いる試験法が適切なものであることを確認すること。

► 安定性

♦ ３ロットについて、加速試験、品目により長期保存試験等の結果
➣安定性について先発医薬品と同等

► 生物学的同等性

♦ 「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に則り両者を比較
➣治療学的に先発医薬品と同等

※色、形、味、添加物が先発医薬品と同一であることは必ずしも求めていない。

両者で添加物が異なるにしても、生物学的同等性試験によって、有効性・安全性が同等であることを担保している。

※添加物については、安全性が確認されているもののみ認めている。

• 剤形による製剤の特性又は機能等の品質を規定すべきものについては、規格及び試験
方法の設定に際し、日本薬局方の通則、製剤総則、一般試験法、標準品及び試薬・試
液等を原則準用し、適合していることを確認する。

➣有効成分の含量、不純物管理等が
先発医薬品と同等

後発医薬品の承認審査

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 作成 13



先発医薬品と後発医薬品の薬事上の比較

先発医薬品 後発医薬品

有効成分 －

同じ

（ただし、原料の入手先は
異なる場合が多い。）

添加剤

－

（ただし、承認後に当初使用さ
れていたものと異なる添加剤
に変更される場合がある。）

同一とは限らない

（ただし、安全性が確認されて
いるものに限る。）

安定性

加速試験 ○ ○

長期保存試験 ○
△

（必要に応じて求める。）

有効性 臨床試験により検証 生物学的同等性により保証

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 作成 14



後発医薬品の品質確保等について

⚫ 後発医薬品の承認審査に当たっては、品質、有効性、安全性を

厳正に審査。

– 品質の審査

（製剤の品質：製造方法、有効成分の含有量、溶出性、不純物濃度等を比較、

確認）

– 有効性・安全性の審査

（生物学的同等性：例えばヒトでの血中濃度を比較し、同等性を確認）

⚫ 承認時に加え、承認後の製造段階においても、先発医薬品と後

発医薬品に同じ製造管理及び品質管理に係る基準（ＧＭＰ）を

適用。定期的に都道府県（海外製造所はPMDA）が査察を実施。

先発医薬品と後発医薬品との間で、
品質、有効性及び安全性は同等

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 作成 15



医薬品医療機器総合機構

国立医薬品食品衛生研究所

厚生労働省

地方衛生研究所
国立感染症研究所

学会発表、公表論文

試験の実施

・注射剤等の原薬不純物
について試験検査
・研究論文等の収集・評価

・後発品の信頼に対する懸念
を払拭するための、試験検
査の実施

主
な
相
談
内
容
、
調
査
試
験
結
果
の

概
要
等
を

Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
及
び
国
衛
研
Ｈ
Ｐ
で
公
表
、

Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
メ
デ
ィ
ナ
ビ
で
発
信

一般国民 医療機関・大学・製薬企業 医師・歯科医師・薬剤師等

ジェネリック医薬品品質情報検討会

相談窓口

科学的な分析、試験調査、評価 → 信頼の基盤づくり

・大学、医師会、薬剤師会、
企業等10人程度で構成

後発品の品質に
関する懸念

・収集された情報の評価
・試験対象品目の選定
・試験結果の評価

後発医薬品品質情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_

iryou/iyakuhin/kouhatsu_iyakuhin/

くすり相談窓口
https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-

patients/0001.html

学会等で
発表

ジェネリック医薬品品質情報検討会
後発医薬品の試験検査等の実施による品質確保

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 作成 16



（参考２）後発医薬品の安定供給について
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出典：令和５年度厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課委託事業「医療用医薬品供給情報緊急調査事業」のデータを基に保険局医療課で作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00002.html

○ 2020年から医薬品の供給停止・限定出荷が繰り返されている状況が継続しているが、2023年9月におい
ても、出荷制限や供給量が減少している品目が2割を超えている。

医療用医薬品の供給状況

1,354 1,378 1,442 1,416 1,575 1,686 

2,631 2,469 2,440 2,395 2,413 2,372 

0%

5%

10%

15%

20%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
供給停止（品目数） 限定出荷（品目数） 供給停止（割合） 限定出荷（割合）

医療用医薬品の出荷状況の推移（2023年4月～9月）

医薬品全体の出荷状況（2023年9月時点）

出荷量増加
出荷量通常
出荷量減少

出荷停止
販売中止

予定出荷量の概ね110％以上の出荷状況
予定集荷量の概ね90％以上110％未満の出荷状況
予定出荷量の概ね90％未満の出荷状況
市場に出荷していない状況
薬価削除に向けた対応を行っている状況

18
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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会

氏名 所属

（座長代理） 川上 純一 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 教授・薬剤部長

櫻井 信豪 東京理科大学薬学部 教授

田極 春美 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社政策研究事業本部 主任研究員

堤 崇士 グロービス経営大学院 教授

鳥巣 正憲 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

野澤 昌史 株式会社日本政策投資銀行企業金融第6部 ヘルスケア室長

福田 彰子 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
LSHC M&Aトランザクションサービス シニアヴァイスプレジデント

間宮 弘晃 国際医療福祉大学薬学部 准教授

（座長） 武藤 正樹 社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ 理事

安本 篤史 ネクスレッジ株式会社 代表取締役社長

柳本 岳史 ボストン コンサルティング グループ マネジング・ディレクター＆パートナー

【検討会の目的】
後発医薬品の供給不安に係る課題について、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討

会」において議論され、薬価や薬事制度を起因とする産業構造上の課題が指摘されたほか、後発医薬品産業のあるべき

姿やその実現のための具体策を検討するための会議体を新設することが提言された。

上記の議論や提言を踏まえ、後発医薬品産業を安定供給が確保された産業構造として再構築するため、産業のあるべ

き姿、その実現に向けた産業政策について幅広い議論を行うことを目的として開催する。

【検討会の構成員】
（令和5年7月31日 第1回検討会開催）

中医協 薬－２
５ ． ８ ． ２



• 品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指し、例えば以下の項目を
公開すべきである。
●安定供給体制に関する情報：安定供給ﾏﾆｭｱﾙの運用状況、共同開発の有無、製剤製造企業名（委託企業含む。）、供給不安発生時の事後対応 等
●供給状況に関する情報：自社品目の出荷状況、出荷停止や回収事例 等 ／●自社の情報提供状況に関する情報：医療関係者への情報提供の状況 等
●緊急時の対応手法に関する情報：余剰製造能力の確保又は在庫による対応 等／
●業界全体の安定供給への貢献に関する情報：他社の出荷停止品目等に対する増産対応 等

• 公表事項について基準を設定した上で厚生労働省が評価するとともに、公表事項以外の企業情報（供給計画・実績 等）も
評価に反映し、評価結果を薬価制度・その他医薬品に係る制度的枠組みに活用することを検討すべきである。

※ 企業に求められる最低限の基準を満たさない場合は低評価、基準を超えるような指標を満たす場合は高評価といったメリハリをつける。
※ 導入時期について、企業側の負担を考慮し、一部の公表を求めることや、経過措置を設けるなど、優先順位を設けて柔軟に対応する。

後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会
中間取りまとめ（概要）

• 厚生労働省の他の会議体において後発医薬品に関する課題を含めた施策の検討が進められており、これらの会議体における
検討の参考となるよう、先だって薬事・薬価に関係する事項について提言を行うもの。

• 中間取りまとめ以降も検討会で議論を続け、後発医薬品産業を巡る構造的課題の解決に向けて取り得る一連の施策について
提言を行う予定。

中間とりまとめの位置づけ

安定供給等の企業情報の可視化

2023年10月11日公表

• 新規収載品目の絞り込み：安定供給に貢献しない企業の参入を抑制するため、新規収載に当たって企業に対し安定供給に係る
責任者の指定を求めるとともに、継続的に供給実績を報告させる仕組み等を検討すべきである。

• 既収載品目の統合：企業間の品目統合を促進するため、統合後の品目の増産が行いやすくなるよう、製造方法の変更に係る
薬事審査等の合理化に係る検討を行うべきである。

• 供給停止・薬価削除プロセスの簡略化等：一定の条件に該当する品目（医療上の必要性や市場シェアが低い等）につき、医療
現場への影響、採算性のみを理由とした供給停止等に配慮しつつ、供給停止プロセスの合理化・効率化の検討を行うべきである。

• 新規収載品の品目数の抑制や既収載品の品目数の削減等、安定供給の確保に資するような薬価制度・その他医薬品に係る制度
的枠組みを検討すべきである。 ※ 例えば、後発品の内用薬について、現行の薬価制度上、10品目を超える場合に薬価を下げる仕組みがある。

少量多品目構造の解消

中医協 薬－１

５．１０．２７
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鎮咳薬・去痰薬の安定供給に向けた緊急対応（10/18大臣発言）

鎮咳薬や去痰薬のメーカー主要８社の協力により、供給量を増加

年内は他の医薬品の生産ラインからの緊急融通やメーカー在庫の放出等により、これらの社の出荷量につ
いて、鎮咳薬は約1,100万錠、去痰薬は約1,750万錠の増加が可能となるなど、９月末時点よりもさらに
１割以上、供給が増える見通し。

メーカー側から、年明け以降にさらに増産するためには、一定の教育訓練を受けた製造人員を新たに確保
した上で、24時間の生産体制へと移行することや、他の医薬品の生産ラインからの更なる緊急融通を図る
こと、効率的な生産に向けた設備の増強を図ることが必要との声がある。

原薬について代替的な供給源を確保する必要がある場合への対応を実施

安定供給に支障が生じている又はそのおそれがある医薬品については、製造所等の一部変更承認申請に迅
速に対応することとし、10/16に通知を発出。

年
内
の

緊
急
対
応

年
明
け
の

更
な
る
増
産

来
年
度

以
降
の

増
産

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大に伴い、鎮咳薬（咳止め）や去痰薬（痰を排出しやすくする薬）の需給

が逼迫している。９月末に、初期からの長期処方を控え、医師が必要と判断した患者へ最少日数での処方とするよう協力要請などを

行ったところ。

第５節 国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する
３．国民の安全・安心の確保及び外交・安全保障環境の変化への対応
（１）国民の安全・安心の確保

感染症等に対応する医薬品の供給不安を解消するため、これまで増産要請に対応してきた企業が更
なる増産を行う場合の人員体制の整備や、設備の増強を支援するとともに、2024年度薬価改定にお
いて、安定的な供給確保に向けた薬価上の措置を検討する。

デフレ完全脱却のための総合経済対策（令和5年11月２日閣議決定）
～日本経済の新たなステージへむけて～

厚生労働省医政局医薬産業振興医療情報企画課 作成 21



３ 実施主体等

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

医薬品安定供給体制緊急整備補助金

令和５年度第１次補正予算要求額 １４億円（－億円）※（）内は前年度当初予算額

現在供給停止や限定出荷状態等となっている医療上必要性の高い医薬品について、その供給不安の解消に向けた増産又は製造再開に係る生産計画を策

定して申請をした製造業者等に対し、当該生産計画の実施に当たって必要な設備（製造設備、試験設備、関連する補助設備等）の整備に係る経費につい
て、１／２の補助を行う。

また、コロナウイルス感染症等の拡大に伴い安定供給上支障を生じ、またはそのおそれがある医薬品について、現在の生産能力を活用して増産してい
る企業に対し、さらなる増産を要請したが増産にかかる人件費等のコスト増により採算が取れなくなる場合、その人件費の増加分について国から１／２
の補助を行う。

ただし、今般の供給不安の端緒となった2021年２月の医薬品医療機器法に係る行政処分以降に、製造管理に係る同法違反による行政処分の対象とさ
れた企業は補助対象から除外する。

○ 医療用医薬品の供給不安は、令和３年（2021年）２月における後発品メーカーの医薬品医療機器法違反に対する行政処分を端緒に拡大し、令和５
年８月現在においても、約4,000品目（医療用医薬品全体の23％）が供給停止又は限定出荷となっている。また、それらの品目の多くは解消見込み
時期が不明であり、医療現場及び患者の負担が継続していることから、供給不安の解消は喫緊の課題となっている。

○ 供給不安が長期化している原因の一つとして、行政処分等による出荷停止の供給量の不足を補うための他メーカーによる増産について、製造設備の
更新や増強などの増産体制の構築が進められていないことが挙げられる。その背景として、特に供給停止や限定出荷の発生頻度が高い後発医薬品等
については、原価率が高いため採算性が低く、また、昨今の物価高騰の影響を受けさらに採算性が悪化している。それらの医薬品を製造販売する企
業は、採算性の低い品目であっても、我が国の医療提供体制を下支えするため引き続き生産に注力している企業であると認められるが、さらなる増
産のための人件費の増額や設備投資の実施は非常に困難な状況にあると考えられる。

○ これを踏まえ、現下で発生している大規模な供給不安を可能な限り早期に解消するため、供給不安の解消に貢献する企業を国として支援する必要が
あることから、

①現在供給停止や限定出荷状態等となっている医療上必要性の高い医薬品について、その供給不安の解消に向けた増産又は製造再開に係る生産計画
を策定して申請をした製造業者等に対し、当該生産計画の実施に当たって必要な製造設備の整備や、

②医療上の必要性の高いにもかかわらず供給不安を引き起こしている医薬品の増産等に現に注力している企業のうち、さらに国からの増産要請を受
けて対応する企業への人件費の支援について

緊急的かつ特例的に補助を行う。

医薬品製造業者等に補助（１／２補助）

厚生労働省医政局医薬産業振興医療情報企画課 作成 22



２．保険給付と選定療養の適用場面・対象品目

2-1 保険給付と選定療養の適用場面

2-2 選定療養の対象品目

23



選定療養の対象品目に係る論点

• 選定療養の対象となる長期収載品の品目の範囲について、どのように考えるか。具体的には、後発医薬品上

市後、徐々に後発品に置換えが進む中で、長期収載品の薬価ルールにおいては後発品上市後の年数等に着目

して薬価ルールを設定していることも参考に、次のような観点について、どのように考えるか。

（例）

・ 後発品上市後の年数

・ 後発品の置換率

等

24
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長期収載品の薬価の改定 第３章第３節

5年

後発品上市

後発品への置換えが進んでいるもの
（後発品置換え率80％以上）の段階引下げ

2.5倍 2倍 1.5倍

2年 2年 2年

1倍

後発品への置換えが困難なもの
（後発品置換え率80％未満）の段階引下げ

2.5倍 2.3倍 2.1倍 1.9倍 1.7倍 1.5倍

Ｇ1、Ｇ2による引下げを受けない品目等の補完的引下げ（Z2基準準用）

G1

G2

C

※G１、G2についてはバイオ医薬品を除く（ただし、先発品と有効成分等が
同一の後発品（バイオAG）が収載された場合、その先発品は対象）

• 長期収載品の段階的な価格引下げ（G1、

G2）は後発品上市の10年後から適用

• ただし、後発品置換え率が80%以上となっ

た場合は、その２年後の薬価改定時に置換え

率が80％以上となっていることを再度確認

した上で、G1ルールを前倒しして適用

〔後発品置換え率〕 〔引下げ率〕

・60%未満 ：▲2.0%

・60%以上80%未満：▲1.75%

Ｇ1に該当する長期収載品は、Z2期間終了後の６月末に撤

退可否判断し、６年後までの増産可能な時期に撤退

後発品への置換え期間 長期収載品の後発品価格への引下げ期間

後発品増産準備期間

特許期間
再審査期間

【長期収載品の薬価の適正化の全体像】

Z2

後発品価格の加重平均値の

後発品価格の加重平均値の

後発品上市から５～10年が経過し、

後発品への置換え率が80％未満の

品目の段階引下げ

• 長期収載品（後発品のある先発品）の薬価の更なる適正化を図る観点から、後発品上市後、後発品への置換え率に

基づき、長期収載品の薬価を段階的に引き下げることとしている。

5年

中 医 協 薬 － １

５ ． ８ ． ２
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80%以上２回で前倒し

長期収載品の薬価の改定ルール（イメージ）

5年
後発品上市

後発品への置換えが進んでいるもの
（後発品置換え率80％以上）の段階引下げ

2.5倍 2倍 1.5倍

2年 2年 2年

1倍

後発品への置換えが困難なもの
（後発品置換え率80％未満）の段階引下げ

2.5倍 2.3倍 2.1倍 1.9倍 1.7倍 1.5倍

Ｇ1、Ｇ2による引下げを受けない品目等の補完的引下げ（Z2基準準用）

G1

G2

C

※ Ｇ1に該当する長期収載品は、Z2期間終了後の６月末に撤退可否判断し、
６年後までの増産可能な時期に撤退

後発品への置換え期間 長期収載品の後発品価格への引下げ期間

後発品増産準備期間※

特許期間
再審査期間

Z2

後発品価格の加重平均値の

後発品価格の加重平均値の

5年

・日本薬局方収載医薬品（銘柄毎に薬価収載されているものを除く。）
・生物学的製剤（血液製剤を含む。）
・漢方製剤・生薬
・希少疾病用医薬品であって、希少疾病以外の疾病に対する効能を有しないもの
・低薬価品の特例（基礎的医薬品・不採算品再算定・最低薬価）のいずれかに該当するもの
・後発品価格のうち最も低いものを下回るもの

価格調整
対象外

後発品に適切に
置き換わっているもの

後発品に適切に
置き換わっていないもの

（置換え率80%未満）

（置換え率80%以上）

・60%未満：▲2.0%
・60%以上80%未満：▲1.75%

価格が一定程度下がっているもの
（G1/G2ルールを適用するより価格が下がっているもの）
※バイオ後続品のある先行品も対象

価格が十分に下がっていないもの ※バイオAGのある先行品も対象

・60%未満：▲2.0%
・60%以上80%未満：▲1.75%

後発品の置換え率に応じた引下げ
後発品価格に段階的に引下げ／一定程度引き下がっているものは置換え率に応じた補完的引下げ

※H30に導入された制度のため、最も進んでいる場合でもG1は1.5倍、G2は2.1倍の時期

中 医 協 薬 － １

５ ． ８ ． ２



３．保険給付と選定療養の負担に係る範囲
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（医療上の必要性について）※ 参照価格制との関係含む

〇 医療上の必要性には一定の配慮が必要であり、選定療養の除外要件を設定することは考えられる。ただ、適正な運用の観点
から、医学的に妥当な判断が行われることは担保する必要がある。

〇 医師の判断のもとで、患者にとって療養上必要な医薬品が適切に選択できる仕組みとするなど、従来議論されてきたような
参照価格制のような制度とは異なるものである必要があり、精緻な議論が必要。

〇 患者の適応症に対して後発医薬品はその効能が追加されていないものである場合、また患者の状態によって薬剤の変更が治
療上のリスク等を伴う場合など、医療上の必要性が合理的に存在するものは保険給付の対象とするなど、十分な配慮、制度設
計が必要。また、医療上の必要性につき、医療の現場、特に処方箋に基づき調剤を行う薬局で、判断に困らない簡素、明確な
仕組みである必要。

〇 対象となる医薬品については、患者負担にも配慮しながら、幅広く当てはめる方向で検討していくべき。

〇 医療上の必要性があるものとないものを、エビデンスを精査してきっちり分けて、長期収載品と後発品が同等と考えられる
ものとそうではないという明確なエビデンスがあるものをきっちり分けて、それを医師の方々にも情報提供して、医師の方に
も一般の患者さんにも十分理解していただいた上で、この参照価格制を進めていくことが適当。

〇 後発品の使用は現場の医師や医師会も努力している。その中で、精神病薬等、患者本人の自覚症状に頼るような疾患が一定
程度あり、長年使っていたものを変えると、変えたことによってすごく不安になってしまうことがあるため、こうしたものは
一定程度、医療上の必要性の中に入る。この薬は、この患者には、先発のほうが有効、後発でも可といった、個々に判断をす
るのが医師の役目。

〇 患者が先発医薬品を希望するからという理由が非常に多いが、これは十分な情報が伝わっていないからと考えられ、後発医
薬品であっても、効力は変わらないということをきちんと説明する必要がある。医師会や医師においても対応をお願いしたい。

〇 患者の要望だけではなくて、医師が先発品を指定するという場合もあること、後発品の使用率が低い地域もあるということ
も踏まえて、慎重に検討いただきたい。

（保険給付と選定療養の負担に係る範囲について） ※ 参照価格制との関係含む

〇 患者の自己負担増についての懸念もあるため、必ずしも後発医薬品の薬価を超える部分を全額負担とする必要はないのでは
ないか。

〇 患者負担の観点から、保険給付と選定療養の範囲をどのように考えるかの検討が必要。

〇 患者負担に関し、参照価格制度のように差分を丸ごと患者負担にするのではなく、負担が過度にならないよう、一定の水準
を設ける必要。ただし、一定の率を定めても、薬価や処方日数等により自己負担に大きな差が生じるため、配慮が必要。

〇 経済力による医療アクセスへの課題、健康保険法改正附則第２条との関係について、慎重な検討が必要。

第１７０回医療保険部会（令和５年１１月９日）

薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見

28
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保険給付と選定療養の負担に係る範囲についての論点

• 保険給付と選定療養の負担に係る範囲について、以下の視点について、どのように考えるか。

① 患者が長期収載品を選好する場合における患者の負担の水準

② メーカーによる薬剤工夫など、付加価値等への評価

③ 医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点や、従来とは異なるアプローチで更なる後発医薬品

への置換を進めていく観点

④ 選定療養化に伴い、一定程度、後発医薬品への置換えが進むことが想定される中で、現下の後発医薬品の

供給状況

29



保険給付と選定療養の負担についての具体的な論点・イメージ

30

１割負担の場合

後発品
（100円）

（※）長期収載品に係る薬価上のルールとしては、原則として、後発品上市から10年経過後、薬価を段階的に後発品価格まで引き下げ

90円

10円

患者負担

保険給付

後発品の薬価

長期収載品
（200円）

長期収載品の薬価（※）

180円

20円

保険給付

患者負担

価格差

保険外併用
療養費
●円

患者負担
(１割)
●円

選定負担
●円

長期収載品
（200円）

保険給付
部分

選定療養
部分 患者負担

●円

３割負担の場合

後発品
（100円）

70円

30円

患者負担

保険給付

後発品の薬価

140円

保険給付

長期収載品
（200円）

長期収載品の薬価 ※

価格差

保険外併用
療養費
●円

患者負担
(３割)
●円

選定負担
●円

長期収載品
（200円）

保険給付
部分

選定療養
部分

患者負担
●円

患者負担
60円

① 長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、選定療養の場合における保険給付範囲の水準はどの程度とすべきか（長期収載品の
薬価と、選定療養の場合における保険給付範囲の水準の差は、どの程度が適当か）。

② 上記を踏まえ、選定療養に係る負担については、どの程度を標準とするべきか。また、次の点についてどのように考えるか。

・ 長期収載品の薬価を超えて、選定療養に係る負担を徴収することを認めるのか

・ 選定療養に係る負担を徴収しないことや、標準とする水準より低い額で徴収することを認めるのか。

選
定
療
養
の
場
合
の

保
険
給
付
範
囲
の
水
準

論点①

論点② 論点②



保険外併用療養費として
医療保険で給付

患者から料金徴収可
（自由料金）

基礎的部分 上乗せ部分

（入院基本料など
保険適用部分）

（保険適用外部分）

※ 保険外併用療養費においては、患者から
料金徴収する際の要件（料金の掲示等）を
明確に定めている。

保険外併用療養費の仕組み
［評価療養の場合］

○ 選定療養
・ 特別の療養環境（差額ベッド）

・ 歯科の金合金等

・ 金属床総義歯

・ 予約診療

・ 時間外診療

・ 大病院の初診

・ 大病院の再診

・ 小児う蝕の指導管理

・ 180日以上の入院

・ 制限回数を超える医療行為

・ 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ

○ 評価療養

・ 先進医療（先進Ａ：28技術、先進Ｂ：53技術 令和５年６月時点）

・ 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療

・ 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、

再生医療等製品の使用

・ 薬価基準収載医薬品の適応外使用

（用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの）

・ 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用

（使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの）

③ 選定療養 保険導入を前提としないもの

① 評価療養

○ 保険診療との併用が認められている療養

保険外併用療養費制度について 平成18年の法改正により創設
（特定療養費制度から範囲拡大）

② 患者申出療養
保険導入のための評価を行うもの

○ 患者申出療養

31



４．長期収載品に係る現行の薬価上の措置との関係
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長期収載品に係る現行の薬価上の措置について

〇 いただいたご意見を踏まえた上で、長期収載品の薬価上の措置については、中央社会保険医療協議会にお
いて、ご議論いただく。

（長期収載品に係る現行の薬価上の措置との関係について）

〇 今般の見直しにかかわらず、長期収載品の薬価の引下げルールは維持すべき。

〇 長期収載品に係る薬価上の措置の見直しは、現場への影響が非常に大きいことには十分留意し、拙速な導入がなされるべき
ではない。

第１７０回医療保険部会（令和５年１１月９日）
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長期収載品に関する論点

• 我が国の製薬産業について、長期収載品に依存するモデルからより高い創薬力を持つ産業構造に転換する方

針の中で、長期収載品から後発品への置換えを迅速に進める観点から、長期収載品の薬価のあり方について、

どのように考えるか。

• 長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて本日の中医協総会で議論されることから、その検討状況を

踏まえ、長期収載品に係る薬価算定ルールについて議論することとしてはどうか。

論 点

中 医 協 薬 － １

５ ． １ １ ． 2 4



2021年4月1日

厚生労働省 保険局

「デフレ完全脱却のための総合経済対策～日本経済の新たな
ステージに向けて～」について

令和５年11月29日 第171回社会保障審議会医療保険部会 資料３



デフレ完全脱却のための総合経済対策～日本経済の新たなステージに
向けて～（令和５年11月２日 閣議決定）（主な箇所抜粋①）

1

地方創生臨時交付金のうち、2023年３月に措置した、地方公共団体が地域の実情に応じて柔軟に活用できる「重点支援地

方交付金」において、生活者には、小中学校等における学校給食費等の支援、プレミアム商品券や地域で活用できるマイナ

ポイント等の発行による消費下支えの取組やＬＰガス使用世帯への給付等の支援を、事業者には、特別高圧やＬＰガスを使

用する中小企業、飼料等を使用する農林水産事業者、地域観光業のほか、医療・介護・保育施設、学校施設、商店街・自治

会等に対し、エネルギー価格や食料品価格の高騰に対する支援を行ってきている。引き続き、地域の実情に応じて、困難な

状況にある者をしっかり支えるとの観点から、こうした支援を行うため、同交付金の追加を行う。

執行に当たっては、同交付金が物価高の影響緩和に必要とされる分野に有効に活用されるよう、医療・介護や中小企業と

いった各行政分野を所管する府省庁が地方公共団体に対して、物価高対策として特に必要かつ効果的であって広く実施され

ることが期待される事業について、優良な活用事例を始め必要な情報を積極的に提供し、これらの分野における重点的な活

用を推奨するとともに、活用状況を定期的にきめ細かくフォローアップするなど、十分な取組を行う。その際、入院時の食

費の基準が、長年据え置かれ、介護保険とも差が生じていることを踏まえ、診療報酬の見直しに向けた検討を行うことと併

せ、それまでの間、早急かつ確実に支援（※12）を行う。

※12 2023年度中については、重点支援地方交付金により対応。2024年度については、地域医療介護総合確保基金による対応を念頭に、診療報酬

の見直しと合わせ、2024年度予算編成過程において検討。

第２章 経済再生に向けた具体的施策
第１節 物価高から国民生活を守る

１．物価高により厳しい状況にある生活者・事業者への支援

（２）人手不足対応、生産性向上を通じた賃上げ継続の支援

医療・介護・障害福祉分野においては、2024年度の医療・介護・障害福祉サービス等報酬の同時改定での対応を見据えつ

つ、喫緊の課題に対応するため、人材確保に向けて賃上げに必要な財政措置を早急に講ずる。

施策例

・医療・介護・障害福祉分野における処遇改善支援事業（厚生労働省、こども家庭庁）

第２節 地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現する
１．中堅・中小企業の賃上げの環境整備、人手不足対応、生産性向上を通じた賃上げ継続の支援



デフレ完全脱却のための総合経済対策～日本経済の新たなステージに
向けて～（令和５年11月２日 閣議決定）（主な箇所抜粋②）
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（３）「年収の壁」への対応を含めた所得向上への取組

若い世代、女性や高齢者など、非正規雇用労働者の所得向上を図るため、いわゆる「年収の壁」（※18）を意識せず働く

ことができるよう、制度改革を待つことなく、「壁」を乗り越える者を支援する。

「年収の壁」については、将来の年金給付増につながる被用者保険の適用拡大とともに、次期年金制度改正に向けた議論

の中で制度の見直しにも取り組むこととしている。それまでの緊急的な対応も重要であり、「年収の壁・支援強化パッケー

ジ」（※19）を着実に実行していく。「106万円の壁」に対しては、新たに創設したキャリアアップ助成金のコースにより、

事業主に対して、申請人数の上限なく、労働者一人当たり最大50万円の支援等を行う。事業主に支給されるこの助成金は、

社会保障負担の緩和にもつながることで、労働者の所得増加を後押しするほか、被用者保険への加入を加速化させ将来の年

金給付の増額にも資するものである。「130万円の壁」に対しては、保険者が扶養認定を行うに際して、被扶養者の就労先が

当該被扶養者の収入の増加が一時的な収入変動であることを証明することにより、扶養に入っていることの迅速な判断を可

能とする。企業の配偶者手当の見直しを促進するため、見直しの手順のフローチャートを示す資料を周知する。当該パッ

ケージに関し、ワンストップで対応できる相談体制を確保する。これらの施策により、希望する労働者が「年収の壁」を意

識せず、時間の制約に縛られることなく働くことができるようにするとともに、人手不足に直面する事業主の労働力確保に

もつなげていく。

※18 第３号被保険者（被扶養者）として社会保険料負担がなかった者が、一定以上の収入となった場合において、社会保険料負担が発生する、又
は、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることにより、手取り収入が減少すること。年収106万円では厚生年金保険・健康保険に、

年収130万円では国民年金・国民健康保険に加入することとなり、それぞれ「106万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれる。
※19 令和５年9月27日全世代型社会保障構築本部決定。

施策例

・年収の壁・支援強化パッケージ（厚生労働省）

第２節 地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現する
１．中堅・中小企業の賃上げの環境整備、人手不足対応、生産性向上を通じた賃上げ継続の支援
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（前略）市場が急速に拡大し医療の高度化に資することが期待されるプログラム医療機器（ＳａＭＤ（※55））について、

二段階承認（※56）の考え方の明確化や診療報酬制度の在り方について検討を行った上で、2023年度中に所要の措置を講じ、

普及の加速を図る。

※55 Software as a Medical Device(ソフトウェア医療機器)の略称。
※56 安全性など、一定の条件を満たせば医療現場で利用するケースを認め、その後、十分な効果を確認してから本承認する仕組み。

施策例

・プログラム医療機器の開発・市場投入の促進（内閣府、厚生労働省）【制度】

第３節 成長力の強化・高度化に資する国内投資を促進する
２．イノベーションを牽引するスタートアップ等の支援
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(医療・介護分野におけるデジタル技術を活用した効率化)

効率化を実現するには、ＩＣＴ技術の活用と、それによる生産性向上の結果を診療報酬・介護報酬制度へ反映することが

重要である。医療従事者の事務負担等を軽減するため、診療報酬の算定に関するシステムの開発を始めとした診療報酬改定

ＤＸ等の推進を行う。

報酬改定に当たって、常勤又は専任の医療・介護従事者の配置要件等の見直しについて、医療及び介護の質の担保を前提

に、柔軟な働き方を推進する方向で検討し、2023年度中に所要の措置を講ずる。併せて、報酬改定も見据え、ＩＣＴ機器等

の導入を通じた生産性向上が促されるよう検討の上、2023年度中に所要の措置を講ずる。

マイナ保険証の利用促進や環境整備を進めるため、医療機関・保険者への支援や、「オンライン資格確認等システム」等

の改修を行う。（後略）

診療報酬改定時の医療機関等によるシステム改修を効率化するため、簡易に報酬計算を行える共通算定モジュールの開発

に着手する。中小規模の病院や診療所が取り入れやすい標準型レセプトコンピューターの開発を継続する。（後略）

診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる項目について、デジタル

原則（※72）に倣い医療現場において電磁的方法の活用が進むよう、2024年度診療報酬改定において、関係ガイドラインを

踏まえつつ、2023年度中に必要な検討を行った上で措置を講ずる。

※72 デジタル臨時行政調査会において、令和５年12月に策定され、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議決定）にお
いて、「デジタル社会の実現に向けての理念・原則」として位置づけられている。

第４節 人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する
５．人手不足等に対応する制度・規制改革及び外国人材の活用
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（医療分野のオンライン活用による利便性向上）

高齢者等の医療確保の観点や年代別のオンライン診療の受診状況の違い等の実態を踏まえ、診療報酬上の取扱いを含め、

適切なオンライン診療の更なる普及を図る。具体的には、通所介護事業所や公民館等の身近な場所におけるオンライン診療

の受診の円滑化の観点から、居宅以外にオンライン受診が可能な場所について明らかにするほか、都市部を含めオンライン

診療のための医師非常駐の診療所を公民館等で開設可能とすることについて、2023年内に結論を得る。

（医療・介護分野の持続可能な体制の構築）

医療アクセスが困難な地域における患者の十分な在宅医療を確保するため、都道府県が認める場合に医療機関の管理者の

兼務が可能であること、及び、地域の在宅医療の提供状況に応じ16キロメートルを超えた往診が可能となる「絶対的な理

由」の内容について、2023年中に、更なる整理・周知を行う。

2024年度の医療・介護・障害福祉サービス等報酬の同時改定での対応を見据えつつ、喫緊の課題に対応するため、人材確

保に向けて賃上げに必要な財政措置を早急に講じる。

施策例
・診療報酬・介護報酬における常勤・専任要件等の緩和(内閣府・厚生労働省) 【制度】

・オンライン資格確認の用途拡大等の推進（厚生労働省）

・マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援（厚生労働省）

・マイナンバーカードと健康保険証一体化周知広報事業／コールセンター設置（厚生労働省）
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けたシステム改修等経費（厚生労働省）

・診療報酬における書面要件の廃止・デジタル化（内閣府・厚生労働省）【制度】
・診療報酬計算をシステム支援するための「診療報酬改定ＤＸ（共通算定モジュールの開発等）」(厚生労働省)

・レセプトオンライン請求の促進に向けた周知広報等経費（厚生労働省）
・オンライン診療の普及促進（内閣府・厚生労働省）【制度】

・地域における持続可能な在宅医療提供体制の構築（内閣府・厚生労働省）【制度】
・医療・介護・障害福祉分野における処遇改善支援事業（厚生労働省、こども家庭庁）＜再掲＞

第４節 人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する
５．人手不足等に対応する制度・規制改革及び外国人材の活用
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（１）国民の安全・安心の確保

感染症等に対応する医薬品の供給不安を解消するため、これまで増産要請に対応してきた企業が更なる増産を行う場合の

人員体制の整備や、設備の増強を支援するとともに、2024年度薬価改定において、安定的な供給確保に向けた薬価上の措置

を検討する。

第５節 国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する
３．国民の安全・安心の確保及び外交・安全保障環境の変化への対応



2021年4月1日

厚生労働省 保険局

令和５年度補正予算案（保険局関係）の主な事項について

令和５年11月29日 第171回社会保障審議会医療保険部会 資料４



マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取組の推進

① オンライン資格確認の用途拡大等の推進 ２６２億円

③ マイナンバーカードと健康保険証一体化周知広報事業／コールセンター設置 ４１億円

④ マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けたシステム改修等経費 ３６７億円

② マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援 ２１７億円

社会保険診療報酬支払基金において、患者側の利用環境改善のためのシステム改修（目視モードの機能改修等）、訪問診療
等での医療機関等の資格確認手法の改善に伴うシステム改修や機能拡充、また、訪問診療等を行う医療機関等におけるオンラ
イン資格確認の用途拡大のための導入支援を行う。

「マイナンバーカードに関する政策パッケージ」(８月８日マイナンバー情報点検総本部)を踏まえ、医療機関等におけるマイナン
バーカードの健康保険証利用の促進の取組に対する支援等を行う。

① 年収の壁対策コールセンターの設置等 1.8億円

年収の壁への対応として、年金制度、社会保険制度、助成金制度の相談に対応するコールセンター等を設置し、各種相談にワ
ンストップで対応する。

「年収の壁」への対応に向けた支援強化パッケージの推進

1

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関して、そのメリットなどの周知広報を保険者が行う。また、国民等から健康保険証
等に係る問い合わせを受けるため、引き続き国等にコールセンターを設置する。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、以下の対応を保険者が行う。
・ 各保険者のシステム改修：資格確認書や資格情報のお知らせを交付する機能 等
・ 負担割合相違：負担割合相違を解消するための機能 等
・ 資格情報のお知らせ等の送付：加入者への資格情報のお知らせ等の送付 等



診療報酬改定ＤＸ

① 診療報酬改定ＤＸ（共通算定モジュールの開発等） ８７億円

医療ＤＸ工程表に基づき、令和７年度のモデル事業、令和８年度の本格提供に向けて、診療報酬改定ＤＸに係る共通算定モ
ジュールの開発等を進めるため、開発・運営主体である社会保険診療報酬支払基金に対して補助を行う。

データヘルスの推進

② レセプト・健診情報等を活用したデータヘルスの推進事業 1.2億円

レセプトデータ等を活用した予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業に取り組む保険者を支援するため、社会保険診
療報酬支払基金が、データヘルス計画における共通評価指標の整備及び集計を含めたデータヘルス・ポータルサイトの改修や、
今後表示項目の変更・拡充等がされていく健康スコアリングレポートの作成のためのスコアリングシステム改修を行う。

① 外来医療・在宅医療等の影響評価に係る調査経費 2.5億円

国が外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の診療報酬改定等の影響の評価のために必要なデータを取得するとともに、
医療機関の機能や役割を分析・評価するため、集計・分析等を行う。

② 診療報酬改定ＤＸ（施設基準の届出の電子化推進） ２１億円 【デジタル庁】

診療報酬改定ＤＸに係る共通算定モジュールの開発等にあわせて、保険医療機関等による施設基準等の届出の電子化を推進
することにより、保険医療機関等の作業の軽減及び効率化を図るため、保険医療機関等管理システムの改修等を行う。

令和６年度から開始する第４期（令和６年度から令和11年度）特定健康診査等実施計画の実施に係るシステム改修及び制度
の見直しへの疑義に対応するため、また、40歳未満の事業主健診情報の登録等のためのシステムへの疑義に対応するため、各
関係者（保険者、ベンダーなど）からの質問等に対応するために国がコールセンターを設置する。

③ 第４期特定健診・特定保健指導見直し及び40歳未満の事業主健診情報の活用に係るコールセンター対応
支援に要する経費 51百万円
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システム改修等

① ＮＤＢデータ提供の抜本的な見直し ４４億円 【デジタル庁】

国はＮＤＢデータの大量リモートアクセスを可能とする解析環境等を整備の上、現行390日を要するデータ提供を原則７日で提供
するなど、これまでのデータ提供の在り方・考え方を抜本的に見直すほか、診療報酬改定等による収載データの充実等により、ＮＤ
Ｂデータの利活用をより一層推進するため、システムの整備等を含めた所要の対応を行う。本対策により、大学、民間事業者等の
研究者へのデータ提供の迅速化及び円滑化を図り、医療サービスの質の向上に繋げるものとする。

② 保険医療機関等管理システムに係るシステム改修等経費 ３６億円 【デジタル庁】
（一部再掲・２ページ参照（診療報酬改定ＤＸ② ））

全国の地方厚生（支）局の業務で活用する保険医療機関等管理システムについて、下記のシステム改修等を行う。
・デジタル庁が構築中の国家資格等情報連携・活用システムと保険医療機関等管理システムを連携するためのシステム改修
・保険医療機関等の施設基準届出等に係るオンライン化の拡大を図るためのシステム改修等
・令和６年度診療報酬改定による届出様式等の見直しに伴うシステム改修
・これら複数の案件を並列に推し進めるため、専門的知見を有する外部事業者による支援の委託
・これら複数の案件を並列に推し進めるため、保険医療機関等管理システムのアーキテクチャの見直しや支払基金とのデータ連
携のオンライン化についての実現方法等を検討するための、専門的知見を有する外部事業者による調査の委託

④ 国保総合システムの最適化及び審査領域の共同利用に関するシステム開発 ２５億円

③ 制度改正に伴う後期高齢者医療広域連合電算処理システム等改修 ２７億円

令和５年全社法による高確法の一部改正に伴い、高齢者負担率の見直し、賦課限度額の引き上げや後期高齢者医療広域連
合電算処理システムの機器更改等が予定されており、国民健康保険中央会及び後期高齢者医療広域連合が制度改正等に対応
するためのシステム改修を実施する。

「審査支払機能に関する改革工程表」等を踏まえた、審査領域の共同利用及び国保総合システムの最適化等に関するシステ
ム開発を実施する。
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⑤ 「医療費情報総合管理分析システム」及び「医療費供給面統計システム」のシステム更改等事業 ２１億円
【デジタル庁】

国が「医療費情報総合管理分析システム」及び「医療費供給面統計システム」にかかる次期システムへの更改及び制度改正対
応に伴う現行システム改修を行う。

⑥ 国保保険者標準事務処理システムの機能改修等に要する経費 ２０億円

国保中央会が、国保保険者標準事務処理システム（国保事業費納付金等算定標準システム、国保情報集約システム、市町
村事務処理標準システム）の機能改善対応や自治体システム（国保）標準化及びガバメントクラウドを活用するためのシステム改
修を行う。

⑦ 訪問看護レセプト電算処理システム整備事業 9.3億円

現在、紙媒体による請求となっている訪問看護療養費レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求開始に向けて、訪問看護ス
テーションからの請求の受付・審査等のために、審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康保険中
央会）が訪問看護レセプト電算処理システムを整備するもの。

⑨ 制度改正に伴う高齢者医療制度関係業務システム改修 2.3億円

⑧ 診療報酬・介護報酬同時改定に係るKDBシステム改修 2.6億円

令和6年度に実施される診療報酬・介護報酬改定に対応するため、ＫＤＢシステムの改修を国保中央会が行う。

令和６年４月に全世代対応型の健保法等の改正や感染症法等の改正の施行が予定されており、社会保険診療報酬支払基金
が制度改正等に対応するためのシステム改修を実施する（クラウド移行対応）。



⑩ 事件管理システムの改修 1.3億円 【デジタル庁】

社会保険審査調整室の業務において利用をしている現行システムの機器更改と合わせて、セキュリティ強化施策として「更新履
歴管理機能」の改修を行う。また、現在、室内管理の受付簿と同様の内容を事件管理システムへ再入力する運用を行っているが、
２重管理となっていることに伴い業務の効率化のため、受付簿の内容を事件管理システムへ取り込む機能の改修を行う。

⑪ 出産費用の見える化対応 1.2億円

出産費用の「見える化」を進め、妊婦の方々が、費用やサービスを踏まえて適切に医療機関等を選択できる環境を整備するため、
医療機関等ごとの出産費用の状況のみならず、その医療機関等の特色やサービスの内容なども併せて、厚生労働省が委託した
事業者が運営する「見える化」のためのHPで医療機関等ごとに公表することとしている。「見える化」の本格運用開始に向け、当該
HPの運営等と国民健康保険中央会・社会保険診療報酬支払基金のシステム改修を行う。

⑫ 後期高齢者医療制度の見直しに伴う周知広報経費（コールセンター設置） 94百万円

令和５年全社法による高確法の一部改正に伴う保険料負担への影響について、被保険者等からの問合せに対応するため、厚
生労働省がコールセンターを設置する。

⑬ レセプトオンライン請求の促進に向けた周知広報等経費 94百万円

医療機関等による診療報酬の請求方法について、令和５年６月の規制改革実施計画を踏まえ、令和５年３月に厚生労働省にお
いて取りまとめられた「オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ」が実効的なものとなるよう、国が必要な周知
広報等を実施する。また、現在紙運用となっている訪問看護レセプトの請求の電子化を図るため、実施にあたって訪問看護事業所
等の事務に混乱が生じることのないよう、国が関係機関における取組状況等を把握した上で、必要な周知広報等を行う。

⑭ 国民健康保険総合データベースシステムの機器更改 4百万円 【デジタル庁】

都道府県等の医療保険者から申請される国民健康保険療養給付費等負担金など、医療保険給付にかかる国庫補助の実績報
告や変更申請を受付、集計作業を当該システムにより行っている。安定したシステムの稼働を目的として、ハードウェア及びソフト
ウェアの機器更改を行い、国庫金の支払業務を効率的に迅速・正確に行う。
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その他

① 出産・子育ての安心につながる環境整備等の取組に対する財政支援 9.9億円

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律や、こども未来戦略方針（令
和５年６月13日閣議決定）を踏まえた医療保険制度の改正等に合わせ、出産・子育ての安心につながる環境整備のため、こども
にとってよりよい医療の在り方の実現や出産費用の見える化により公表される情報の活用を図るための取組等を行う健康保険組合
等に対する財政支援を行う。

② 制度改正に伴う第三者求償業務の都道府県体制構築支援事業 68百万円

都道府県は、全社法の法改正により令和７年度から市町村からの委託を受けて、第三者行為求償事務に係る広域的又は専門
的なものについて実施可能となる。
都道府県への委託を通じて、保険給付の適正化の確実な実施に繋げていくことができるよう、各種実態調査及び委託内容の検

討など本事務に係る体制構築支援を国保中央会が行う。



令和５年度補正予算案（保険局関係）参考資料
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施策名：オンライン資格確認の用途拡大等の推進

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

・マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認等システムについて、用途拡大のため
の改修を行う。
・訪問診療等におけるオンライン資格確認の導入に係る財政支援を行う。

・オンライン資格確認等システムを基盤として、訪問診療、柔整あはき及び健診実施機関等においても、オンラインにて資格情報を確
認する仕組みの構築にかかるシステム等の改修等を行うとともに、データの正確性を確保するためのオンライン資格確認等システム
等の機能拡充等を行う。
・訪問診療等、柔整あはき及び健診実施機関等におけるオンライン資格確認に用いる機器等の導入費用に係る財政支援を行う。

オンライン資格確認の用途が、訪問診療等も含めた保険医療機関・薬局等に拡大されることにより、外来のみならず全ての保険診
療等について、医療の質の向上や効率的な提供が可能となる。

【○マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取組の推進】
令和５年度補正予算案 262億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 医療介護連携政策課
保険データ企画室

（内線3168）

⑤成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

訪問診療等

オンライン診療等

健診実施機関等医療機関等

訪問看護ステーション 職域診療所

様々な保険証利用

支払基金
・国保中央会

オンライン資格確認等
システム

資格情報等

医療保険者等
情報登録

照会

取得

補助事業の範囲

実施主体:社会保険診療報酬支払基金

システム改修

［モバイル端末等］
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① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

マイナ保険証の利用促進を図るため、医療現場におけるマイナ保険証の利用勧奨の取組等に対する支援を実施する。

（１）医療現場において、患者へのマイナ保険証の積極的な利用勧奨に取り組むことなどにより、マイナ保険証の利用促進を図ることを目的として、これ
らの取組に対するインセンティブとなるよう、初診・再診等におけるマイナ保険証の利用率の増加量を基準に支援金を交付する。

（２）2023(R5)年10月末から2024(R6)年3月末までのいずれかの月のマイナ保険証の月利用件数の総数が１台あたり500件以上の医療機関等が顔認証
付きカードリーダーを増設した場合にその費用の一部を補助する。

医療機関等におけるマイナ保険証の利用件数が増加し、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになることで、

医療DXの推進を通じた、より良い医療が国民に提供されることとなる。

支払

データ提供

支払基金 国保連

＜支援金の事務の概要＞

患者
マイナ保険証利用

保険医療機関等※

（１）支援金の交付
2024（R6）年１月～11月 〔前半期：2024（R６）年１～５月、後半期：2024（R６）年６～11月〕の取組を対象に、前半期の月平均マイナ保険証利用率

が、2023（R5）年10月の利用率との比較で増加した医療機関等に対し、当該機関のマイナ保険証利用件数（初再診）に応じた支援を実施。
※後半期も同様に実施。
支援金は、社会保険診療報酬支払基金において、前半、後半の期間ごとに、医療機関の期間中の平均利用率と2023年10月の利用率を踏まえ支
払い。（年２回、医療機関からの申請は不要）

（２）増設補助
2023(R5)年10月末から2024(R6)年3月末までのいずれかの月のマイナ保険証の

月利用件数の総数が１台あたり500件以上の機関が顔認証付きカードリーダーの
増設を行った場合、機関の申請に基づき、費用の一部を補助する。
病院については、利用件数等に応じ最大３台増設分まで対象とする。

【○マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取組の推進】

施策名：マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援
令和５年度補正予算案 217億円

保険局医療介護連携政策課
保険データ企画室

（内線3168）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

※マイナ保険証の利用率が一定以上増加した医療機関等
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施策名：マイナンバーカードと健康保険証一体化周知広報事業
／コールセンター設置

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

周知広報等の実施により、各保険者におけるマイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る事務を円滑に進めることができ、ひ
いては国民のマイナンバーカードの保険証利用の促進を図ることができる。

【○マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取組の推進】

令和５年度補正予算案 41億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局国民健康保険課（内線3259）
保険課（内線3152、3245）
高齢者医療課（内線3229）

医療介護連携政策課保険データ企画室（内線3168）

厚生労働省 医療保険者等 加入者
リーフレット案の提示等

リーフレット送付等に
よる周知

※リーフレット等の作製・印刷 等
問
い
合
わ
せ

コールセンター

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、国民の関心が非常に高いことから、そのメリットなど
国民の不安や懸念を払拭できるよう丁寧な対応が重要であるため、周知広報やコールセンターの設置を行う
ものである。

マイナンバーカードと保険証の一体化に関して、そのメリットなどの周知広報を行う。
また、国民等から保険証等に係る問い合わせを受けるため、引き続き国等にコールセンターを設置する。

（リーフレット等記載事項の例）
・マイナ保険証の手続き
・資格確認書の交付
・マイナ保険証のメリット 等
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施策名：マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた
システム改修等経費

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、以下③施策の概要を行う。

ア 各保険者のシステム改修：資格確認書や資格情報のお知らせを交付する機能 等
イ 負担割合相違：負担割合相違を解消するための機能 等
ウ 資格情報のお知らせ等の送付：加入者への資格情報のお知らせ等の送付 等

システム改修等の実施により、各保険者におけるマイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る事務を円滑に進めることができ、
ひいては国民のマイナンバーカードの保険証利用の促進を図ることができる。

【○マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取組の推進】

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 国民健康保険課（内線3259）
保険課（内線3152、3245）
高齢者医療課（内線3229)

令和５年度補正予算案 367億円

保険者

国保保険者標準事務処理システム

市町村国保・国保組合関係システム

国保総合システム

後期広域標準システム

協会けんぽ関係システム

健康保険組合関係システム

医療保険者等
向け中間サーバ

オンライン資格
確認システム

被保険者

イ

ウ

実施機関ア
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施策名：年収の壁対策コールセンターの設置等

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

「年収の壁・支援強化パッケージ」に対する相談について、ワンストップで対応するコールセンター等を設置し、
増加する相談に対応する。

労働者や企業等からの相談にワンストップで対応するコールセンターの設置やチャットボットの導入

「年収の壁・支援強化パッケージ」に対して、社会保険制度(年金・医療保険)、事業主への助成制度や被保険者の被扶養確認等に
ついて多岐にわたる相談が多数寄せられ、複数の対策について丁寧かつわかりやすい説明を一カ所で回答できるよう、ワンストップ
で対応するコールセンター等を設置することにより、相談者の利便性を向上させる。

【○「年収の壁」への対応に向けた支援強化パッケージの推進】 令和５年度補正予算案 5.4億円
※ うち、保険局 1.8億円

② 対策の柱との関係

雇用環境・均等局有期・短時間労働課（内線5265）
保険局保険課（内線3169）

年金局総務課年金広報企画室（内線3368）
年金局年金課（内線3335）

実施主体：国から民間業者へ委託

「106万円の壁」対応 「130万円の壁」対応

対象者は誰に
なるのか？

従業員に社会保険適
用促進手当を支払い
たいが注意すること
はあるか？

一時的に残業が増える
けれど、扶養から抜け
ないといけないの？

助成金の申請にはどのよう
な書類が必要なのか？

パート・アルバイトで働く方の、厚生年金保険や健康
保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組
（社会保険適用促進手当を支給、賃上げによる基本給
の増額、所定労働時間の延長）を実施する企業に対し、
労働者１人当たり最大50万円を支援。

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を
延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、
事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者
認定が可能となる仕組みの創設。

年収106万円以上となることで、厚生年金保険・健
康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調
整してしまう。

年収130万円以上となることで、国民年金・国民健
康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調
整してしまう。

事業主
社会保険労務士

労働者

問い合わせ

コールセンター

ワンストップで対応

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

12



施策名：診療報酬改定ＤＸ（共通算定モジュールの開発等）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

診療報酬改定時に、医療機関等やベンダが、短期間で集中して個別にシステム改修やマスタメンテナンス等
の作業に対応することで、人的、金銭的に非常に大きな間接コストが生じている現状に対し、進化するデジタ
ル技術を最大限に活用し、医療機関等における負担の極小化をめざす。

・共通のマスタ・コード及び共通算定モジュールを提供しつつ、全国医療情報プラットフォームと連携
・中小病院・診療所等においても負担が極小化できるよう、標準型レセプトコンピュータの提供も検討

・共通算定マスタ及び電子点数表改善版の提供により、医療機関等やベンダのシステム整備に係る負担を軽減する。
・共通算定モジュールの提供により、診療報酬改定等における医事会計システムの改修コストを軽減する。

令和５年度補正予算案 87億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 保険課
（内線3686）

13



施策名：外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価
に係る調査経費

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の診療報酬改定等の影響の評価のために必要なデータを取
得するとともに、医療機関の機能や役割を分析・評価するため、集計・分析等を行う。

国が、外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、令和４年度診療報酬改定により新設された外来データ提出に係る
事項について調査を行い、診療の実態及び改定の影響の把握・検証をするなど、データに基づく適切な評価を実施する。

保険医療機関から提出されるデータを分析することで、診療の実態及びその影響等について把握・検証が可能となり、データに基
づく適切な評価につなげる。

令和５年度補正予算案 2.5億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 医療課
（内線3155）

国

委託契約等

医療機関等
民間
事業者

調査
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施策名：レセプト・健診情報等を活用したデータヘルスの推進事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

レセプトデータ等を活用した予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業に取り組む保険者の支援
を行う。

社会保険診療報酬支払基金が、データヘルス計画における共通評価指標の整備及び集計を含めたデータヘルス・ポータルサイトの
改修や、今後表示項目の変更・拡充等がされていく健康スコアリングレポートの作成のためのスコアリングシステム改修を行う。

健康保険組合のデータヘルスの取組が促進され、効果的・効率的な保健事業の実施に寄与する。

令和５年度補正予算案 1.2億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 保険課
（内線3173）

DH計画の標準化の推進に関する補助事業 データヘルス･ポータルサイト及びスコアリングシステムの改修

データヘルス・ポータルサイトに蓄積される健康課題や保
健事業の実績データをもとに、個別の健康課題に応じた効
果的な保健事業のパターン化（標準化）の検討に係る費用
を補助。

〈データヘルス・ポータルサイト〉

データヘルス計画の円滑な運営を支
援することを目的に開設。健保組合
は、ポータルサイトを活用して、計
画策定および評価・見直しを実施。

※ 「経済財政運営と改革の基本方針
2021」 において、保険者が策定
するデータヘルス計画の標準化推
進が掲げられており、補助を通じ
た支援が必要。

CheckAction

Plan Do

◼ データヘルス・ポータルサイトに蓄積される健康課題や保健事業のデータをもとに、
効果的・効率的な保健事業のパターン化（標準化）についての検討を踏まえデータ
ヘルス・ポータルサイトのシステム改修を行う。また、レセプト・健診情報等の
データ分析によりエビデンスに基づいた保健事業の推進を図るための費用を補助。

※「経済財政運営と改革の基本方針2021」 において、保険者が策定するデータヘルス計画
の標準化推進が掲げられている。また、「経済財政運営と改革の基本方針2023」 において、
第３期データヘルス計画を見据え、エビデンスに基づく保健事業推進が掲げられており、補
助を通じた支援が必要。

◼ コラボヘルスの取組によってデータヘルスや保健事業の取組が深化するよう、健
康スコアリングＷＧでの検討を踏まえたスコアリングシステムの改修を行うため
の費用を補助。

※2023年度の「成長戦略等のフォローアップ」にお
いて、健康スコアリングレポートにデータヘルス計
画の共通評価指標を新たな表示項目として追加する
ことを掲げられており、補助を通じた支援が必要。

健康スコアリングレポート
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施策名：第４期特定健診・特定保健指導の見直し及び40歳未満の
事業主健診情報の活用に係る コールセンター対応支援に要する経費

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

第４期特定健診・特定保健指導の見直し及び40歳未満の事業主健診情報の活用に係るコールセンター対応
支援するための経費。

令和６年度から開始する第４期（令和６年度から令和11年度）特定健康診査等実施計画の実施に係るシステム改修及び制度の見直
しへの疑義に対応するため、また、40歳未満の事業主健診情報の登録等のためのシステムへの疑義に対応するため、各関係者（保
険者、ベンダーなど）からの質問等に対応するためにコールセンターを設置する。

第４期特定健診・特定保健指導の見直し等の円滑な実施を図る。

令和５年度補正予算案 51百万円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局医療介護連携政策課
医療費適正化対策推進室

（内線3383）

【実施主体】委託事業

厚生労働省
コールセンター

医療保険者の
システムベンダー

業務委託
回答

健診実施機関

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

回答

回答

医療保険者
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施策名：NDBデータ提供の抜本的な見直し

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

レセプト情報・特定健診等情報データベースシステム（NDB）のデータ提供の在り方について、連結・解析環
境を整備・拡充すること等により、研究者や民間事業者など幅広い主体への迅速かつ円滑なデータ提供を行
う。

厚生労働省は、ＮＤＢデータの大量リモートアクセスを可能とする解析環境等を整備の上、現行390日を要するデータ提供を原則７日
で提供するなど、これまでのデータ提供の在り方・考え方を抜本的に見直すほか、診療報酬改定等による収載データの充実等により、
ＮＤＢデータの利活用をより一層推進するため、システムの整備等を含めた所要の対応を行う。

大学、民間事業者等の研究者へのデータ提供の迅速化及び円滑化など、医療情報の二次利活用が推進される。これにより、新しい
医療技術の開発や創薬の促進が一層期待され、国民が享受できる医療サービスの質の向上に繋がる。

令和５年度補正予算案 44億円
※デジタル庁計上分

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 医療介護連携政策課
保険データ企画室

（内線3267）

実施主体 ： 国
委託事業 ： 社会保険診療報酬支払基金等

【データ提供に係る見直し内容】

・NDBデータへのアクセス改善
・データ申請手続きのポータル化・システム化
・不適切利用のオンライン監視
・データ抽出等の支援
・令和６年度診療報酬改定等を踏まえた収載データ
の充実等
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施策名：保険医療機関等管理システムのシステム改修等経費

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

全国の地方厚生（支）局の業務で活用する保険医療機関等管理システムの改修等を行い、保険医・保険薬
剤師の申請事務等に係る電子化及び保険医療機関等の施設基準届出等に係るオンライン化拡大等により、
保険医・保険薬剤師及び保険医療機関等の作業の軽減及び効率化を図る。

・デジタル庁が構築中の国家資格等情報連携・活用システムと保険医療機関等管理システムを連携するため、保険医療機関等管理
システムの改修を行う。
・保険医療機関等の施設基準届出等に係るオンライン化の拡大を図るため、保険医療機関等管理システムの改修を行う。
・令和６年度診療報酬改定に伴い届出様式等が見直されるため、保険医療機関等管理システムの改修を行う。
・これら複数の案件を並列に推し進めるため、専門的知見を有する外部事業者による支援を委託する。
・これら複数の案件を並列に推し進めるため、保険医療機関等管理システムのアーキテクチャの見直しや支払基金とのデータ連携の
オンライン化についての実現方法等を検討するため、専門的知見を有する外部事業者に調査を委託する。

保険医療機関等管理システムの改修等により、保険医療機関等に関する手続きのデジタル化が推進され、作業の軽減及び効率
化につなける。

令和５年度補正予算案 36億円
※デジタル庁計上分

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 医療課
（内線3620、3275）

業務委託
国

システム改修事業者

工程管理支援事業者

調査事業者

実施主体
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施策名：制度改正に伴う後期高齢者医療広域連合電算処理システム等
改修

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

後期高齢者医療制度の円滑な運営を目的として、制度改正等に対応するための各種システム改修を実施す
る。

令和５年全社法による高確法の一部改正に伴い、高齢者負担率の見直し、賦課限度額の引き上げや後期高齢者医療広域連合電
算処理システムの機器更改等が予定されており、国民健康保険中央会及び後期高齢者医療広域連合が制度改正等に対応するため
のシステム改修を実施する。

高確法の一部改正に伴う高齢者負担率の見直し、賦課限度額の引き上げや後期高齢者医療広域連合電算処理システムの機器
更改等を行うことにより、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図る。

令和５年度補正予算案 27億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 高齢者医療課
（内線3229）

・後期高齢者医療広域連合電算処理システムの機器更改
・後期高齢者医療広域連合電算処理システムの制度改正等に伴う改修
・後期高齢者医療請求支払システムの機器更改
・地方自治体システム改修対応事業費

実施主体（補助率） ： 国民健康保険中央会 （補助率：国 10/10）
後期高齢者医療広域連合（補助率：国 1/２）

19



施策名：国保総合システムの最適化及び審査領域の共同利用
に関するシステム開発

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

国保総合システムについては、 「審査支払機能に関する改革工程表」等を踏まえ、システムを整合的かつ効
率的なものにしていく必要がある。このため、ハードウエアの保守期限を踏まえて行われている2024年のシス
テム更改以降も、システム障害等のリスクを生じさせないよう留意しつつ、システムの最適化や、審査支払領
域に係る支払基金との共同利用を段階的に進める必要がある。

本事業では、審査支払機関の改革を推進するため、国保総合システムの最適化・共同利用に向けて、以下の取組に着手・実施する。
取組①：共同利用に伴うシステム間の連携機能の構築
取組②：システムの最適化に向けた対応

（システム構成の見直しや他のシステムとの重複機能の見直しなどにより、クラウド最適化を図る。）

支払基金システムへの共同利用に移行するとともに、保険者共同処理系の最適化、市町村事務処理標準システムに重複機能を
移行することにより、 国保総合システムの最適化に資する。

令和５年度補正予算案 25億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 国民健康保険課（内線3259）
高齢者医療課（内線3229）
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施策名： 「医療費情報総合管理分析システム」及び「医療費供給面
統計システム」のシステム更改等事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

「医療費情報総合管理分析システム」及び「医療費供給面統計システム」のクラウド化を進めつつ、システム
最適化を図っていく。

各医療保険者からの事業状況等の報告及び医療費の供給面からの情報を処理・分析するためのシステムを構築・稼働しており、国が
①次期システム更改を行うために開発・移行経費、工程管理支援業務を実施する。
②現行システムにおいて制度改正等に伴う報告様式・帳票の変更に係る改修を実施する。

・次期システム更改でのアプリケーション効率化、画面・帳票削減、ガバメントクラウド活用により運用等経費とシステム改修経費を低
減できる見込み。
・現行システム改修での報告様式・帳票の変更により診療報酬改定等の制度改正に対応。

② 対策の柱との関係

厚生労働省

受託業者（工
程管理支援業

者）

受託業者（開
発・移行業

者）

業務委託

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 調査課
（内線3378）令和５年度補正予算案 21億円

※デジタル庁計上分
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施策名：国保保険者標準事務処理システムの機能改修等に要する経費

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

国保法等の改正に伴い、平成３０年度以降、都道府県は市町村とともに国民健康保険事務を行うことから、
国主導で、市町村等が行う国保事務の効率的な執行等を支援するための国保保険者標準事務処理システム
の開発を行ったが、円滑な事務処理を実施するため制度改正等に要する経費を補助する。

国保保険者標準事務処理システム（国保事業費納付金等算定標準システム、国保情報集約システム、市町村事務処理標準システ
ム）の機能改善対応や自治体システム（国保）標準化及びガバメントクラウドを活用するためのシステム改修を行う。

各市町村等で制度改正に伴うシステム改修等を行うより、国保保険者標準事務処理システムを導入して、一括でシステム改修を行
うことでシステムの運用コストの縮減が見込まれる。

令和５年度補正予算案 20億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 国民健康保険課
（内線3265）

システム名称 主要業務

国保事業費納付金等算定
標準システム

・保険料収納必要額の算出
・市町村ごとの国保事業費納付金及び標準保険料率の算定
・市町村から収納した国保事業費納付金の収納管理
・財政安定化基金の貸付、交付に関する事業状況の管理

国保情報集約システム ・市町村ごとに保有する資格取得/喪失年月日の情報を都道府県単位で管理
・同一都道府県内で住所異動した場合に、資格取得/喪失年月日を確定し、市町村に提供

・同一都道府県内で住所異動した場合に、市町村に対し、世帯の継続性の判定に必要な情報や前住所地等における高額療養費多数回該当に係る該当回数
を提供

・オンライン資格確認に必要な被保険者の情報（加入者情報）を作成し、中間サーバに提供

市町村事務処理標準システム ・被保険者資格取得、喪失、被保険者証等の各種証の発行 等
・保険料賦課計算、期割計算、納付書の発行 等
・保険料収納管理、滞納者管理 等
・高額療養費、療養費、葬祭費などの申請受付及び支給決定事務 等
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施策名：訪問看護レセプト電算処理システム整備事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

社会全体としてデジタル化を進めているなかで、更なるレセプト情報等の利活用を推進するため、訪問看護
療養費のレセプトを電子化し、業務の効率化、医療政策や医療の質の向上を図る。

現在、紙媒体による請求となっている訪問看護療養費レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求開始に向けて、訪問看護ステー
ションからの請求の受付・審査等のために、審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康保険中央会）が
訪問看護レセプト電算処理システムを整備する。

訪問看護療養費のレセプト電子化により、審査支払の効率化が進むとともに、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）
に収載されることから、医療計画等へのデータ利活用や業務効率化等を通じた訪問看護サービスの向上、在宅医療の推進が可能と
なる。

令和５年度補正予算案 9.3億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 医療介護連携政策課
保険データ企画室

（内線3131）

保険医療機関

居宅

訪問看護
ステーション

審査支払機関 保険者

訪問看護の流れ

医師

「訪問看護指示書」交付

訪問
看護訪問

診療

利用
料

請求
（紙）

支払基金・国保連
看護師、保健師、助産師、
准看護師、理学療法士、作

業療法士 等

請求

訪問看護療養費訪問看護療養費

全国健康保険協会・健康
保険組合・市町村国保・
後期高齢者 等利用者（患者）

この部分の請求方法（紙→電子）変更を進める

紙レセプトのスキャ
ン・タイプ
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施策名：診療報酬・介護報酬同時改定に係るKDBシステム改修

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

KDBシステムを活用した業務及びシステム継続のため、診療報酬改定・介護報酬改定に対応するためのシ
ステム改修を実施する。

診療報酬・介護報酬同時改定が令和６年度に予定されており、本改定によりKDBシステムへ取り込んでいるデータ形式等が変更と
なる。
（例年、診療行為や医薬品コード、傷病名コード、記録条件仕様、サービスコード、認定情報等を基にしたファイルレイアウトが変更と
なっている。）

診療報酬改定・介護報酬改定に対応することにより、更なるデータヘルス改革及び保険事業の推進が期待できる。

令和５年度補正予算案 2.6億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 国民健康保険課（内線3259）
高齢者医療課（内線3229）
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施策名：制度改正に伴う高齢者医療制度関係業務システム改修

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

令和６年４月の全世代対応型の健保法等の改正や感染症法等の改正に伴い出産育児一時金を全世代で支
え合う仕組みの導入や被用者保険における負担能力に応じた格差是正の強化を行う等の対応を行うもの。

令和６年４月に全世代対応型の健保法等の改正や感染症法等の改正の施行が予定されており、社会保険診療報酬支払基金が制
度改正等に対応するためのシステム改修を実施する（クラウド移行対応）。

出産育児一時金を全世代で支える仕組みの導入や被用者保険における負担能力に応じた格差是正の強化を行う等により、全世
代対応型の持続可能な社会保障制度の構築を図る。

令和５年度補正予算案 2.3億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 高齢者医療課
（内線3194）

法改正に伴う改修

＋流行初期医療確保措置

以下の制度改正に伴う高齢者医療制度関係業務システムの改修を行う。

【前期財政調整制度における報酬調整の導入】

【出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入】

【流行初期医療確保措置の導入】

＜実施主体＞
社会保険診療報酬支払基金
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施策名：事件管理システムの改修

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

・（再）審査請求事件に関わる受付等の事務、社会保険審査官の審査に関し統計情報の集計等の業務を行っ
ている。
・（再）審査請求事件の受付、受理、審理、合議、起草、裁決等に至るまでの一連の業務に関わる（再）審査請
求事件関連情報の管理、社会保険審査官の審査請求事件統計情報の管理、各種統計資料・報告資料等の
作成、過去の類似した（再）審査請求事件の検索を行っている。

社会保険審査調整室の業務において利用をしている現行システムの機器更改と合わせて、セキュリティ強化施策として「更新履歴管
理機能」の改修を行う。また、現在、室内管理の受付簿と同様の内容を事件管理システムへ再入力する運用を行っているが、２重管
理となっていることに伴い業務の効率化のため、受付簿の内容を事件管理システムへ取り込む機能の改修を行う。

事件管理システムを利用することにより、審査請求事案の進捗管理及び円滑な事務処理を行うことで、審理期間を短縮し、請求人
に迅速に裁決を出すことができる。

令和５年度補正予算案 1.3億円
※デジタル庁計上分

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 総務課
社会保険審査調整室
（内線＃71-3223）
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施策名：出産費用の見える化対応

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

出産費用の見える化を進め、妊婦の方々が、費用やサービスを踏まえて適切に医療機関を選択できる環境
を整備する。

出産費用の「見える化」を進め、妊婦の方々が、費用やサービスを踏まえて適切に医療機関等を選択できる環境を整備するため、医
療機関等ごとの出産費用の状況のみならず、その医療機関等の特色やサービスの内容なども併せて、厚生労働省が委託した事業者
が運営する「見える化」のためのHPで医療機関等ごとに公表することとしている。「見える化」の本格運用開始に向け、当該HPの運営
等と国民健康保険中央会・社会保険診療報酬支払基金のシステム改修を行う。

医療機関等ごとの出産費用の状況のみならず、その医療機関等の特色やサービスの内容なども併せて公表し、被保険者等である
妊婦の方々が適切に医療機関等を選択できるようにすること。

令和５年度補正予算案 1.2億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 保険課（内線3687）
国民健康保険課（内線3259）

【対象医療機関】
直接支払制度を行っている医療機関等

【公表事項】
①医療機関等の特色（機能や運営体制等）
②室料差額や無痛分娩の取扱い等のサービス内容
③医療機関等における分娩に要する費用及び室料差額、無痛分娩等の内容（価格等）の公表方法
④平均入院日数や出産費用、妊婦合計負担額等の平均値に係る情報
※直接支払制度の専用請求書の内容に基づき算出
※一定期間における平均値であることから、分娩数が少ない医療機関等の公表は任意

【公表方法】
新たに設ける「見える化」のためのＨＰで医療機関等ごとに公表

【今後の進め方】
公表項目等の詳細について、有識者により令和５年夏までに検討を行い、医療保険部会に報告の上、
令和６年４月を目途に見える化を実施
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施策名：後期高齢者医療制度の見直しに伴う周知広報経費
（コールセンター設置）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５
年法律第31号。）における後期高齢者医療制度に係る制度改正（後期高齢者負担率の見直し、出産育児一時
金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入等）を円滑に施行するために、国における丁寧な周知広
報を行う。

令和５年全社法による高確法の一部改正に伴う保険料負担への影響について、被保険者等からの問合せに対応するため、厚生労
働省がコールセンターを設置する。

高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直しや、出産育児一時金を全世代で支える仕組みの導入等に
係る周知広報を進めることにより、全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築を図る。

令和５年度補正予算案 94百万円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 高齢者医療課
（内線3199）

（記載事項の例）
・制度見直しの背景
・見直しに伴う変更点
・見直しに係る激変緩和措置
等を記載

厚生労働省
後期高齢者医療広

域連合
被保険者

リーフレット案
を提示

リーフレット
送付

問
い
合
わ
せ

コールセンター

※コールセンターの設置費用を計上

実施主体 ： 国（委託業者）
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施策名：レセプトオンライン請求の促進に向けた周知広報等経費

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

社会全体としてデジタル化を進めているなかで、医療保険事務全体の効率化を図るため、オンライン請求の
割合を100%に近づける。
また、訪問看護療養費のレセプトを電子化し、業務の効率化、医療政策や医療の質の向上を図る。

医療機関等による診療報酬の請求方法について、令和５年６月の規制改革実施計画を踏まえ、令和５年３月に厚生労働省において
取りまとめられた「オンライン請求の割合を100％に近づけていくためのロードマップ」が実効的なものとなるよう、必要な周知広報等を
実施する。
訪問看護レセプトの電子化を推進するため、訪問看護事業所、訪問看護システムベンダ、審査支払機関等の事務に混乱が生じるこ
とがないよう、必要な周知広報等を行う。

レセプトの郵送作業が不要になるとともにセキュリティ面が強化される、レセプトの事前チェックやオンライン資格確認等システムのレセプト振替・分割
サービスの活用も可能となり事務コストの削減になる、支払基金における在宅審査等が進展するなどのメリットがある。
訪問看護療養費のレセプト電子化により、審査支払の効率化が進むとともに、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）に収載されることから、
医療計画等へのデータ利活用や業務効率化等を通じた訪問看護サービスの向上、在宅医療の推進が可能となる。

令和５年度補正予算案 94百万円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 医療介護連携政策課
保険データ企画室

（内線3131）

紙レセプトのス
キャン・タイプ

訪問看護
ステーション

審査支払機関

請求
（紙）

支払基金・国保連
看護師、保健師、助産
師、准看護師、理学療
法士、作業療法士 等

請求

訪問看護療養費訪問看護療養費

全国健康保険協会・
健康保険組合・市町
村国保・後期高齢者
等

この部分の請求方法（紙→電子）変更を進める

保険者

R4年度 R5年度 …R6年度
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施策名：国民健康保険総合データベースシステムの機器更改

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

国は、国民健康保険の保険者が負担する療養給付費等の一部について、国民健康保険法第70条等の規定
に基づき費用負担をしている。厚生労働省においては、これらの国庫支出金等の執行事務を行っており、国民
健康保険の保険者に対する補助金等の適正かつ効率的な執行を確保する必要がある。

機器の経年劣化に伴う影響もあることから、安定したシステムの稼働を目的として、ハードウェア及びソフトウェアの機器更改を行い、
現行システムから新システムへ移行することとし、都道府県等からの申請に基づく国庫金の支払業務を効率的に迅速・正確に行うこと
とする。

都道府県等からの申請に基づく国庫金の支払い業務を効率的に迅速・正確に行うことができ、国・都道府県等の業務負担を軽減
する。

令和５年度補正予算案 ４百万円
※デジタル庁計上分

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 国民健康保険課
（内線3256）
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施策名：出産・子育ての安心につながる環境整備等の取組に対する
財政支援

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

全世代対応型社会保障制度構築法※、こども未来戦略方針（令和5年6月13日閣議決定）を踏まえた医療保
険制度の改正等に合わせ、出産・子育ての安心につながる環境整備のため、こどもにとってよりよい医療の在
り方の実現や出産費用の見える化により公表される情報の活用を図るための取組等を行う健康保険組合等
に対する財政支援を行う。

健康保険組合連合会及び健康保険組合が取り組む、次の事業に対する支援を行う。
○ こどもにとってよりよい医療の在り方の実現を図るために実施する、適切な医療のかかり方の普及啓発等、医療費適正化に係る
取組

○ 出産費用の見える化により公表される情報を活用し、産科医療機関を賢く選ぶための加入者への情報提供・周知広報等の取組
○ 女性の健康づくり、出産育児支援のために実施する、企業と連携した効果的・先進的な保健事業等の取組

健康保険組合が取り組む事業の一部を補助することで、出産・子育ての安心につながる環境整備を図る。

令和５年度補正予算案 9.9億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 保険課
（内線3245）

※ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和5年法律第31号）

厚 生 労 働 省 健康保険組合連合会 健 康 保 険 組 合

【こどもにとってよりよい医療の在り方の実現へ向けた取組】

○事業主を通じた「上手な医療のかかり方」の普及啓発
（適正な抗菌薬の使用、こども医療電話相談（#8000）の
周知等） 等

【出産・子育ての安心につながる環境整備等の取組】

○出産費用の見える化により公表される情報の活用方法
の周知

○女性の健康課題にかかるセミナー等の実施（企業と連
携） 等

○シンポジウムの開催

健保組合・企業・労働組合
が一体的に少子化対策等に
取り組む形を目指し開催
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施策名：制度改正に伴う第三者求償業務の都道府県体制構築支援事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

都道府県は、全社法の法改正により令和７年度から市町村からの委託を受けて、第三者行為求償事務に係
る広域的又は専門的なものについて実施可能となる。
都道府県への委託を通じて、保険給付の適正化の確実な実施に繋げていくことができるよう、各種実態調査
及び委託内容の検討など本事務に係る体制構築支援を行う。

○ 都道府県へ委託することにより、保険給付の適正化の確実な事務の遂行に資すると考えられる「広域的又は専門的な事案」の
具体的な内容の検討（複数市町村の被保険者が同一の事故（交通事故・食中毒など）の求償事案や損害賠償請求時の訴訟や
調停等の法的手続きが必要な求償事案等）
→ 検討会の設置、関係者へのヒアリング、具体的な事例や裁判例の収集、研究 等

○ 都道府県において本事務を受託する上で必要となる体制の構築
→知識・ノウハウの獲得方法の検証（人材確保の方策等）、都道府県や市町村等への説明会等の開催、委託事務関係
マニュアルの作成、その他都道府県の円滑な体制構築に資すること 等

これまでの事例や裁判例の収集を行いデータベース化することや、委託事務関係マニュアルの作成などによる都道府県への体制
構築支援の実施により、保険給付の適正化に資する求償事務が円滑化・効率化し、求償事務全体の底上げが期待できる。

令和５年度補正予算案 68百万円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

保険局 国民健康保険課
（内線3259）

①加害
（交通事故等）

市町村国保
被害者

（被保険者）

保険給付

加害者

第三者求償権を取得、求償

被害の届出
国保中央会 都道府県

委託
体制構築支援

令和７年度～
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令和５年 11 月 29 日 第 171 回社会保障審議会医療保険部会 参考資料１－１ 
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第 169 回社会保障審議会医療保険部会（令和５年 10 月 27 日） 

各委員の発言要旨（「令和６年度診療報酬改定の基本方針について」関係） 

 

＜全体について＞ 

・ 今回はトリプル改定ということで、DX やかかりつけ医療機能、地域包括ケア、働き

方改革の推進、医薬品の安定供給、医療・介護・障害福祉の連携等、論点が多岐にわた

っている。いずれの論点についても共通するのは、質の高いサービスを国民が等しく享

受できるようにしつつ、医療・介護資源の効率化・適正化を図ることにより、少子高齢

化の中でどう世代間公平を確保し、持続可能な社会保障制度を構築していくかという視

点である。６年に一度の大規模な改定となる今回の機会に、医療・介護・障害福祉分野

を取り巻く諸課題について、地域一体となって取り組んでいける体制を構築できるよう、

総合的な見直しをお願いしたい。 

 

＜改定に当たっての基本認識＞ 

（全体について） 

・ 基本認識については、物価高騰や人材確保、新興感染症等への対応、医療 DX の推進

など、現下の社会情勢を踏まえ、必要な事項が盛り込まれているものと考える。 

 

（物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を

踏まえた対応） 

・ 基本認識について、最初に物価高騰・賃金上昇等々についての対応、もちろん患者負

担、保険料負担の影響も踏まえた上での対応だが、ここを書き込んでいただいたことは

非常にありがたいと思う。 

・ 歯科医療機関においても物価高騰、賃金上昇への対応は喫緊の課題である。歯科診療

所では、食材料費はかかってこないが、光熱水費や日々の診療で使用する歯科材料費や

医療機器の価格、さらに、委託費等の価格も高騰をしている。公定価格で診療を行う中

で、これ以上の対応をするにも限界があり、診療報酬による対応は必須であることから、
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食材料費だけでなく光熱水費なども明示的に記載していただければと考える。 

 

（全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等

への対応など医療を取り巻く課題への対応） 

・ 地方においては、医師の確保、医療の確保が極めて重要な課題である。 

 

（医療 DX やイノベーションの推進等による質の高い医療の実現） 

・ イノベーションは欠かせない。本当に今後人口も減っていき、人材も不足しがちにな

るものの、医療や介護に関する手間はどんどん増えていくので、合理的な作業、仕事、

あるいはケアのやり方を考えていかないといけない。 

・ 医療 DX は、セルフメディケーションの推進という観点を踏まえれば、情報連携の場

に医療機関のみならず国民を加えるのが重要なポイントである。医療 DX を進めるに当

たり、マイナンバーカードの活用をはじめとする国民への働きかけも重要である趣旨を

追加していただくと、同じ段落に記載されている個人の健康増進に寄与にもつながると

考える。 

・ 医薬品全体に視点を広げた場合、薬価の構造的な引下げや、近年における人件費や原

材料費の高騰が続く中、後発医薬品を中心に供給体制をどう維持するか、既に現場から

悲痛な声が寄せられている。医薬品に言及されている資料１の２ページ目の上から２つ

目の○のところに、ぜひ OTC 医薬品の活用も含めた生産供給体制の再構築が必要であ

る旨を追記していただきたい。 

 

（社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和） 

・ 「無駄の排除」というのが書かれているが、無駄な医療とはどのようなものか。別に

定義があるわけではなく、何が無駄かということは分からないため、無駄な医療は多分

ないと考えると、この記述はいかがなものかと考えている。 

 

（その他） 

・ ヘルスリテラシーの向上が欠かせない時代だと考える。複数の首長も、医療費財政、
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自治体財政に危機感を持っているので、ぜひ一人一人が健康をどうするかということを

真剣に考えていくということも育まなければいけないだろうと改めて思っている。その

ことが、一人一人の健やかな人生をつくっていくとともに、医療費的に言うならば適正

化ができ、医療費財政、ひいては全世代型社会保障制度が立ち行くためにも必要なこと

にもつながっていく。 

 

＜改定の基本的視点と具体的方向性＞ 

（全体について） 

・ 基本的視点について、事務局案の４点とすること、視点１の人材確保・働き方改革等

の推進を重点課題とすることに賛同する。 

・ 物価高騰や人材確保、新興感染症への対応、医療 DX の取組については、医療機関に

おいて、従来の診療報酬だけでは十分な対応が難しい状況であることを踏まえ、適切な

評価の検討をお願いする。 

・ 具体的な方向性について、視点１では患者や保険者の視点を踏まえること、また、視

点２では医療機能の分化・強化、連携を着実に進めること、視点３においては、第三者

の評価やアウトカム評価など客観的な評価を進めること、視点４においては、効率化・

適正化を図るということが記載されていることは評価したい。 

・ 現下の雇用情勢を踏まえた人材確保・働き方改革の推進を重点課題にしていただいた

ということは、非常にうれしく考えている。とにかく令和６年度診療報酬改定において

は、従来の改定に加えて物価上昇・賃金上昇を十分反映させるものであってほしい。 

・ 重点課題が人材確保・働き方改革だけというのは、保険財政に関する危機感が乏しい

と言わざるを得ない。今後も生産年齢人口の減少が続く一方で、団塊の世代が後期高齢

者になり、引き続き医療費の高騰が見込まれる中においても、新たな医療技術、高額な

医薬品について、確実に保険給付を行うためには、医療保険制度の安定性と持続性の向

上は大前提になる。視点４については重点課題とすることが不可欠である。 

・ 基本的視点として今回、雇用情勢、人材確保・働き方改革が重点課題というふうに一

点だけ取り上げられているが、中長期的な視点を踏まえると、医療機能の分化・強化、

連携の推進等々も非常に重要なものではないか。 
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・ （人材確保を）重点課題に入れていただいたことも非常にありがたいと思う。もちろ

ん持続可能な医療保険制度を維持することのために、効率化・適正化、DX、生産性の

向上、予防等が必要であることはそのとおりだと思うので、そこを併せてこの４つの視

点の中でいかにバランスよく進めていくかということになる。 

・ 視点１に重点を置いて議論するということに異論はない。特にサービスの質の確保と

制度全体の持続可能性を担保する、この大きな目的が論点になる。 

 

（現下の雇用情勢を踏まえた人材確保・働き方改革等の推進） 

・ 「患者や保険者の視点等を踏まえながら」という部分は極めて重要だと思っている。

限られた人材を有効活用するためには、全体として賃金を上げるということではなくて、

医療資源の適切な配置によって生産性を高め、また、医療を効率化・最適化するべき。 

・ 処遇改善については、患者負担、保険料負担の影響を踏まえた対応が重要になってく

る。 

・ 医療制度は公費、保険料で賄われているため、民間よりもよりしっかりとしたガバナ

ンスや効率化が図られているのかなど、賃金引上げに関しては、本当にその目的を達し

ているのかというようなことを、丁寧に透明性を持って検証した上で検討していくべき。 

・ 賃金の上昇の部分は、規模の小さい薬局ほど影響が大きく出る状況になっており、特

に医療資源の乏しい地域にある薬局には深刻な問題になってきている。処遇改善・働き

方改革の視点から見ても、健康に働き続けるための環境の整備を確保することが厳しい

状況になることも踏まえて、実効性のある対応が必要。 

・ 近々の課題としては、これだけ周囲が賃金上昇にかじを切っている中で、医療従事者

だけが賃金を上げられない状況というのはどうしても避けなければいけない。医療従事

者の入職超過率がマイナスになろうとしている状況、ここは何としても食い止めなけれ

ばいけない。そのためには一定程度の賃金上昇の原資としての診療報酬が必要ではない

かということを申し上げたい。 

・ 歯科医療現場から人材の離脱が進まないようにするためには、歯科衛生士、歯科技工

士の処遇改善は喫緊の課題と考えている。 

・ 人材確保のためには、働きに見合った処遇改善が欠かせない。人材の面でも持続可能
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な医療提供体制が構築できるよう、看護職員をはじめ医療従事者全体の賃金、労働環境

の改善につながる報酬改定にしていただきたい。 

・ 働き方改革としては、医療従事者の負担軽減や勤務間インターバル制度の導入などに

資する体制整備に加えて、一人一人が専門性を十分に発揮できるよう、業務負担の軽減

と効率化に資する ICT など医療 DX の活用促進も重要と考えている。 

・ タスク・シェア／タスク・シフティングの部分に関しては、ドクターの負担軽減だけ

ではなく、それに加え、より質の高い安全・安心な医療の提供につながる。そのために

も、地域における薬剤師の確保も必要であり、また、病院薬剤師の業務の評価、それを

通じた人材の確保などについて、医療計画を踏まえた検討が必要である。 

・ 日本の場合、医師に権限が集まり過ぎていると思う。もうちょっと分散したらいいの

ではないか。例えば看護師とかソーシャルワーカーに委ねたらいいのではないか。タス

ク・シェアリングというのは曖昧な言葉でいいのかもしれないが、基本的には医師に集

中し過ぎている権限をもう少し分散化したほうがいいのではないか。 

・ 医師のタスク・シフトに関して、医師でなくてもできる仕事、事務的なことは IT と

か DX 化はさらにどんどん広げていかなければならないし、一部、特定看護師の看護師

にお願いしている部分もあり、少しずつ広がっている。一方で、命の責任を取るという

医師の役目、こことの線引きは非常に難しい。それでも少しずつ進んでいることを御理

解いただきたい。 

・ 医師の不足する地域をどう解決していくのか、医師全体が足りているのか、あるいは

偏在なのか、いろいろな議論があるが、そういったところまで踏み込んでいただくよう

なことが必要である。 

・ 医者もある意味ではケースワーカー等にお任せするという領域もあるのではないかと

思う。医者で対応していただく面と、社会、人間関係、同じ世代の者の場を生かしてい

くというようなところも考えていただきたい。 

 

（ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機

能の分化・強化、連携の推進） 

・ 医療機能の分化・強化、連携の推進とある。中医協の調査等において、増加する高齢
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者の急性期医療の対応が課題という指摘がある中、患者の状態に即した病棟の選択、急

性期の状態が落ち着いたら後方転送するといったことへの評価なども必要。 

・ 医療 DX の中で、マイナ保険証に関しては医療情報の利活用という部分の根幹をなす

システムでもあるので、薬剤師会としても使用促進に努めていく。そのためにも、医療

現場で混乱・トラブルが起きないような信頼回復に向けた対応とともに、医療 DX 全体

像を見渡して、現場へのシステム導入のタイミング、時期も考慮して、現場で使いやす

い、かつ、導入しやすいタイミングでもって全体を導入していく時期を見ていくべき。

また、既にイニシャルやランニングという部分でのコストが発生しているので、それを

踏まえた対応が必要。 

・ リハ、栄養、口腔の連携推進や、かかりつけ歯科医の機能や、視点３の口腔疾患の重

症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進について

は、資料に記載のとおり、確実に進めていただきたいと考えている。 

・ 入院医療については、医療機能や患者の状態像に応じた評価による機能分化を更に進

めていくことが必要。 

・ 外来医療についても、機能分化と連携強化が重要であり、そのためにもかかりつけ医

機能を現行の体制評価から実績評価へ転換を進めることが必要。 

・ 在宅での医療を必要とする患者が増大している中にあって、特に認知症やがんの患者

に対しては、更に密な医療・介護の多職種の連携が必要となっている。患者の状態に応

じた質の高い在宅医療の提供体制の構築という部分の検討が必要である。 

・ 専門性の高い看護師の活用というのが一番下に書いているが、現時点では、専門性の

高い看護師というのはまだまだ教育過程、まだまだ人数がそろっていないので、これよ

りも、今のところは、質の高い在宅医療・訪問看護の確保ということが重要なのではな

いかと考えている。 

 

（安心・安全で質の高い医療の推進） 

・ 物価高騰は、医療分野のみならず、社会全般の課題である。医療を含む事業者に対し

て地方創生臨時交付金等々の活用が既に行われており、昨今の政府与党で検討されてい

る経済対策でも何らかの手当てがなされていくと理解している。こういった一般的な物
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価高騰への対応に加えて、医療分野で何をすべきなのかということは切り分け、診療報

酬で対応すべきもの、一般の対策として対応すべきものをしっかり切り分けて検討する

必要がある。 

・ 周産期医療を担う医療機関の連携強化とハイリスクの周産期医療を担う医療機関の集

約化・重点化を図り、安心・安全の周産期医療を確保することが重要と考える。その際、

メンタルヘルスの不調など複合的な課題を抱える妊産婦への支援の充実を図ることも必

要と考える。 

・ リハ、栄養、口腔の連携推進や、かかりつけ歯科医の機能や、視点３の口腔疾患の重

症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進について

は、資料に記載のとおり、確実に進めていただきたいと考えている。（再掲） 

・ 薬局の地域におけるかかりつけ機能について、長引く医薬品の供給問題が患者に多大

な不利益がもたらされている。必要な医薬品を必要な量だけ調達するということだけを

もっても、そのために業務が増大して、現場が大変な負担に陥っている。 

・ （医薬品の供給問題について）早々に解消していくためには、医薬品産業そのものの

在り方や仕組みに対する手当てが早急に必要なため、政策の責任部局は必要な対応を進

めていただきたい。 

・ 医薬品の安定供給の確保についてもぜひ積極的な議論をお願いしたいと考えている。

後発医薬品の供給不安をめぐる課題がフォーカスされており、単に薬価を見直すのでは

なく、品質が確保された後発品を安定的に供給できる能力・体制を確保している企業が、

見える化等によって市場が評価できる仕組みも確立し、結果的に優位になることで、業

界の構造的な課題である規模の拡大に向けた再編等を促す仕組みの構築が必要ではない

かと考えている。 

 

（効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上） 

・ 後発医薬品に関しては、現状の使用量を維持するだけでも現場が手一杯になっている

ことには十分な御理解と御配慮をいただきたい。 

・ 敷地内薬局に関しては、適切な医薬分業の推進という部分のためにも、今回の改定に

おいても更なる適正化という部分では検討を考えていく必要がある。  
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第 168 回社会保障審議会医療保険部会（令和５年９月 29 日） 

各委員の発言要旨（「令和６年度診療報酬改定の基本方針について」関係） 

 

＜全体について＞ 

・ 物価高騰や人材確保の必要性、新興感染症への対応、医療 DX の推進など、近年の社

会情勢を踏まえ、必要な認識及び視点が盛り込まれていると考える。 

・ 基本的認識、基本的視点に書かれている部分に関しては、いずれも適当な内容だと考

えている。 

・ 基本認識の並びと基本的視点の並びで若干違っている点は、やや違和感を感じる。 

 

＜改定に当たっての基本認識＞ 

（物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を

踏まえた対応） 

・ 基本認識の最初に例示とはいえ物価高騰・賃金上昇というのが示されていることにつ

いては大変大きな違和感がある。 

・ 現在の物価上昇・賃金上昇は避けて通れないところであり、令和６年診療報酬改定に

おいてはそれを十分反映させるものであってほしい。 

・ 物価高騰・賃金上昇等が前面に出ているが、診療報酬で対応すること、交付金等で対

応することの役割分担や効果を検証、整理する必要がある。また、患者負担、保険料負

担への影響の点を十分認識して議論していく必要がある。 

・ 例を見ない物価高騰と賃金上昇、人材確保については、ぜひ取り組んでいただきたい。 

・ 現状では物価高騰・賃金上昇等についての対応というのが一番に来て当然だと思う。

人材確保について実際に起きていることは、看護補助者やコメディカルが資格を捨てて

でも他の企業に移ってしまう。それは、それだけ大きな賃金格差があるからである。 

 

（全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等

への対応など医療を取り巻く課題への対応） 

・ 地域医療確保をどうするかは大きなテーマであり、医師確保や医療機関の運営の適正
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化ということをどこかで配慮いただきたい。 

・ トリプル改定の対応、新興感染症への対応については賛同する。 

 

（医療 DX やイノベーションの推進等による質の高い医療の実現） 

・ 医療 DX 等については賛同する。 

 

（社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和） 

・ 医療保険制度の持続可能性について極めて強い危機感を持っている。医療機能の分

化・強化連携や医療の効率化・適正化を最大限に推進するというのは極めて重要である。 

 

（その他） 

・ 健康寿命の延伸に向けた取組、国民のヘルスリテラシーの向上やセルフメディケーシ

ョンの推進というのは不可欠。健康寿命の延伸、人生 100 年時代に向けた全世代型社会

保障の実現を今回もぜひ柱の一つにすべきである。 

・ 保険料負担の在り方、所得の大きい人たちからどう負担を求めていくのかということ

を真剣に考えるべき。 

 

＜改定の基本的視点と具体的方向性＞ 

（全体について） 

・ 基本的視点及び具体的方向性について、必要な内容がおおむね網羅されていると考え

る。 

 

（ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機

能の分化・強化、連携の推進） 

・ 中長期的観点から医療と介護の連携を強化する方向づけが重要となる。新興感染症な

ども考慮しつつ、あらゆる設置主体の医療機関の参画によって、地域医療構想の再検討

とともに、社会インフラとしての日本全体の医療提供体制の改革につながる報酬改定を

検討していく必要がある。 
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・ 今後の感染症対策の強化には、医療計画にも示されているような地域においての薬局

や医療機関をはじめとした関係機関との連携体制を充実させていく必要がある。 

・ 今後、継続的に医療 DX への体制を確保、進化させていくに当たっては、整備してい

る状況に応じた施設の維持管理費用等を捻出していく必要が生じている。 

・ リハ、口腔、栄養の一体的推進や新興感染症に対応できる医療提供体制の構築、かか

りつけ歯科医機能の評価は、このとおり進めていただきたい。 

・ 専門性の高い看護師の活用、在宅医療・訪問看護の確保が重要。もう少し具体を記し

ていただきたい。 

 

（現下の雇用情勢を踏まえた人材確保・働き方改革等の推進） 

・ 現状人手不足の中で、医療の従事者のみの待遇が改善できないということになると、

医療には人手が集まらない、他の産業に抜けていくということが実際に起きている。診

療報酬改定に当たっては、従業員の賃金をしっかりと確保する必要がある。 

・ 医師をサポートするクラークの体制といったことも含めて配慮をしていくことが、ひ

いては地域に関する医療の充実にもつながっていく。 

・ 人材確保のため、看護職員を含めた医療従事者全体の賃金、労働環境の改善につなが

る報酬改定にしていただくことが必要である。 

・ 制度の持続可能性の確保の観点からは、制度を支える人材確保が大変重要であり、医

療従事者の働きに見合った処遇改善が必要である。 

・ 物価高騰・賃金上昇を踏まえた人材確保、働き方改革を実行するための環境整備とい

う部分が重要な視点だと思う。 

・ 歯科専門職も含めて医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組を検討すべき。 

・ 働き方改革の影響も踏まえて検討を進めるべき。 

・ タスク・シフト／シェアの推進が重要であり、もう少し具体を記していただきたい。 

 

（安心・安全で質の高い医療の推進） 

・ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療

の推進は、このとおり進めていただきたい。 
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・ 歯科医療現場では、歯科材料費や機材の高騰にも頭を悩まされているところであり、

良質な歯科医療を提供するため、材料費等の物価高騰への対応が必要である。 

・ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価については、感染症対策によ

る地域連携だけでなく、在宅におけるチーム医療の部分、そして、地域住民・患者に対

する相談応需体制の部分も踏まえた地域の医薬品提供体制を整備する必要がある。 

・ 地方などの規模が大きくない薬局は、コロナで経営に影響が生じているところもあり、

配慮が必要。一方で、敷地内薬局については、効率性に応じた適正な評価が必要である。 

 

（効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上） 

・ 例示として薬のことばかり書かれており、ややバランスを欠く。効率化・適正化は、

薬の分野に限らず、あらゆる分野で必要。前回の基本方針でも医療機能や患者の状態に

応じた入院医療の評価や外来医療の機能分化等が盛り込まれていたので、こうした視点

もぜひ盛り込むべき。 

・ 後発医薬品、バイオ後続品の使用促進を盛り込むのであれば、医薬品全体としての供

給問題への対処も含めた後発医薬品、バイオ後続品の推進策を総合的にパッケージとし

て展開する必要がある。 

 

（その他） 

・ 重症化予防の重要性、外来における療養指導の重要性をもう少し打ち出していただく

とよいのではないかと考える。 



令和５年 11 月 29 日 第 171 回社会保障審議会医療保険部会 参考資料１－２ 

 

1 

 

第 103 回社会保障審議会医療部会（令和５年 11 月１日） 

各委員の発言要旨（「令和６年度診療報酬改定の基本方針について」関係） 

 

＜全体について＞ 

・ 基本認識あるいは具体的方向性、これについては、高齢化、それから技術革新等々に

対応しつつ、効率化・適正化を進めて、安心・安全で質の高い医療、あるいは国民皆保

険制度の堅持、こういったことの両立を目指す内容に整理されていると思う。課題の網

羅性とか全体感という意味では、特に異論はない。 

 

＜改定に当たっての基本認識＞ 

（全体について） 

・ 基本認識については、物価高騰や人材確保、新興感染症等への対応、医療 DX の推進

など、現下の社会情勢を踏まえた必要な認識が盛り込まれているものと考える。 

・ 基本認識の内容、方向性については、おおむね異論はない。特に、現下の物価高騰、

賃金上昇などの影響を踏まえた対応、これは薬局、医療機関における人材確保をはじめ、

経営基盤の確保のために不可欠であり、国民皆保険の堅持、維持のためにも最重要事項

であると考えている。 

 

（物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を

踏まえた対応） 

・ 近年まれに見ぬ水道光熱費とか診療材料を含む物価の高騰、それから 30 年ぶりとな

る賃金が上がっているということで、非常に病院も経営に苦しんでいる。国民が安心で

きる病院の運営ができるような診療報酬体系を、ぜひ構築していただきたい。 

・ 物価が上がっているということは、消費税収は国にとっては増えている。賃金が上昇

しているということは、所得税収あるいは保険料収入というのは増えているということ

になる。そういった税金、保険料収入が上がっているということを好循環で回すという

ことが必要になってくる。好循環で回すということは診療報酬を上げて、それを賃金に
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反映させるということ。ここで診療報酬を抑えるということになると、この好循環の輪

が切れてしまうことになる。そういった意味で、物価高騰と雇用ということを守るため

にも、ぜひとも診療報酬は、ここで上げるということが必要になってくる。 

・ 歯科医療機関においても物価高騰、賃金上昇への対応は喫緊の課題である。歯科診療

所では、食材料費はかかっていないが、光熱水費や日々の診療で使用する歯科材料費や

医療機器の価格、さらに、委託費等の価格も高騰をしている。公定価格で診療を行う中

で、これ以上の対応をするには限界があり、診療報酬による対応は必須であることから、

食材料費だけでなく光熱水費なども明示的に記載するべきではないか。 

・ 今回、基本認識に関して、物価高騰、賃金上昇等々をしっかりと明記していただいて

いるのは、非常に評価させていただきたい。やはり物価高騰に関しては、光熱水道費等

の明記も必要と思っている。今、非常に大きな負担をしている。 

・ 物価高騰、賃金上昇の話が出ているが、この対応に当たっては、患者負担、保険料負

担への影響を踏まえた対応ということを、ぜひ徹底していただきたい。 

・ 物価の問題というのは、医療機関のみならず、社会全般の問題であり、まさに、今、

経済対策等々で政府が様々な手当をしているところである。医療分野において、特に保

険制度の中で対応しなくてはならない部分は何なのかということを、よく区分けをしな

がら対応していただきたい。 

 

（全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等

への対応など医療を取り巻く課題への対応） 

・ 「今後は、75 歳以上人口の増加と生産年齢人口の減少という人口構造の変化に直面

することとなるが」という表現があるが、これはおかしい。もう既に 75 歳以上人口と

いうのは、統計を取り始めて以来、戦時中の一時期を別にすれば、ずっと増加をしてき

ており、それから生産年齢人口の減少も 1990 年代の前半にピークアウトしている。し

たがって、今後は直面することとなるが、というのは、今後、さらにこうした傾向が加

速されるとか、深刻化するとか、そういう表現にすべき。 
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（社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和） 

・ 経済全般をみると、デフレからの脱却が一番重要な局面に来ている。社会保険料の増

大というのは、やはり負担増という受け止めがなされやすいファクターであり、それが、

経済や消費に与える影響、マインドに与える影響というのも十分考えながら、この報酬

改定に当たっていただきたい。 

・ 「無駄の排除」という記載があるが、人間を対象とした医療では、無駄な医療という

のはなく誤解を招くので、別の表現にお願いしたい。例えば、更なる適正化等々、そう

した形でお願いしたい。 

 

＜改定の基本的視点と具体的方向性＞ 

（全体について） 

・ 基本的視点についても、記載の４点とすること、そして、人材確保、働き方改革等の

推進、それを重点課題とすることについて賛同する。その上で、医療機関においては、

物価の高騰や人材の確保、新興感染症への対応、医療 DX の取組については、従来の診

療報酬だけでは十分な対応が難しい状況と認識しているので、適切な評価につながるよ

う対応いただきたい。 

・ 改定の基本方針の視点１について重要課題と書いているが、まさに重要課題と考えて

いる。 

・ 重点課題の設定については、正直、かなり違和感がある。これまでも物価や賃金が伸

び悩む中で、高齢化相当分の伸びが許容されて、本体はおおむねプラス改定が繰り返さ

れてきた。足元の状況ということだけでも、医療費は大幅に増加している。さらに、今

後その支え手が減少していく一方で、団塊の世代は、2025 年には全て 75 歳以上になる。

このままでは、医療費の高騰というのは確実だと考えており、2025 年をまたぐ節目の

改定になると思う。まずは 2025 年に向けて進めてきた医療保険制度の安定性、持続可

能性の向上、これにつながる取組をしっかりとやり遂げることが不可欠だと思う。した

がって、視点１に加えて、視点４を令和６年度改定の重点課題として位置づけることを

強く主張したい。 

・ これまで何か１つか２つ重点課題とするという慣例があったかもしれないが、必ずし
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も、それにこだわらなくてもいいのではないか。 

 

（現下の雇用情勢を踏まえた人材確保・働き方改革等の推進） 

・ 医療機関というのは、地域の安全を守る社会的共通資本であり、この領域から人がい

なくなっていくというのは、本当に恐ろしいことだと思う。地域の安全を守るという基

盤が揺らいでしまうということで、人材確保のためにも、処遇改善というのは非常に重

要な点だと思う。先進国において医療費が下がるということはなく、医療技術が上がっ

ていくと同時に医療費も上がっていくものだと思うので、処遇改善、医療従事者がこの

分野から離れずに地域を守っていく、この体制をしっかり堅持するためにも、引き続き

取り組んでいただきたい。 

・ 人手不足にある医療業界では、さらに今、人材の流出が起こっている。こういった形

で、もし医療従事者のみの対応が十分改善されなければ、この人材流出に拍車がかかる

と思っている。令和６年度の診療報酬改定に当たっては、医療従事者の賃金をしっかり

と、しかも確実に、持続性を持って確保するということを強く要望したい。 

・ 視点１に、人材確保と働き方改革等の推進というものを入れていただいたことは、よ

かったと賛同させていただきたい。医療機関の運営が、持続可能な、そういう賃上げが

できる環境整備をしていただきたいと思う。高齢化の伸びにとどめられてきた従来の改

定に加えて、この賃上げ分というものは、別に分けた形で、財源を確保していただいて

診療報酬改定に臨んでいただきたい。 

・ 視点１を重点課題として踏み込んで取り上げていることには賛成だが、「現下の」と

いう枕詞について、これが現時点だけの問題と誤解されないことも非常に重要。中長期

的な視点において、人材確保が医療提供に不可欠であることが示せるタイトルになるよ

う工夫すると、なおよいと思う。 

・ 人材確保のためには、働きに見合った処遇改善が欠かせない。患者本位で質の高い医

療の確保とともに、人材の面でも持続可能な医療提供体制が構築できるよう、看護職員

をはじめ医療従事者全体の賃金、労働環境の改善につながる報酬改定としていくことが

必要である。 

・ 処遇改善については、医療機関の収入である医療費が増加する中で、医療関係者全体
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の賃金マネジメントによって対応すべき。来年度から医師の時間外労働規制が始まって、

タスクシフトあるいはタスクシェアが本格化していくが、そうなると、職種間の人件費

配分というのも当然変化していくのではないかと考えられる。医療 DX の推進や、ある

いは医療資源の最適配置、そういったことによる効率性の向上も期待している。 

・ 特に看護補助者の賃金が介護職員よりも低いということが、看護補助者の確保が非常

に困難になっているということが、大きな問題となっているということを御留意いただ

きたい。 

・ 看護補助者の問題に関して、今回、明記していただいたことは非常に大きなこと。介

護の職員との差が明らかに大きくあるので、対応をぜひともお願いしたい。 

・ 歯科医療現場から人材の離脱が進まないようにするためには、歯科衛生士、歯科技工

士の処遇改善は喫緊の課題と考えている。 

・ 病院の薬剤師というのが、やはり夜間勤務があるので、調剤薬局よりも非常に勤務形

態が厳しく、その確保が極めて困難になっている。夜間救急や夜間の入院において病院

の薬剤師の役目が非常に大きく、手術の際にも安全に医療を行うことに支障を来さない

よう、病院薬剤師の処遇改善ということを十分に配慮していただきたい。 

・ なかなか病院の薬剤師を確保することができなくなっている。病院薬剤師の評価のア

ップというものが緊急で必要だと考えている。 

・ 医療の質の向上・維持のためにも、病院薬剤師の確保と評価の充実は重要であるので、

そうしたことが取り残されないような記載をお願いしたい。 

・ 各職種における賃上げの必要性について御指摘があったが、本来、診療報酬というの

は、補助金とは違って、ひもづけて行うべきではない。それは、ひもづけて行うと、ど

うしても医療機関の各事情に応じた自主的な裁量や配分を硬直化させることになりかね

ないので、その点については、よく手法として吟味すべきである。 

・ 基本的視点１に書いてあるように、健康に働き続けることができる環境を、ぜひ整備

していただくこと、そのための働き方改革を、ぜひ着実に進めていただくことを要望し

たい。 

・ 救急医療について、高齢者が増えるに従って、救急車が増えてきているが、医師の働

き方改革ということをやらなければいけないので、タスクシフト・タスクシェアが極め
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て重要。 

・ 働き方改革で、今、非常に問題になっているのは、大学病院の医師の給与が非常に安

いこと。診療報酬改定でも、大学病院に勤務する医師に、きちんと大学病院の勤務の給

料で生活できる給料を支給することを特に考えていただきたい。 

・ 働き方改革としては、医療従事者の負担軽減や勤務間インターバル制度の導入などに

資する体制整備に加えて、一人一人が専門性を十分に発揮できるよう、業務負担の軽減

と効率化に資する ICT など医療 DX の活用促進も重要である。 

・ 働き方改革の推進が、コストアップ要因になるかどうかということについては、よく

考えるべき。生産性の向上、効率化を図るのが本来の姿のわけで、当然に働き方改革が

コストアップ要因になるという認識があるのだとすると、それはちょっと違うと思う。

その上で、地域医療体制加算をしたにもかかわらず、実際には、その加算を算定してい

る医療機関においては、むしろ時間外労働時間が長くなってしまっていたという結果等

もある中で、その方法については、十分よく吟味をしていただきたい。 

 

（ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機

能の分化・強化、連携の推進） 

・ 視点２にある医療 DX により、働き方の改革だけではなく、やはり働き手が将来減っ

ても、人間ではなくてもニーズに応えられるように、今から着実に準備していくという

ことも、将来における医療提供体制の確保に向けて大変重要である。 

・ 中山間地域や離島などの医療資源が少ない地域が多い町村において、オンライン診療

をはじめとする遠隔医療が非常に重要視されている。オンライン診療を行うに当たって

は、診療環境の整備のみならず、医師と患者の間をサポートする介添者のような方が必

要不可欠である。オンライン診療を更に実効性のあるものにするために、オンライン診

療を必要としている地域住民に寄り添ったサポート等の支援体制の構築をぜひお願いし

たい。 

・ 医療 DX の実現において、マイナ保険証の活用・維持は、その基盤となる重要なもの

である。患者のマイナ保険証の利用を起点とした医療情報連携基盤の活用は、多職種連

携の強化・充実へとつながる医療の質の向上に不可欠である。そのためにも、薬局や医
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療機関におけるコスト負担は避けて通ることができない課題でもあるので、負担の在り

方などを含め、そうした視点も忘れてはならないと考える。 

・ 今、非常に高齢者の急性期医療の中で複雑系と言われるような患者さんが増えていて、

急性期から次に受け入れてくれるところがなかなか見つからないといった御相談が届く。 

特に急性期の次の段階で、複雑系と言われるような患者さんであっても、しっかり受け

入れられるような、そういう医療機関の確保ということが、これから高齢者がますます

増えていく中で必要になってくるので、そういった質の確保と連携ということに力を入

れていただきたい。 

・ 精神科の場合は、短期入院になって退院していくのだけれども、なかなかうまく社会

に適応できなくて、また、急性増悪して入院に来るという患者がかなりいるわけで、そ

ういう患者さんに対応するための精神科地域包括ケア病棟というのを、今回の診療報酬

で提案している。 

・ リハ、栄養、口腔の連携推進や、かかりつけ歯科医の機能や、視点３の口腔疾患の重

症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進について

は、資料に記載のとおり、確実に進めていただきたいと考えている。 

・ 入院医療については、医療機能や患者の状態像に応じた評価による機能分化を更に進

めていくことが必要。 

・ 外来医療についても、機能分化と連携強化が重要であり、そのためにもかかりつけ医

機能を現行の体制評価から実績評価へ転換を進めることが必要である。 

 

（安心・安全で質の高い医療の推進） 

・ 食材だけではなくて、水道・光熱費、診療材料も大幅に高騰しているので、食材だけ

強調することではなくて、全てが高騰しているということを御考慮いただきたい。 

・ ACP は、医療者が取り組むだけでは内容を伴った ACP にならないため、国民がその

必要性や、どういったことを自分たちが考えないといけないのかという理解と納得が不

可欠であり、こうしたことも含めて充実をしていく必要がある。ACP のガイドライン

は、医療者が何をするかというところに視点が置かれてしまうが、しっかりと患者に対

して情報提供するということを踏まえるような項目にしていただきたい。 
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・ 周産期医療について、分娩数に合わせてきちんと安心して分娩を受ける体制をつくっ

ていただきたい。 

・ 周産期医療を担う医療機関の連携強化とハイリスクの周産期医療を担う医療機関の集

約化・重点化を図り、安心・安全の周産期医療を確保することが重要である。その際、

メンタルヘルスの不調など複合的な課題を抱える妊産婦への支援の充実を図ることも重

要と考える。 

・ 高齢化に伴って、準夜、深夜の救急対応を地域でどのようにしていくかというのは、

これから大きな問題になってくる。何か専門外来に特化したような患者が、救急外来で

診てもらえないという問題が起きてくると思う。精神科の救急医療システムというのを、

どう構築していくのかというのを考えなければいけない。 

・ リハ、栄養、口腔の連携推進や、かかりつけ歯科医の機能や、視点３の口腔疾患の重

症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進について

は、資料に記載のとおり、確実に進めていただきたいと考えている。（再掲） 

・ 病院と薬局との連携ということがなかなかできていない現状があって、薬局薬剤師が

本来の役割を果たし切れていないという面がある。薬薬連携、情報の連携ということが

できるような、取組につながるような診療報酬も必要ではないかと思う。 

・ 夜間、休日に調剤または服用薬に関する相談が必要になった場合に、対応できる薬局

の確実な整備と地域住民への周知は、地域に対して過不足なく医薬品を提供する上で大

変重要である。また、認知症基本法の成立も踏まえ、多職種と連携した医療提供体制、

医薬品提供体制の整備を進めていくことが必要である。 

 

（効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上） 

・ ジェネリックのシェアを増やすのであれば、安定した供給ができるような、そういう

体制も同時に伴っていかないといけないのではないか。 

・ ジェネリックの薬が数千品目、現在、欠品しているという状態になっている。原薬か

ら国内でつくるようなサプライチェーンをきちんとつくらないと、この問題というのは、

いつまでたっても解決しないと思う。早急にジェネリックを、ある程度長期に安定した

形でつくられるよう考えてほしい。 
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・ 現在も医薬品が安定的に供給されるまでの道筋が、いまだに見えない状況にある。医

療機関、薬局ともに、医薬品の在庫を確保することにかなりの負担がかかっている。薬

価制度、産業構造、流通システム等の諸課題はあるものの、中長期的方策に加えて、短

期的な改善策についても併せて示し、実施すべき。 

・ いわゆる敷地内薬局については、本来の医薬分業が目指す姿や、方向性と全く異なる

ものであると考えれば、更なる適正化が必要である。 

 

（その他） 

・ 病院の中の電子カルテについて、地域連携システムの構築、医療機関の連携及び介護

サービス連携が、地域ごとにシステムが違って、他の地域に行ったら使えないというこ

とであると非常に困るので、やはり国が主導して、インフラ整備をしていただきたい。 

・ 医療 DX の中心となる、例えば電子カルテについて、我々は非常に大きな経費負担、

運営負担をしている。運営負担の適正化を考えて、遂行していただきたい。 
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第 102 回社会保障審議会医療部会（令和５年９月 29 日） 

各委員の発言要旨（「令和６年度診療報酬改定の基本方針について」関係） 

 

＜全体について＞ 

・ 「基本認識」及び「基本的視点」の例については、近年の社会情勢を踏まえ、必要な

認識及び視点が盛り込まれていると考えている。 

・ 今回お示しいただいた「基本認識」と「基本的視点」は、現在課題となっている部分

というものはおおむね網羅されているのではないか。 

・ 「基本的認識」「基本的視点」の例示に記載されている薬剤師、薬局についての内容、

方向性はいずれも適当と考える。 

・ 「基本認識」の一番上に物価高騰・賃金上昇があって、「基本的視点」の方はそれが

薄くなっているというところはいかがなものかと思う。 

 

＜改定に当たっての基本認識＞ 

（全体について） 

・ 基本認識は、あまり足元のことだけではなく、中期的な立場に立ってこれを検討する

のが大切なのではないかと思う。 

 

（物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を

踏まえた対応） 

・ 物価高騰、賃金上昇関係のことを一丁目一番地に書いていただいたことは非常にあり

がたい。 

・ 物価高騰・賃金上昇、人材確保等々で、大幅な診療報酬の引上げをしていただかない

といけない。 

・ 例を見ない物価高騰と賃金上昇、人材確保については、ぜひ取り組んでいただきたい。 

・ 患者負担、保険料負担への影響を抑えるということが、改定の前提だと考えている。 

・ 賃上げをしたところで社会保険料負担が上がってしまうと手取りが少なくなって将来

不安を持って消費に回らないということもあるので、社会保険料負担の増大には十分に
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配慮していただきたい。 

・ 処遇改善については、しっかりした生産性の向上や経営の合理化があるのかどうかと

いうことを前回の改定でも議論したところなので、その配分の検証というのを十分透明

性のある形で行うことが前提となる。診療報酬で対応すべきことなのか、国が予算を確

保して交付金や補助金で対応すべきなのかということについて整理が必要である。 

・ 人材確保のためには、医療従事者等の働きに見合った処遇改善が欠かせない。持続可

能な社会保障制度の構築に向けて、患者本位の良質な医療の確保を大前提とし、看護職

員を含めた医療従事者全体の賃金、労働条件の改善につながる報酬改定としていくこと

が重要。医師や医療従事者の働き方改革を進め、人材確保を行うためにも、診療報酬上

でメリハリある対応を求める。 

・ 医療従事者の賃金も上昇しつつあり、診療報酬による対応が必要である。 

・ 基本認識の例の１番目に物価高騰・賃金上昇などと書いているが、これはとても重要

で、特に人材確保というところは今だけの話ではなくて長期的な 10 年、20 年を考えた

視点でしっかりと対応するべき。 

・ 全産業で今、人材不足というのがこれからますます加速化するということが分かって

いる中、医療業界で働き手がいなくなってしまえば医療を受けたくても受けられないと

いうことが起きかねない。現場の現状を踏まえて、医療従事者に対して適切な報酬が払

える価格設定にしていただきたい。 

・ 物価高騰については一時的なものにとどまらない状況となっており、収入の大部分を

診療報酬で賄う医療機関に大きな影響が出ている。 

 

（全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等

への対応など医療を取り巻く課題への対応） 

・ 全世代型社会保障の実現ということを中心に据えた議論が必要だと思う。 

・ ポスト 2025 年のあるべき医療・介護の提供体制を見据え、中長期的観点から医療と

介護の連携を強化する方向づけが重要。新興感染症等を考慮しつつ、外来を含め、あら

ゆる設置主体の医療機関の参画による地域医療構想の再検討とともに、社会インフラと

しての日本全体の医療提供体制の改革につながる報酬改定を検討していく必要がある。 
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・ 今回は６年に１回の３報酬同時改定なので、医療・介護、障害福祉サービスの連携強

化をしっかり打ち出していただきたい。 

・ 新興感染症への対応については賛同する。 

・ 新興感染症への対応について必要な医療体制を確保していくためにも、感染対策やコ

ロナ患者の対応にかかる経費などについてしっかり評価し、診療報酬で対応することが

重要である。 

 

（医療 DX やイノベーションの推進等による質の高い医療の実現） 

・ 医療 DX のことが書かれているが、これは病院間の情報共有、介護の連携などで非常

に重要である。 

・ 医療 DX 等については賛同する。 

・ 医療 DX の推進により目指すところである医療情報の有効活用や医療機関等の連携、

これによって地域医療連携が円滑化されて個々の医療機関等の負担が軽減することが期

待されるということや、医療 DX により何より国民患者の皆さんへの安心・安全で質の

高い医療提供が今以上に可能になるということが期待されるというような趣旨の記載の

明記を検討いただきたい。 

・ 医療 DX の推進について、各システムの導入や更新等にかかるコストは非常に高額で

あり、診療報酬での対応が必要である。 

 

（社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和） 

・ 「『経済財政運営と改革の基本方針 2023』等に沿った対応を行う」と記載されている

が、診療報酬改定の基本方針は決して経済的な側面のみでは図れないので、「『経済財政

運営と改革の基本方針 2023』を踏まえた対応を検討する」と修正を検討いただきたい。 

・ これまで物価賃金がそれほど伸びない中で、診療報酬本体はプラス改定が続いている。

令和７年度には団塊の世代が全て 75 歳以上になって、今後ますます医療費が増加する

一方で、支え手の生産年齢人口が急速に減少していくということが確実である。こうし

た過去の経緯と今後の見通しを踏まえて、社会保障制度の安定性、持続可能性を確保す

るということが非常に重要だと考えている。 
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（その他） 

・ 国や都道府県がインフラ整備として医療・介護全体を見るような DX について取り組

んでいただきたい。 

・ 電子カルテ等は全ての病院に国が無償で配らなければ、医療 DX という政策は完結し

ないと思う。 

 

＜改定の基本的視点と具体的方向性＞ 

（全体について） 

・ 基本的視点及び具体的方向性について、必要な内容がおおむね網羅されていると考え

る。 

・ 物価高騰、賃金上昇関係のことを「基本的視点」と「具体的方向性」の中でも一丁目

一番地という位置づけにしていただきたい。 

・ 今回の改定は、従来の改定に加えて物価高騰や賃金上昇というものをどうやって診療

報酬で対応していくのかということを加味するという改定になる。「基本的視点」と

「具体的方向性」でも、この物価高騰・賃金上昇が診療報酬改定に確実につながるよう

な整理というものをすべきである。 

・ 制度を支える人材確保のためには医療従事者等の働きに見合った処遇改善が欠かせな

い。「具体的方向性」では、こうした点にも触れていただきたい。 

・ かかりつけ医機能の強化、地域医療構想に基づく病床再編の加速、適切な薬剤選択を

通じた医療の効率化・適正化、これを一体的に推進すべきということを強く主張したい。 

 

（ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機

能の分化・強化、連携の推進） 

・ なるべく地域に戻す体制をきちんとつくるということで、急性期病院から緊急で入院

された方を受ける病院に対して配慮するとともに、急性期を脱した後の受け皿をきちん

と整備するということを考慮いただきたい。 

・ リハ、口腔、栄養の一体的推進やかかりつけ歯科医機能の評価は、このとおり進めて
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いただきたい。 

・ 医療・介護の連携では、福祉サイドと医療サイドの情報共有が進められてきたが、ま

だまだ十分ではないと承知をしているので、医療 DX の観点も含めて対応が必要である。 

・ 障害福祉サービスと医療の連携の部分について、具体的方向性の中で文言としてしっ

かり明記をしていただきたい。 

・ 今回の改定に当たっては、第８次医療計画や予防計画との整合性が重要だと考える。

24 時間対応も含め、多職種と連携した在宅医療の提供に係る評価や新興感染症対応へ

の評価が必要。さらには、情報連携を活用した薬学管理指導など、医療の質の向上を目

的とした医療 DX に係る支援が必要である。 

・ 地域医療構想は、あくまでも不足する病床機能を確保していくものであり、この基本

方針も極端な病床転換への誘導となるものではなく、趣旨に沿ったものであるよう記載

していただきたい。 

・ かかりつけ医機能というのは医療機関の機能であって、医師だけではなく看護師等の

医療従事者によって担われるものである。 

・ かかりつけ医機能とかかりつけ医の機能というのは全く別物である。 

・ （先に議題となった）かかりつけ医機能の議論の進め方との関係をどのように整理す

ればいいのか。 

 

（現下の雇用情勢を踏まえた人材確保・働き方改革等の推進） 

・ 医療関係職種は全産業平均よりも給与がかなり低く、病院の看護助手が他の職場に引

き抜かれてしまっている。今回の診療報酬改定で、看護助手を含めた抜本的な給与の改

善をしなければいけない。 

・ 働き方改革でタスクシェア、タスクシフトということが盛んに言われているが、チー

ム医療ということで多職種への評価ということが非常に重要になってくる。  

・ 若手医師の処遇改善と派遣の継続と充実ということを、この診療報酬改定の中できち

んと位置づけていただきたい。 

・ 医療従事者の人材確保及び賃上げに向けた取組について、歯科のコメディカルである

歯科衛生士、歯科技工士へのきめ細かな対応ができるようにすべき。特に、歯科衛生士
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の確保は喫緊の課題である。 

・ 専門性の高い看護師の活用、在宅医療・訪問看護の確保が重要。具体的にしっかりと

記載していただきたい。 

・ 人材確保、そしてジェンダーギャップの解消という２点から、医療職の待遇改善を着

実に図ること、そのための原資である診療報酬における適切な対応は欠かせない。また、

待遇改善を狙って設けたはずの仕組みが現場に還元されているか、その効果についても

きちんとモニタリングすることが大切だと思う。 

 

（安心・安全で質の高い医療の推進） 

・ 物価の高騰の中で診療材料が非常に高騰しているということもぜひ考慮していただき

たい。 

・ 入院時食事療養費が 30 年近く上がっていない。財源論に立ち返って対応を考えてほ

しい。 

・ 材料費等の物価高騰への対応がないと良質な医療の提供ができない。 

・ 発達障害をはじめ周囲とのコミュニケーションに課題のある子供さんたちの支援が小

児医療の中で課題となっている。 

・ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下の対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の

推進は、このとおり進めていただきたい 

・ 病院薬剤師に対するきちんとした評価をするということが重要。 

・ 必要な薬がきちんと手に入るような体制をつくっていただきたい。  

・ かかりつけ薬剤師の機能の強化やそれに応じた適切な評価というのは大変重要である。  

・ いわゆる敷地内薬局については地域包括ケアシステムで重要となる連携の推進、かか

りつけ機能の発揮や医薬分業の本旨に反するものであると言わざるを得ず、さらなる適

正化が必要である。 

・ 全国の薬局や医療機関において医薬品の安定供給に支障をきたし、長期化しているが、

中長期的な目標のみではなく、今、医薬品の供給不安から医療が崩壊する危機を解決す

るためにも、短期的な目標や対策を打ち出すべきではないか。 
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（効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上） 

・ 効率化・適正化というのは薬価に限らず、入院、外来、調剤、歯科、あらゆる分野で

行うべきものであり、薬に非常に特化したような表現というのは違和感がある。全体を

通じて効率化・適正化を実現していただきたい。 

 

（その他） 

・ かかりつけ薬剤師について、患者が主体的に選ぶ方向性を話し合っていただきたい。  

・ 重症化予防の重要性や外来における療養指導の重要性を打ち出していただきたい。  

・ 学校の看護師と訪問看護師の連携の強化について診療報酬上の評価があってもいいの

ではないか。 

・ 診療報酬に基本指針がどういうふうに関係していくかということが、残念ながらあま

り具体的に示されていない。具体的なことを誰もが分かるようにして、誰もが納得でき

るような対応ができるよう進めていただきたい。  
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令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
39％の水準になると推計されている。

人口（万人）
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28.6%

2020年
1.33

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

3,928万人
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4,535万人

797万人

（出所） 2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

日本の人口の推移

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）
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（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計
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15～64歳
6,213(55%)

○団塊のジュニア世代が６５歳となる2040年には、65歳以上が全人口の35％となる。
○2070年には、人口は8,700万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約39％となる。

2020年(実績)
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日本の人口ピラミッドの変化
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出典：2020年以前は厚生労働省「人口動態統計」による死亡数（日本人）
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年4月推計）」の死亡中位仮定による推計結果

(千人)

○ 今後も、年間の死亡数は増加傾向を示すことが予想され、最も年間死亡数の多い
2040年と2015年では約38万人/年の差が推計されている。
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○ 令和4年度の概算医療費は46.0兆円、対前年同期比で4.0%の増加、対令和元年度比で5.5%の増加。

なお、対令和元年度比の5.5％の増加は3年分の伸び率であり、1年当たりに換算すると1.8%の増加。

○ 令和4年度の受診延日数は、対前年同期比で2.0%の増加、１日当たり医療費は2.0%の増加。

○ 令和4年度の診療種類別では、いずれの診療種類別も対前年同期比でプラス、対令和元年度比でもプラスとなった。

令和４年度 医療費の動向
～概算医療費の集計結果～

＊概算医療費とは
医療費の動向を迅速に把握するために、医療機関からの診療報酬の請求（レセプト）に基づいて、医療保険・
公費負担医療分の医療費を集計したもの。労災・全額自費等の費用を含まず、国民医療費の約98％に相当。

診療種類別 医療費の対前年伸び率（対前年同期比）（%）

総計 2.4 -3.1 4.6 4.0 5.5 (1.8)

　　入院 2.0 -3.0 2.8 2.9 2.6 (0.9)

　　入院外 2.0 -4.3 7.5 6.3 9.3 (3.0)

　　歯科 1.9 -0.8 4.8 2.6 6.7 (2.2)

　　調剤 3.6 -2.6 2.7 1.7 1.8 (0.6)

令和元年度 令和２年度 令和3年度
令和４年度

対令和元年度比

1年当たりに

換算した

伸び率

令和４年度

中 医 協 総 － １

５． ９． 13
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（兆円、％）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

概算医療費 42.2 42.6 43.6 42.2 44.2 46.0

　対前年増減額 0.9 0.3 1.0 ▲ 1.3 2.0 1.8

伸び率 （①） 2.3 0.8 2.4 ▲ 3.1 4.6 4.0 5.5

（休日数等補正後） (2.3) (0.9) (2.9) (▲ 3.7) (4.7) (3.9)

 受診延日数 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.8 ▲ 8.5 3.3 2.0 ▲ 3.6

 1日当たり医療費 2.4 1.3 3.2 5.9 1.3 2.0 9.4

　人口増の影響 （②） ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.4

　高齢化の影響 （③） 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 0.9

　診療報酬改定等 （④） ▲ 1.19 ▲ 0.07 ▲ 0.46 ▲ 0.9 ▲ 0.94

上記の影響を除いた

概算医療費の伸び率
（①-②-③-④） 1.3 1.1 1.6 ▲ 3.4 5.0 4.5

令和4年度

対元年度比

○ 令和3年度に引き続き令和2年度の減少の反動や、新型コロナウイルス感染症の患者が増えた影響等があり、令和4年度の概算医療費は
46.0兆円、金額で1.8兆円、伸び率で 4.0%の増加となっている。また、その内訳を見ると受診延日数は2.0%の増加、１日当たり医療費は
2.0%の増加となっている。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響の少ない令和元年度と比べると、医療費は5.5%の増加となっており、その内訳を見ると、受診延日数は
▲3.6%と減少し、1日当たり医療費は9.4%増加している。

令和4年度 医療費の動向 ＜概観＞

※１ 令和4年度の休日数等の 対前年度差異は 土曜日が1日少なく、休日でない木曜日が2日少なく、連休数が4日少なかったことから、伸び率に対する休日数等補
正は+0.04% 。

※２ 令和3年度の概算医療費を用いて、薬価改定の影響を医療費に対する率へ換算したもの。

(参考) 主傷病がCOVID-19であるレセプト（電算処理分）を対象に医科医療費を集計すると、令和4年度で 8,600億円 （全体の1.9%）程度。

※1

※2

中 医 協 総 － １

５． ９． 13
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50.0

H29 H30 R1 R2 R3 R4

医療費

総額 入院 入院外

令和４年度概算医療費における新型コロナの診療報酬上の特例の影響について

総額
（再掲）入院 （再掲）入院外

令和４年度概算医療費 46.0兆円 18.1兆円 16.2兆円

うち特例分 0.9兆円 0.4兆円 0.5兆円

特例が占める割合 1.9％ 2.2％ 2.8％

※ 入院は、入院時食事療養費・入院時生活療養費を含む。総額は、調剤分及び歯科分の医療費や療養費等を含む。

※ 特例分は、新型コロナの診療報酬上の特例措置による増額分を、医科・歯科・調剤NDBデータについて合計したもの。

※ この特例分は、「令和４年度 医療費の動向」で示した「主傷病がCOVID-19であるレセプト（電算処理分）を対象に医科医療費を集計すると、
令和4年度で 8,600億円 （全体の1.9%）程度」とは異なるもの。具体的には、「令和4年度で 8,600億円 （全体の1.9%）程度」には、新型
コロナ患者に係る医療費のうち特例措置（特例分）ではない医療費（初・再診料、入院基本料、検査料、薬剤費など）も含まれており、また、
主傷病がCOVID-19ではない患者に係る特例分（疑い患者等に係る特例分）は含まれていない。

コロナ特例分

0.9兆円

0.5兆円0.4兆円

中 医 協 総 － ２

５ ． ９ ． ２ ７
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一人当たり医療費
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H29 H30 R1 R2 R3 R4

一日当たり医療費

令和４年度医療費等について（総額）

コロナ特例分

（0.4千円/日）

（千円／日）

（万円／年）

（日／人）

コロナ特例分

（0.7万円/年）

（注１）「令和４年度 医療費の動向」より加工。
（注２）「一人当たり日数」は、受診延日数を人

口で除したものである。「一日当たり医療
費」は、概算医療費を受診延日数で除し
たものである。
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24.0
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一人当たり日数

18.9
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〇 令和４年度の一人当たり医療費（総額）には、コロナ特例分0.7万円が含まれている。
〇 対令和元年度比の令和４年度の一人当たり医療費は、34.5万円 → 36.8万円（＋6.5％（１年当たり＋2.1％））であ

るが、コロナ特例分を除くと34.5万円 → 36.1万円（＋4.5％（１年当たり＋1.5％））となる。

中 医 協 総 － ２

５ ． ９ ． ２ ７
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一日当たり医療費

令和４年度医療費等について（入院）

（千円／日）

（万円／年）

（日／人）

コロナ特例分

（0.3万円/年）

コロナ特例分

（0.9千円/日）

（注１）「令和４年度 医療費の動向」より加工。
（注２）「一人当たり日数」は、受診延日数（医

科入院）を人口で除したものである。「一
日当たり医療費」は、概算医療費のうち医
科入院に係る分を受診延日数で除したも
のである。

3.7 3.7 3.7
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3.2

3.6

4.0

H29 H30 R1 R2 R3 R4

一人当たり日数

42.1

41.1

14.5
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〇 令和４年度の一人当たり医療費（入院）には、コロナ特例分0.3万円が含まれている。
〇 対令和元年度比の令和４年度の一人当たり医療費は、14.0万円 → 14.5万円（＋3.6％（１年当たり＋1.2％））であ

るが、コロナ特例分を除くと14.0万円 → 14.2万円（＋1.4％（１年当たり＋0.4％））となる。

中 医 協 総 － ２ （ 修 正 版 ）

５ ．９ ．２７
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一日当たり医療費

（注１）「令和４年度 医療費の動向」より加工。
（注２）「一人当たり日数」は、受診延日数（医

科入院外）を人口で除したものである。
「一日当たり医療費」は、概算医療費のう
ち医科入院外に係る分を受診延日数で
除したものである。

（千円／日）

（万円／年）

（日／人）

令和４年度医療費等について（入院外）

コロナ特例分

（0.3千円/日）

コロナ特例分

（0.4万円/年）
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10.4
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11.5
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12.5
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一人当たり日数

10.1
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〇 令和４年度の一人当たり医療費（入院外）には、コロナ特例分0.4万円が含まれている。
〇 対令和元年度比の令和４年度の一人当たり医療費は、11.8万円 → 13.0万円（＋10.4％（１年当たり＋3.4％））であ
るが、コロナ特例分を除くと11.8万円 → 12.6万円（＋7.3％（１年当たり＋2.4％））となる。

中 医 協 総 － ２ （ 修 正 版 ）

５ ．９ ．２７
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上昇率（2004年平均と2023年９月時点の比

較）

総合：11.2％

食料：32.6％

生鮮食品を除く食料：29.3％

出典：総務省「消費者物価指数」 12



出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づき保険局医療課において作成。
注１）「賞与込み給与」は、「きまって支給する現金給与額（労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額）」に、「年間賞与その他特別給与額（前年

1年間（原則として1月から12月までの1年間）における賞与、期末手当等特別給与額（いわゆるボーナス））」の1/12を加えて算出した額。
注２）「10人以上規模企業における役職者」を除いて算出。「コメディカル」とは、「看護補助者、診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，視能訓練士、歯科衛生士、歯科

技工士、栄養士」の加重平均。
注３）上のグラフに示した職種の他、同様に算出すると、医師：97.1万円、歯科医師：61.3万円、薬剤師：45.6万円、看護師：40.7万円（2022年）。

医療関係職種の賞与込み給与の推移について

○ コメディカル（医師・歯科医師・薬剤師・看護師を除く医療関係職種）の給与の平均は全産業平均を下回っており、うち看

護補助者については全産業平均を大きく下回っている状況。
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賃金の動向

○ 2023年春季生活闘争の結果によると、全産業の平均賃上げ額/率は、10,560円/3.58％となっている。

（参考）賃上げ分が明確に分かる組合の「賃上げ分」（定期昇給相当分を除いたもの）の加重平均は5,983 円/2.12％

【全産業】

14
出典：「2023年春季生活闘争まとめ」（令和５年7月21日）（日本労働組合総連合会）



医療･介護分野における人材確保の状況について

■医療･介護分野の入職超過率（入職率 ｰ 離職率）

ー：医療分野 －：介護等分野 －：全産業平均

出典：雇用動向調査（厚労省）

15

出典：厚生労働省「職業安定業務統計」一般職業紹介状況
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■医療･介護分野の有効求人倍率（直近５年の動き）

○ 高齢化等による需要増加にも関わらず、医療介護分野とも、人材確保の状況が悪化するとともに、有効求人倍率は全職種平

均の2～3倍程度の水準で高止まりしている。
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2021年4月1日

令和４年度診療報酬改定まで
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○ 医療機関の機能分化･強化と連携､在宅医療の充実等
入院医療･外来医療を含めた医療機関の機能分化･強化と連携､在宅医療の充実 等

平成２６年度診療報酬改定の基本方針のポイント

重点課題

改定の視点

● 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
がん医療の推進、精神疾患に対する医療の推進 等

● 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で質の高い医療を実現する視点
医療安全対策の推進等、患者データの提出 等

● 医療従事者の負担を軽減する視点
医療従事者の負担軽減の取組、救急外来の機能分化の推進、 等

● 効率化余地がある分野を適正化する視点
後発医薬品の使用促進 等

将来に向けた課題

超少子高齢社会の医療ニーズに合わせた医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの構築については、直ちに完成する
ものではなく、平成26年度診療報酬改定以降も、引き続き､2025(平成37)年に向けて､質の高い医療が提供される診療報酬体系の
在り方の検討も含め、医療機関の機能分化･強化と連携､在宅医療の充実等に取り組んでいく必要がある。

平成２５年１２月６日
社会保障審議会医療保険部会

社会保障審議会医療部会

○ 入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組み、医療提供体制の再構築、

地域包括ケアシステムの構築を図る。

基本認識

平成26年度診療報酬改定
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平成２６年度診療報酬改定の重点課題と対応

重点課題 医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等

１．入院医療について

① 高度急性期と一般急性期を担う病床の機能の明確化とそれらの機能に合わせた評価

② 長期療養患者の受け皿の確保、急性期病床と長期療養を担う病床の機能分化

③ 急性期後・回復期の病床の充実と機能に応じた評価

④ 地域の実情に配慮した評価

⑤ 有床診療所における入院医療の評価

２．外来医療の機能分化・連携の推進について

① 主治医機能の評価
② 紹介率・逆紹介率の低い大病院における処方料等の適正化

３．在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進について

４．医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について

重点課題への対応

社会保障審議会の「基本方針」
・医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等

重点課題

平成26年度診療報酬改定
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「地域包括ケアシステム」の推進と、「病床の機能分化・連携」を含む医療機能の
分化・強化・連携を一層進めること
○「病床の機能分化・連携」の促進
○多職種の活用による「チーム医療の評価」、「勤務環境の改善」
○質の高い「在宅医療・訪問看護」の確保 等

「かかりつけ医等」のさらなる推進など、患者にとって安心・安全な医療を実現すること
○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の評価 等

重点的な対応が求められる医療分野を充実すること
○緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
○認知症患者への適切な医療の評価
○イノベーションや医療技術の評価 等

効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高めること
○後発医薬品の価格算定ルールの見直し
○大型門前薬局の評価の適正化
○費用対効果評価（アウトカム評価）の試行導入 等

○26年度診療報酬改定の結果、「病床の機能分化・連携」は進展。今後、さらに推進を図る必要。
「外来医療・在宅医療」については、「かかりつけ医機能」の一層の強化を図ることが必要。

○また、後発医薬品については、格段の使用促進や価格適正化に取り組むことが必要。

○こうした26年度改定の結果検証を踏まえ、28年度診療報酬改定について、以下の基本的視点を
もって臨む。

改定の基本的視点

視点１

視点２

視点３

視点４

「病床の機能分化・連携」や「かかりつけ医機能」等の充実を図りつつ、
「イノベーション」、「アウトカム」等を重視。
⇒ 地域で暮らす国民を中心とした、質が高く効率的な医療を実現。

２８年度診療報酬改定の基本的考え方
平成28年度診療報酬改定
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平成２８年度診療報酬改定の概要

○ 医療機能に応じた入院医療の評価（p.6）

○ チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取
組等を通じた医療従事者の負担軽減・人材確保（p.28）

○ 地域包括ケアシステム推進のための取組の強化（p.39）
○ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保（p.54）

○ 医療保険制度改革法も踏まえた外来医療の機能分化
（p.74）

○ かかりつけ医の評価、かかりつけ歯科医の評価、かかり
つけ薬剤師・薬局の評価

○ 情報通信技術（ICT)を活用した医療連携や医療に関する
データの収集・利活用の推進（p.76）

○ 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機
能回復の推進（p.81）

○ 明細書無料発行の推進（p.95）

○ 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価（p.97）

○ 「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた認知症患者への適切な
医療の評価（p.101）

○ 地域移行・地域生活支援の充実を含めた質の高い精神医療の
評価（p.106）

○ 難病法の施行を踏まえた難病患者への適切な医療の評価
（p.116）

○ 小児医療、周産期医療の充実、高齢者の増加を踏まえた救急
医療の充実（p.119）

○ 口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に
配慮した医療の推進

○ かかりつけ薬剤師・薬局による薬学管理や在宅医療等への貢献
度による評価・適正化

○ 医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーションや医療技術
の適切な評価（p.126）

○ DPCに基づく急性期医療の適切な評価（p171）

○ 後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評
価の仕組みの検討（p.153）

○ 退院支援等の取組による在宅復帰の推進

○ 残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を減らす
ための取組など医薬品の適正使用の推進（p.157）

○ 患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬の見直
し

○ 重症化予防の取組の推進（p.161）
○ 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価（p.165）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の
分化・強化、連携に関する視点

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野
を充実する視点

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果
的・効率的で質が高い医療を実現する視点

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続
可能性を高める視点

平成28年度診療報酬改定
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➢ 人生１００年時代を見据えた社会の実現
・我が国は世界最高水準の平均寿命を達成。人口の高齢化が急速に進展する中、活力ある社会の実現が必要。
・あらゆる世代の国民一人一人が状態に応じた安心・安全で質が高く効果的・効率的な医療を受けられるようにする必要。

➢ どこに住んでいても適切な医療・介護を安心して受けられる社会の実現（地域包括ケアシステムの構築）
・地域の実情に応じて、可能な限り住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、地域包括ケアシステムを構築する必要。
・平成30年度は６年に1度の介護報酬との同時改定。医療機能の分化・強化、連携や、医療と介護の役割分担と連携を着実に進める必要。

➢ 制度の安定性・持続可能性の確保と医療・介護現場の新たな働き方の推進
・制度の安定性・持続可能性を確保しつつ国民皆保険を堅持するためには、国民の制度の理解を深めることが不可欠。無駄の排除、医療
資源の効率的な配分、医療分野のイノベーションの評価等を通じた経済成長への貢献を図ることが必要。

・今後の医療ニーズの変化や生産年齢人口の減少、医療技術の進歩等を踏まえ、医療現場の人材確保や働き方改革の推進が重要。

１ 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、
連携の推進

○ 患者の状態等に応じて質の高い医療が適切に受けられる
とともに、必要に応じて介護サービスと連携・協働する等、
切れ目のない医療・介護提供体制が確保されることが重要。

○ 医療機能の分化・強化、連携を進め、効果的・効率的で
質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケア
システムを構築していくことが必要。

２ 新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の
実現・充実

○ 国民の安心・安全を確保する観点から、今後の医療技術の進展や疾病
構造の変化等を踏まえ、第三者による評価やアウトカム評価など客観的
な評価を進めながら、適切な情報に基づき患者自身が納得して主体的に
医療を選択できるようにすることが重要。

○ また、新たなニーズにも対応できる医療を実現するとともに、我が国
の医療の中で重点的な対応が求められる分野の適切な評価が重要。

３ 医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進

○ 医療従事者の厳しい勤務環境が指摘されている中、医療
の安全の確保や地域医療の確保にも留意しつつ、医療従事
者の負担の軽減を図り、あわせて、各々の専門性を発揮で
き、柔軟な働き方ができるよう、環境の整備、働き方改革

を推進することが必要。

４ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

○ 国民皆保険を維持するためには、制度の安定性・持続可能性を高める
不断の取組が求められ、医療関係者が共同して、医療サービスの維持・
向上と同時に、医療の効率化・適正化を図ることが必要。

平成３０年度診療報酬改定の基本方針（概要）
改定に当たっての基本認識

改定の基本的視点
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１ 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進【重点課題】

【具体的方向性の例】

・医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価

・地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制

等の評価

・業務の効率化に資するICTの利活用の推進

令和２年度診療報酬改定の基本方針（概要）

改定に当たっての基本認識

▶ 健康寿命の延伸、人生100年時代に向けた「全世代型社会保障」の実現

▶ 患者・国民に身近な医療の実現

▶ どこに住んでいても適切な医療を安心して受けられる社会の実現、医師等の働き方改革の推進

▶ 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

改定の基本的視点と具体的方向性

２ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現

【具体的方向性の例】

・かかりつけ機能の評価

・患者にとって必要な情報提供や相談支援、重症化予防の取組、

治療と仕事の両立に資する取組等の推進

・アウトカムにも着目した評価の推進

・重点的な対応が求められる分野の適切な評価

・口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した

歯科医療の推進

・薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の

評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価

・医療におけるICTの利活用

３ 医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進

【具体的方向性の例】

・医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

・外来医療の機能分化

・質の高い在宅医療・訪問看護の確保

・地域包括ケアシステムの推進のための取組

４ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

【具体的方向性の例】

・後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

・費用対効果評価制度の活用

・市場実勢価格を踏まえた適正な評価等

・医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（再掲）

・外来医療の機能分化、重症化予防の取組の推進（再掲）

・医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用

の推進
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改定の基本的視点と具体的方向性

令和４年度診療報酬改定の基本方針（概要）

（３）患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現

【具体的方向性の例】

○患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給

の確保等

○医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

○アウトカムにも着目した評価の推進

○重点的な対応が求められる分野について、国民の安心・安全を確保する観点からの

適切な評価

○口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療

の推進

○薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の

対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価

（４）効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

【具体的方向性の例】

○後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

○費用対効果評価制度の活用

○市場実勢価格を踏まえた適正な評価等

○医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（再掲）

○外来医療の機能分化等（再掲）

○重症化予防の取組の推進

○医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

○効率性等に応じた薬局の評価の推進

（２）安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等
の推進【重点課題】

【具体的方向性の例】

○医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践
に資する取組の推進

○各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・
シェアリング／タスク・シフティング、チーム医療の推進

○業務の効率化に資するICTの利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境
の改善に向けての取組の評価

○地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保
○令和３年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の
引上げ等に係る必要な対応について検討するとともに、負担軽減に資する取組を推進

（１）新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で

質の高い医療提供体制の構築【重点課題】

【具体的方向性の例】

○当面、継続的な対応が見込まれる新型コロナウイルス感染症への対応

○医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築

に向けた取組

○医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

○外来医療の機能分化等

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価

○質の高い在宅医療・訪問看護の確保

○地域包括ケアシステムの推進のための取組

▶ 新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築など医療を取り巻く課題への対応

▶ 健康寿命の延伸、人生100年時代に向けた「全世代型社会保障」の実現

▶ 患者・国民に身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現

▶ 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

社会保障の機能強化と持続可能性の確保を通じて、安心な暮らしを実現し、成長と分配の好循環の創出に貢献するという視点も重要。

改定に当たっての基本認識
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（全般的事項）
１ 近年、診療報酬体系が複雑化していることを踏まえ、患者をはじめとする関係者にとって分かりやすい診療報酬体系となる
よう検討すること。

（入院医療）
２ 一般病棟入院基本料や高度急性期医療に係る評価、地域で急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制につい
て、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、入院患者のより適切な評価指標や測定方法等、入院料の評価の在り方
等について引き続き検討すること。

３ 地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料等について、今回改定による影響の
調査・検証を行うとともに、求められている役割の更なる推進や提供されている医療の実態の反映の観点から、入院料の評価
の在り方等について引き続き検討すること。

４ ＤＰＣ／ＰＤＰＳ、短期滞在手術等基本料について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、医療の質の向上と
標準化に向け、診療実態を踏まえた更なる包括払いの在り方について引き続き検討すること。

（かかりつけ医機能、リフィル処方、オンライン診療、精神医療）
５ かかりつけ医機能の評価について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、医療計画の見直しに係る議論も踏ま
えながら、専門医療機関との機能分化・連携強化に資する評価の在り方等について引き続き検討すること。また、紹介状なし
で受診する場合等の定額負担、紹介受診重点医療機関の入院医療の評価等について、今回改定による影響の調査・検証を行う
とともに、外来医療の機能分化・強化、連携の推進について引き続き検討すること。

６ 処方箋の様式及び処方箋料の見直し等、リフィル処方箋の導入に係る取組について、今回改定による影響の調査・検証を行
うとともに、適切な運用や活用策について引き続き検討すること。

７ オンライン診療について、今回改定による影響の調査・検証を行い、運用上の課題が把握された場合は速やかに必要な対応
を検討するとともに、診療の有効性等に係るエビデンス、実施状況、医療提供体制への影響等を踏まえ、適切な評価の在り方
等について引き続き検討すること。

８ 精神医療について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、適切な評価の在り方について引き続き検討すること。
特に経過措置の運用について注視しつつ、精神科救急医療体制加算の評価の在り方について引き続き検討すること。

令和４年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見

令和４年度診療報酬改定
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令和４年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見

令和４年度診療報酬改定

（働き方改革）
９ 医師の働き方改革の推進や、看護補助者の活用及び夜間における看護業務の負担軽減、チーム医療の推進に係る診療報酬上
の見直しについて、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、実効性のある適切な評価の在り方等について引き続き
検討すること。

（在宅医療等）
10 在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の拡大と質の向上に向け、今回改定による影響の調査・検証を行
うとともに、適切な評価の在り方を引き続き検討すること。

（医療技術の評価）
11 診療ガイドライン等に基づく質の高い医療を進める観点から、診療ガイドラインの改訂やレジストリ等のリアルワールド
データの解析結果を把握し、それらを踏まえた適切な医療技術の評価・再評価を継続的に行うことができるよう、医療技術の
評価のプロセスも含め引き続き検討すること。また、革新的な医療機器（プログラム医療機器を含む）や検査等のイノベー
ションを含む先進的な医療技術について、迅速且つ安定的に患者へ供給・提供させる観点も踏まえ、有効性・安全性に係るエ
ビデンスに基づく適切な評価の在り方を引き続き検討すること。

（歯科診療報酬）
12 院内感染防止対策に係る初診料・再診料の見直しについて、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、院内感染防
止対策の推進に資する評価の在り方について引き続き検討すること。

（調剤報酬）
13 調剤基本料及び地域支援体制加算の見直しや調剤管理料及び服薬管理指導料の新設、オンライン服薬指導の見直しについて、
今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業
務の対物中心から対人中心への転換を推進するための調剤報酬の在り方について引き続き検討すること。
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令和４年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見

令和４年度診療報酬改定

（後発医薬品の使用促進）
14 バイオ後続品を含む後発医薬品使用の推進について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、後発医薬品の供給
状況や医療機関や薬局における使用状況等も踏まえ、診療報酬における更なる使用促進策について引き続き検討すること。

（その他）
15 新型コロナウイルス感染症への対応に引き続き取り組みつつ、新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向け、感
染対策向上加算、外来感染対策向上加算等について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、診療報酬上の対応の
在り方について引き続き検討すること。

16 オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、オン
ライン資格確認の導入状況も踏まえ、評価の在り方について引き続き検討すること。

17 不妊治療について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、情報提供の在り方に関する早急な検討の必要性も踏
まえ、学会等における対象家族・年齢、治療方法、保険適用回数、情報提供等に関する検討状況を迅速に把握しつつ、適切な
評価及び情報提供の在り方等について検討すること。

18 医薬品、医療機器及び医療技術の評価について、保険給付範囲の在り方等に関する議論の状況も把握しつつ、適切な評価の
在り方について引き続き検討すること。

19 明細書の無料発行について、施行状況や訪問看護レセプトの電子請求が始まること等を踏まえ、患者への情報提供の促進、
医療の透明化の観点から、更なる促進の取組について引き続き検討すること。

20 施策の効果や患者への影響等について、データやエビデンスに基づいて迅速・正確に把握・検証できるようにするための方
策について引き続き検討すること。



１．背景
令和6年度の診療報酬改定に向けては、下記の人口動態や社会情勢の変化や医療提供体制改革等を踏まえ、

検討を進めることとしてはどうか。

• 令和6年度の診療報酬改定は、ポスト2025年も見据えた介護報酬及び障害福祉サービス等報酬との同時
改定であること

• 2025年に向けて地域医療構想の取組を進めるとともに、さらに医療介護総合確保促進会議で「ポスト
2025年の医療・介護提供体制の姿」がとりまとめられること

• 感染症法・医療法改正により新たに追加された「新興感染症への対応」を含む５疾病６事業等の見直
しを行う第８次医療計画が令和６年度から開始になること

• 医師の働き方改革として2024年4月に労働時間上限規制等、改正労働基準法および改正医療法が施行
すること

• 医療DXの実現に向けて、医療DX推進本部等において議論が進められていること

• 革新的な医薬品や医療ニーズの高い医薬品の日本への早期上市や医薬品の安定的な供給を図る観点から、
「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」において、流通、薬価制度、
産業構造の検証など幅広く議論し、とりまとめが行われること

• プログラム医療機器（SaMD）の評価体系を検証し、今後のあり方について検討が求められていること

令和６年度診療報酬改定に向けた検討の進め方について
（令和５年１月１８日中医協）
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令和6年度診療報酬改定に向けた中医協等の検討スケジュール（案）

令和４年
12月

令和５年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

令和６年

１月２月３月

専門部会

小委員会

〇調査実施小委員会

中医協総会

〇診療報酬基本問題小委員会

○診療報酬改定結果検証部会

○薬価専門部会

○費用対効果評価専門部会

○医療技術評価分科会

診療報酬調査専門組織

○入院・外来医療等の
調査・評価分科会

令和6年度同時報酬改定に
向けた意見交換会

（その１）シリーズ （その２）以降
シリーズ

R6年度診療報酬改定
諮問・答申

（R4年度）調査実施 分析・検討
総会に報告

調査票検討 （R5年度）調査実施 分析・検討
総会に報告

総会にて
調査票承認 調査実施 結果の公表等

第1回 第２回 第３回

提案書受付 WG開催 審査

（R4年度）
調査実施 分析・検討

調査票検討

（R5年度）
調査実施

分析・検討

総会に報告

（その１）シリーズ （その２）以降
シリーズ

R5年度
薬価改定
骨子

検討

第8次医療計画

働き方改革

医療DX

検討

中医協 総－８参考１

５ ． 1 ． １ ８

医政局の有識者検討会とりまとめ（4月頃目
処）

総会に報告

○保険医療材料専門部会
※１ 専門組織においても議論
※２ 専門組織の下に、SaMD WG（仮）

※ 専門組織においても議論
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2021年4月1日

関係閣議決定等
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経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日 閣議決定）（主な箇所抜粋①）

（家計所得の増大と分厚い中間層の形成）

公的セクターの賃上げを進めるに当たり、2022年10月からの処遇改善の効果が現場職員に広く行き渡るようになっている

かどうかの検証を行い、経営情報の見える化を進める。

第２章 新しい資本主義の加速
１．三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と

「人への投資」の強化、分厚い中間層の形成

（加速化プランの推進）

「こども未来戦略方針」に基づき、今後「加速化プラン」の３年間の集中取組期間において、「ライフステージを通じた

子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組」（児童手当の拡充※１、出産等の経済的負担の軽減、地

方自治体の取組への支援による医療費等の負担軽減、奨学金制度の充実など高等教育費の負担軽減、個人の主体的なリ・ス

キリングへの直接支援、いわゆる「年収の壁」への対応、子育て世帯に対する住宅支援の強化）、「全てのこども・子育て

世帯を対象とする支援の拡充」（妊娠期からの切れ目ない支援の拡充※２や幼児教育・保育の質の向上、「こども誰でも通園

制度※３（仮称）」の創設など）※４、「共働き・共育ての推進」（男性育休の取得促進や育児期を通じた柔軟な働き方の推

進、多様な働き方と子育ての両立支援）とともに、こうした具体的政策に実効性を持たせる「こども・子育てにやさしい社

会づくりのための意識改革」※５を、「「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保」を進めつつ、政府を挙げて取り組ん

でいく。

※１ 所得制限を撤廃、支給期間について高校生年代まで延長、第３子以降３万円。
※２ 手続等のデジタル化も念頭に置いた伴走型相談支援の制度化、プレコンセプションケアを含む成育医療等の提供に関する研究、相談支援等を含む。
※３ 月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付。
※４ 妊娠期からの切れ目ない支援の拡充、幼児教育・保育の質の向上、「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設等全ての子育て家庭を対象とした保育の拡

充のほか、新・放課後子ども総合プランの着実な実施、多様な支援ニーズへの対応（社会的養護、障害児、医療的ケア児等の支援基盤の充実とひとり親
家庭の自立支援）。

※５ 優先案内や専門レーンの設置、公共交通機関等において妊産婦、乳幼児連れの方を含めた配慮が必要な方に対する利用者の理解・協力の啓発等。

第２章 新しい資本主義の加速
３．少子化対策・こども政策の抜本強化

令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会資料６ から抜粋
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経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日 閣議決定）（主な箇所抜粋②）

（女性活躍）

女性版骨太の方針2023※１に基づき、Ｌ字カーブの解消に資するよう、女性活躍と経済成長の好循環の実現に向けて、プラ

イム市場上場企業を対象とした女性役員に係る数値目標※２の設定やその達成を確保する仕組みの導入など女性登用の加速化、

女性起業家の育成・支援等を進めるとともに、多様な正社員の普及促進や長時間労働慣行の是正、投資家の評価を利用した

両立支援等の多様で柔軟な働き方の推進、仕事と家庭の両立に向けた男性の育児休業取得の促進やベビーシッター・家事支

援サービス利用の普及、男女間賃金格差の更なる開示の検討、女性の視点も踏まえた社会保障制度・税制等の検討、非正規

雇用労働者の正規化や処遇改善、女性デジタル人材の育成※３、地域のニーズに応じた取組の推進※４、就業支援や養育費の

確保を含めたひとり親家庭支援など女性の所得向上・経済的自立に向けた取組を強化する。

※１ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023（女性版骨太の方針2023）」（令和５年６月13日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部

決定）。

※２ 2025年を目途に、女性役員を１名以上選任するよう努める。2030年までに、女性役員の比率を30％以上とすることを目指す。

※３ 「女性デジタル人材育成プラン」（令和４年４月26日男女共同参画会議決定）の実行を含む。

※４ 独立行政法人国立女性教育会館について、男女共同参画センターへの支援機能の強化等に向け、2024年通常国会への関連法案の提出を目指す。

（孤独・孤立対策）

日常の様々な分野で緩やかなつながりを築ける多様な「居場所」づくりなど孤独・孤立の「予防」、アウトリーチの取組、

社会的処方の活用、ひきこもり支援、新大綱※５に基づく自殺総合対策など重点計画※６の施策を着実に推進する。

※５ 「自殺総合対策大綱」（令和４年10月14日閣議決定）。

※６ 「孤独・孤立対策の重点計画」（令和４年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定）。

第２章 新しい資本主義の加速
４．包摂社会の実現
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経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日 閣議決定）（主な箇所抜粋③）

第２章３「少子化対策・こども政策の抜本強化」に基づく対策を着実に推進し、現役世代の消費活性化による成長と分配

の好循環を実現していくためには、医療・介護等の不断の改革により、ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇

を抑制することが極めて重要である。このため、全ての世代で能力に応じて負担し支え合い、必要な社会保障サービスが必

要な方に適切に提供される全世代型社会保障の実現に向けて、改革の工程※１の具体化を進めていく。

※１ 「全世代型社会保障の構築に向けた取組について」（令和４年12月16日全世代型社会保障構築本部決定）に基づく給付と負担の在り方を含めた工程。

（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）

1人当たり医療費の地域差半減に向けて、都道府県が地域の実情に応じて地域差がある医療への対応などの医療費適正化に

取り組み、引き続き都道府県の責務の明確化等に関し必要な法制上の措置を含め地域医療構想を推進するとともに、都道府

県のガバナンス強化※２、かかりつけ医機能が発揮される制度整備の実効性を伴う着実な推進、地域医療連携推進法人制度の

有効活用、地域で安全に分娩できる周産期医療の確保、ドクターヘリの推進、救急医療体制の確保、訪問看護の推進、医療

法人等の経営情報に関する全国的なデータベースの構築を図る。実効性のある医師偏在対策、医療専門職のタスク・シフ

ト/シェア、薬局薬剤師の対人業務の充実、対物業務の効率化、地域における他職種の連携等を推進する。その中で、医師が

不足する地域への大学病院からの医師の派遣の継続を推進する。また、関係者・関係機関の更なる対応※３により、リフィル

処方の活用を進める。

※２ 中長期的課題として、現在広域連合による事務処理が行われている後期高齢者医療制度の在り方、生活保護受給者の国保及び後期高齢者医療制度への加

入を含めた医療扶助の在り方の検討を深めることなどを含む。

※３ 保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施する。

第４章 中長期の経済財政運営
２．持続可能な社会保障制度の構築
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経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日 閣議決定）（主な箇所抜粋④）

医療ＤＸ推進本部において策定した工程表※４に基づき、医療ＤＸの推進に向けた取組について必要な支援を行いつつ政府

を挙げて確実に実現する。マイナンバーカードによるオンライン資格確認の用途拡大や正確なデータ登録の取組を進め、2024

年秋に健康保険証を廃止する。レセプト・特定健診情報等に加え、介護保険、母子保健、予防接種、電子処方箋、電子カルテ

等の医療介護全般にわたる情報を共有・交換できる「全国医療情報プラットフォーム」の創設及び電子カルテ情報の標準化等

を進めるとともに、ＰＨＲとして本人が検査結果等を確認し、自らの健康づくりに活用できる仕組みを整備する。その他、新

しい医療技術の開発や創薬のための医療情報の二次利活用、「診療報酬改定ＤＸ」による医療機関等の間接コスト等の軽減を

進める。その際、医療ＤＸに関連するシステム開発・運用主体の体制整備、電子処方箋の全国的な普及拡大に向けた環境整備、

標準型電子カルテの整備、医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策等を着実に実施する。

健康寿命を延伸し、高齢者の労働参加を拡大するためにも、健康づくり・予防・重症化予防を強化し、デジタル技術を活用

したヘルスケアイノベーションの推進やデジタルヘルスを含めた医療分野のスタートアップへの伴走支援などの環境整備に取

り組むとともに、第３期データヘルス計画を見据え、エビデンスに基づく保健事業※５を推進する。リハビリテーション、栄

養管理及び口腔管理の連携・推進を図る。全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積・活用と国民への適切な情報提

供、生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた取組の推進、オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につ

ながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療機関・医科歯科連携を始めとする関係職種間・関係機関間の連携、歯

科衛生士・歯科技工士等の人材確保の必要性を踏まえた対応、歯科技工を含む歯科領域におけるＩＣＴの活用を推進し、歯科

保健医療提供体制の構築と強化に取り組む。また、市場価格に左右されない歯科用材料の導入を推進する。計画※６に基づき、

がんの早期発見・早期治療のためのリスクに応じたがん検診の実施や適切な時機でのがん遺伝子パネル検査の実施、小児がん

等に係る治療薬へのアクセス改善などのがん対策及び循環器病対策を推進する。

※４ 「医療ＤＸの推進に関する工程表」（令和５年６月２日医療ＤＸ推進本部決定）。

※５ 予防・重症化予防・健康づくりの政策効果に関する大規模実証事業を活用する。

※６ 「がん対策推進基本計画」（令和５年３月28日閣議決定）及び「循環器病対策推進基本計画」（令和５年３月28日閣議決定）。

33



経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日 閣議決定）（主な箇所抜粋⑤）

創薬力強化に向けて、革新的な医薬品、医療機器、再生医療等製品の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進

等を行うため、保険収載時を始めとするイノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置、全ゲノム解析等に係る計画

※７の推進を通じた情報基盤※８の整備や患者への還元等の解析結果の利活用に係る体制整備、大学発を含むスタートアップへ

の伴走支援、臨床開発・薬事規制調和に向けたアジア拠点の強化、国際共同治験に参加するための日本人データの要否の整理、

小児用・希少疾病用等の未承認薬の解消に向けた薬事上の措置と承認審査体制の強化等を推進する。これらにより、ドラッグ

ラグ・ドラッグロスの問題に対応する。さらに、新規モダリティへの投資や国際展開を推進するため、政府全体の司令塔機能

の下で、総合的な戦略を作成する。医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進するため※９、長期収載品※10等の自

己負担の在り方の見直し、検討を進める。大麻に関する制度を見直し、大麻由来医薬品の利用等に向けた必要な環境整備を行

うほか、ＯＴＣ医薬品・ＯＴＣ検査薬の拡大に向けた検討等によるセルフメディケーションの推進、バイオシミラーの使用促

進等、医療上の必要性を踏まえた後発医薬品を始めとする医薬品の安定供給確保、後発医薬品の産業構造の見直し、プログラ

ム医療機器の実用化促進に向けた承認審査体制の強化を図る。また、総合的な認知症施策を進める中で、認知症治療の研究開

発を推進する。献血への理解を深める※11とともに、血液製剤※12の国内自給、安定的な確保及び適正な使用の推進を図る。

急速な高齢化が見込まれる中で、医療機関の連携、介護サービス事業者の介護ロボット・ＩＣＴ機器導入や協働化・大規模

化、保有資産の状況なども踏まえた経営状況の見える化を推進した上で、賃上げや業務負担軽減が適切に図られるよう取り組

む※13。

※７ 「全ゲノム解析等実行計画2022」（令和４年９月30日厚生労働省）。

※８ マルチオミックス（網羅的な生体分子についての情報）解析の結果と臨床情報を含む。

※９ ＧＤＰに占める日本の医薬品等の支出は他の先進国よりも高い一方、世界の医療用医薬品の販売額における日本国内の販売額のシェアは低下しており、

こうした状況の中で国民負担の軽減とイノベーションの推進を両立する観点から、中長期的な薬剤費の在り方の議論も含めて、取組を進める必要がある。

※10 後発医薬品への置換えは数量ベースで約８割に達しようとしているが、金額ベースでは約４割と諸外国と比較しても低い水準。

※11 小中学校現場での献血推進活動を含む。

※12 輸血用血液製剤及びグロブリン製剤、フィブリノゲン製剤等血漿分画製剤。

※13 「介護職員の働く環境改善に向けた取組について」（令和４年12月23日全世代型社会保障構築本部決定）では、現場で働く職員の残業の縮減や給与改善な

どを行うため、介護ロボット・ＩＣＴ機器の導入や経営の見える化、事務手続や添付書類の簡素化、行政手続の原則デジタル化等による経営改善や生産性

の向上が必要であるとされており、取組を推進する。
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経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日 閣議決定）（主な箇所抜粋⑥）

次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減

少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスが受けら

れるよう、必要な対応を行う。その際、第５章２における「令和６年度予算編成に向けた考え方」※14を踏まえつつ、持続可能

な社会保障制度の構築に向けて、当面直面する地域包括ケアシステムの更なる推進のための医療・介護・障害サービスの連携

等の課題とともに、以上に掲げた医療・介護分野の課題について効果的・効率的に対応する観点から検討を行う。

勤労者皆保険の実現、年齢や性別にかかわらず働き方に中立的な社会保障制度の構築に向け、企業規模要件の撤廃など短時

間労働者への被用者保険の適用拡大、常時５人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消等について次期年金制度改正に

向けて検討するほか、いわゆる「年収の壁」について、当面の対応として被用者が新たに106万円の壁を超えても手取りの逆転

を生じさせない取組の支援などを本年中に決定した上で実行し、さらに、制度の見直しに取り組む。

※14 第５章２②で引用されている骨太方針2021においては、社会保障関係費について、基盤強化期間における方針、経済・物価動向等を踏まえ、その方針を

継続することとされている。

（参考）第５章 当面の経済財政運営と令和６年度予算編成に向けた考え方

２．令和６年度予算編成に向けた考え方

② 令和６年度予算において、本方針、骨太方針2022及び骨太方針2021に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。

ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。
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（１）「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築

地域医療構想の推進、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、地域包括ケアシステムの深化・推進（認知症施策の推進、総合

事業や介護予防の充実等）など

（２）サービス提供人材の確保と働き方改革

医療従事者の働き方改革の取組、タスク・シフト、チーム医療の推進、復職支援、介護現場の生産性向上・働く環境改善の取組など

（３）限りある資源の効率的かつ効果的な活用

全世代型の社会保障制度の構築、医療・介護の効果的・効率的な提供、介護サービス事業者の経営の協働化・大規模化、ケアマ
ネジメントの質の向上など

（４）デジタル化・データヘルスの推進

全国医療情報プラットフォームの創設、NDBと公的DB等との連結解析、EBPMの推進など

（５）地域共生社会の実現

地域の包括的な支援体制の構築、いわゆる社会的処方の活用、住まいの確保、地域の多様な主体との連携など

（別添）ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿

総合確保方針の概要

• 「団塊の世代」が全て75歳以上となる2025年、その後の生産年齢人口の減少の加速等を見据え、患者・利

用者など国民の視点に立った医療・介護の提供体制を構築。自立と尊厳を支えるケアを実現。

総合確保方針の意義

医療介護総合確保法に基づき、地域における医療・介護を総合的に確保するための基本的な方針（総合確保方針）
を策定（2014年策定、‘16・’21・’23年一部改正）。当該方針に即して、医療計画・介護保険事業（支援）計画の基本方針・指針を策定

基本的方向性
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総合確保方針の意義の見直し

• いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年（2025年）にかけて、65歳以上人口、とりわけ75歳以
上人口が急速に増加した後、令和22年（2040年）に向けてその増加は緩やかになる一方で、既に減少に転
じている生産年齢人口は、令和7年以降さらに減少が加速する。

• 全国で見れば、65歳以上人口は令和22年を超えるまで、75歳以上人口は令和32年（2050年）を超える
まで増加が続くが、例えば、要介護認定率や一人当たり介護給付費が急増する85歳以上人口は令和7年ま
で75歳以上人口を上回る勢いで増加し、令和17年（2035年）頃まで一貫して増加する。外来患者数は令
和７年（2025年）頃、入院患者数は令和22年（2040年）頃、在宅患者数は令和22年（2040年）
以降に最も多くなる。一方で、都道府県や２次医療圏単位で見れば、65歳以上人口が増加する地域と減少
する地域に分かれ、入院・外来・在宅それぞれの医療需要も、ピークを迎える見込みの年が地域ごとに異なる。

• 生産年齢人口が減少していく中で、急激に高齢化が進行する地域もあれば、高齢化がピークを越える地域もあ
るなど、人口構成の変化や医療及び介護需要の動向は地域ごとに異なる。こうした地域の実情に応じた医療及
び介護提供体制の確保を図っていくことが重要である。その際、中山間地域や離島では、地理的要因によって
医療や介護の資源が非常に脆弱な地域も存在することに留意する必要がある。また、求められる患者・利用者
の医療・介護ニーズも変化している。高齢単身世帯が増えるとともに、慢性疾患や複数の疾患を抱える患者、
医療・介護の複合ニーズを有する患者・利用者が増加しており、医療・介護の連携の必要性が高まっている。

• 特に、認知症への対応については、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせ
る社会を目指し、認知症の人やその家族の視点を重視しながら共生と予防を車の両輪として施策を推進してい
く必要がある。

• いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年、その後の生産年齢人口の減少の加速等を見据え、患
者・利用者など国民の視点に立った医療・介護の提供体制を構築し、国民一人一人の自立と尊厳を支えるケ
アを将来にわたって持続的に実現していくことが、医療及び介護の総合的な確保の意義である。

１．意義

ぜい
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総合確保方針の基本的な方向性の見直し（その１）

• 医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築が進められてきたが、今般の新型コロナウイルス感染症
対応において、地域における医療・介護の提供に係る様々な課題が浮き彫りとなった。

• こうした課題にも対応できるよう、平時から医療機能の分化と連携を一層重視して国民目線で提供体制の改
革を進めるとともに、新興感染症等が発生した際にも提供体制を迅速かつ柔軟に切り替えることができるような
体制を確保していくことが必要である。

• 入院医療については、まずは令和7年に向けて地域医療構想を推進し、その上で、その後の生産年齢人口の
減少の加速等を見据え、更に医療機能の分化・連携を進めていくことが重要である。外来医療・在宅医療に
ついては、外来機能報告制度を踏まえ紹介受診重点医療機関の明確化を図るとともに、かかりつけ医機能が
発揮される制度整備を行っていくことが重要である。これらについては、地域医療構想を更に推進する中で対
応を進めるとともに、医療従事者の確保と働き方改革を一体的に進めていくことが重要である。また、医薬品の
安定供給や提供体制の確保を図っていくことが必要である。

• 地域包括ケアシステムについては、介護サービスの提供体制の整備、住まいと生活の一体的な支援、医療及
び介護の連携強化、認知症施策の推進、総合事業、介護予防、地域の支え合い活動の充実等を含めた地
域づくりの取組を通じて、その更なる深化・推進を図っていくことが重要である。

• 人口構成の変化や医療・介護需要の動向は地域ごとに異なることから、医療及び介護の総合的な確保を進
めていくためには、地域の創意工夫を活かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要である。

• 国民の行動変容を促す情報発信、もしものときのために、本人が望む医療やケアについて、前もって考え、家族
等や医療・ケアチームと繰り返し話し合う人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）の普及啓発等、患
者・利用者など国民の視点に立った医療・介護の提供体制の整備を進めていくことが重要である。

（１）「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築
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総合確保方針の基本的な方向性の見直し（その２）

39

• 令和22年に向けて生産年齢人口が急減する中で、医療・介護提供体制の確保のために必要な質の高い医
療・介護人材を確保するとともに、サービスの質を確保しつつ、従事者の負担軽減が図られた医療・介護の現
場を実現することが必要となる。

• 医療従事者については、働き方改革の取組を進めるとともに、各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮
するための勤務環境の整備やタスク・シフト／シェア、チーム医療の推進、復職支援等を進めていくことが重要で
ある。介護従事者については、これまでの処遇改善の取組に加え、ICTや介護ロボット等の活用、手続のデジ
タル化等により介護現場の生産性向上の取組を推進し、専門性を生かしながら働き続けられる環境づくりや復
職支援、介護の仕事の魅力創出や学校等と連携した魅力発信に取り組むとともに、いわゆる介護助手の導
入等の多様な人材の活用を図ることで、必要な人材の確保を図っていくことが重要である。

• このような取組を通じて、患者・利用者など国民の理解を得ながら、医療・介護サービス提供人材の確保と働
き方改革を地域医療構想と一体的に進めることが重要である。

（２）サービス提供人材の確保と働き方改革

• 人口減少に対応した全世代型の社会保障制度を構築していくことが必要である。急速に少子高齢化が進む
中、医療及び介護の提供体制を支える医療保険制度及び介護保険制度の持続可能性を高めていくために
は、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していく必要がある。

• こうした観点からも、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築、複合的なニーズを有する高齢者
への医療・介護の効果的・効率的な提供、ケアマネジメントの質の向上を推進することが重要である。また、サ
ービスの質を確保しつつ、人材や資源を有効に活用するため、介護サービスの質の向上、介護サービス事業者
の経営の協働化・大規模化も有効である。

（３）限りある資源の効率的かつ効果的な活用



総合確保方針の基本的な方向性の見直し（その３）
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• オンライン資格確認等システムにおいては、患者の同意の下に、医療機関・薬局において特定健診等情報や
薬剤情報等を確認し、より良い医療が提供される環境の整備が進められている。

• 介護についても、地域包括ケアシステムを深化・推進するため、介護情報を集約し、医療情報とも一体的に運
用する情報基盤の全国一元的な整備を進めることとしている。

• オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等に加え、予防接種、電子処方箋、
自治体検診、電子カルテ等の医療（介護を含む。）全般にわたる情報について共有・交換できる「全国医療
情報プラットフォーム」を創設する方向が示されている。

• 医療・介護連携を推進する観点から、医療・介護分野でのDX（デジタルトランスフォーメーション）を進め、患
者・利用者自身の医療・介護情報の標準化を進め、デジタル基盤を活用して医療機関・薬局・介護事業所
等の間で必要なときに必要な情報を共有・活用していくことが重要である。

• 医療・介護提供体制の確保に向けた施策の立案に当たり、NDB（レセプト情報・特定健診等情報データベ
ース）、公的データベース等やこれらの連結解析等を通じ、客観的なデータに基づいてニーズの分析や将来見
通し等を行っていくEBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）の取組が重要である。

（４）デジタル化・データヘルスの推進



総合確保方針の基本的な方向性の見直し（その４）

• 孤独・孤立や生活困窮の問題を抱える人々が地域社会と繋がりながら、安心して生活を送ることができるよう
にするため、地域の包括的な支援体制の構築、いわゆる「社会的処方」の活用など「地域共生社会」の実現
に取り組む必要がある。現に、従来からの地域包括ケアシステムに係る取組を多世代型に展開し、地域共生
社会の実現を図る地方自治体も現れてきている。地域共生社会の実現に向けては、医療・介護や住まい、就
労・社会参加、権利擁護など複合的な支援ニーズを抱える方を地域で支える基盤をより強固なものとしていく
ことが求められる。

• 医療・介護提供体制の整備については、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏
まえた「まちづくり」の一環として位置付けていくという視点を明確にしていくことも重要である。

• 医療・介護提供体制の確保に当たっては、地域住民や地域の多様な主体の参画や連携を通じて、こうした「
地域共生社会」を目指していく文脈の中に位置付けていくことが重要である。

（5）地域共生社会の実現

※このほか、市町村計画の共同策定の明確化など所要の見直し

• 高齢者人口がピークを迎える中で、医療・介護の複合的ニーズを有する高齢者数が高止まりする一方、生産
年齢人口の急減に直面する局面において、実現が期待される医療・介護提供体制の姿として現時点で想起
し得るものを、患者・利用者など国民の目線で描いたもの

（別添）ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿
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ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿は、以下の３つの柱を同時に実現することを通じて、患者・利用者など

国民が必要な情報に基づいて適切な選択を行い、安心感が確保されるものでなければならない。

Ⅰ 医療・介護を提供する主体の連携により、必要なときに「治し、支える」医療や個別ニーズに寄り添った柔軟かつ

多様な介護が地域で完結して受けられること

Ⅱ 地域に健康・医療・介護等に関して必要なときに相談できる専門職やその連携が確保され、さらにそれを自ら選
ぶことができること

Ⅲ 健康・医療・介護情報に関する安全・安心の情報基盤が整備されることにより、自らの情報を基に、適切な医

療・介護を効果的・効率的に受けることができること

2.ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿の３つの柱

• 医療・介護提供体制の改革を進めていくに当たっては、実現が期待される医療・介護提供体制の姿を関係者が

共有した上でそこから振り返って現在すべきことを考える形（バックキャスト）で具体的に、改革を進めていくことが
求められる。

• その際、限りある人材等で増大する医療・介護ニーズを支えていくため、医療・介護提供体制の最適化・効率化

を図っていくという視点も重要。

• 高齢者人口がピークを迎える中で、医療・介護の複合的ニーズを有する高齢者数が高止まりする一方、生産年

齢人口の急減に直面する局面において、実現が期待される医療・介護提供体制の姿として現時点で想起し得

るものを、患者・利用者など国民の目線で描いたもの。

1.ポスト2025年に対応した医療・介護提供体制の姿



2022年度 2023年度 2024年度～ … 2030年度～ … 2036年度～ …

総合確保方針

医療計画

介護保険事業
（支援）計画

報酬改定

医療・介護の総合的確保に関するスケジュール
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医療介護総合確保促進会議
での議論

とりまとめ

９次計画
（2030～2035）

検討会等での議論・とりまとめ
基本方針の改正

都道府県
での計画策定

地域医療構想（～2025）

介護保険部会での議論・とりまとめ
基本指針の改正

基本方針

基本指針

市町村・都道府県
での計画策定

同時改定

診療報酬改定

介護報酬改定

８次計画
（2024～2029）

９期計画
(2024～’26)

2025

10期計画
(2027～’29)

11期計画
(2030～’32)

12期計画
(2033～’35)

13期計画
(2036～’38)

2040

10次計画
(2036～2041)

14期計画
(2039～’41)

2030 2035



令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会
目的
○ 令和６年度は、６年に一度の診療報酬、介護報酬及び障害福祉
サービス等報酬の同時改定になるとともに、医療介護総合確保方
針、医療計画、介護保険事業（支援）計画、医療保険制度改革など
の医療と介護に関わる関連制度の一体改革にとって大きな節目で
あることから、今後の医療及び介護サービスの提供体制の確保に
向け様々な視点からの検討が重要となる。

○ このため、中央社会保険医療協議会総会及び社会保障審議会介
護給付費分科会において、診療報酬と介護報酬等との連携・調整
をより一層進める観点から、両会議の委員のうち、検討項目に主に
関係する委員で意見交換を行う場を設けることとし、中央社会保険
医療協議会総会及び社会保障審議会介護給付費分科会がそれぞ
れ具体的な検討に入る前に、以下のテーマ・課題に主に関わる委
員にて意見交換を行った。

出席者（計14名）

池端 幸彦 日本慢性期医療協会副会長

稲葉 雅之 民間介護事業推進委員会代表委員

江澤 和彦 日本医師会常任理事

小塩 隆士
一橋大学経済研究所教授
【中央社会保険医療協議会会長】

田中 志子 日本慢性期医療協会常任理事

田辺 国昭
国立社会保障・人口問題研究所所長
【社会保障審議会介護給付費分科会会長】

田母神 裕美 日本看護協会常任理事

長島公之 日本医師会常任理事

濱田和則 日本介護支援専門員協会副会長

林正純 日本歯科医師会常務理事

東憲太郎 全国老人保健施設協会会長

古谷忠之 全国老人福祉施設協議会参与

松本真人 健康保険組合連合会理事

森昌平 日本薬剤師会副会長

（五十音順 敬称略）

テーマ
1. 地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・

障害サービスの連携
2. リハビリテーション・口腔・栄養
3. 要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療
4. 高齢者施設・障害者施設等における医療
5. 認知症
6. 人生の最終段階における医療・介護
7. 訪問看護
8. 薬剤管理
9. その他

令和５年 ３月15日 第１回検討会 開催 テーマ１、２、３
令和５年 ４月19日 第２回検討会 開催 テーマ４、５
令和５年 ５月18日 第３回検討会 開催 テーマ６、７
※ テーマ８については各テーマ内で議論

スケジュール

中 医 協 総 － ４

Ｒ ５ ． ６ ． １ ４
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テーマ１：地域包括ケアのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携①

同時報酬改定に向けた意見交換会における主な御意見
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（１）医療・介護・障害サービスの連携

１）今後の重点的な課題を踏まえた医療・介護連携

○ あるべき連携の姿とは、必要な情報の一方向的な提供や閲覧だけでなく、相互のコミュニケーションを深め、現状、課題、目
標、計画などを共有しながら、患者／利用者、家族とも同じ方向に向かい、より質の高い医療・介護の実現につなげること。

○ 各職種・各施設がそれぞれの機能を十分に発揮し、ある程度マルチタスクでお互いにカバーしあい業務をまわさなければ、
限られた医療・介護資源で増加する需要をまかなえない。その上で、過不足なくサービスが提供されるよう連携が必要。

○ 情報提供の仕組みとして、ホームヘルパーから介護支援専門員、主治医へ報告する仕組みはできているが、主治医からも
発信できるようにすることで双方向にしていく必要がある。

○ 資料にある「医療においてはより「生活」に配慮した質の高い医療を、介護においてはより「医療」の視点を含めたケアマネ
ジメント」という記載のとおりであるが、特に医療において「生活」に配慮した質の高い医療の視点が足りておらず、生活機能
の情報収集が少ないのではないか。

２）医療・介護ＤＸ

○ ＩＴの活用は情報の正確性、迅速性、網羅性の向上に大いに貢献するものであり、様式や項目の統一化は必須。

○ ＤＸの目的は業務や費用負担軽減のためでもあり、現場の負担が増大し支障を来すようでは本末転倒。また、ＤＸの推進が
目的ではなく、サービスの質の向上や最適化・効率化のツールとしてＤＸを活用することが重要。

○ ＤＸの検討に当たっては、歯科診療所や薬局等も含めた検討が必要。また、介護ＤＸは、医療ＤＸの後をついていくのではな
く同時に検討を進めるべき。
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テーマ１：地域包括ケアのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携②

３）医療・介護と障害福祉サービスとの連携

○ 障害福祉サービスでも医療ニーズが非常に高まっており、体制整備も含め医療と福祉の連携は喫緊の課題。口腔健康管
理や歯科医療の提供、薬剤管理も同様に医療と障害福祉サービスの連携が必要。

○ 医療的ケア児への対応について現場で最も問題となるのはレスパイトケアであり、医療的ケア児のレスパイトに係る必要十
分な体制を構築することが重要。

○ 既に共同指導や情報提供の評価は多数あるため、一つ一つの連携を評価するというよりも、全体の枠組みとしてどのように
連携を担保するのかが重要。

（２）医療・介護連携を推進するために必要な主治医と介護支援専門員の連携

○ 介護支援専門員は既に利用者の様々な情報（例：家族や人間関係、資産状況、本人・家族の希望、趣味、嗜好、生活習慣
等）を持っており、その情報に基づき課題を分析し目標を立て、サービスの利用や社会資源の活用も含めマネジメントしてい
る。ここに、医療の情報や医師の意見等を適切に活かすことにより、より合理的なケアマネジメントができる。

○ 各専門職は多忙であり、情報伝達の場をいつでも設定できるものではないため、ＩＣＴの活用による連携は有効。また、多忙
な中連携を促進するため、医療機関側は連携室が窓口になるとスムーズに進むのではないか。

○ ケアマネジャーが医療的な知識を持つことは大切だが、それよりも主治医との連携をするほうがさらに重要。主治医意見書
において医学的管理の必要性の項目にチェックをしても、ケアプランに反映されていないという意見も多い。特にリハビリテー
ションの重要性は、もう少し認識を高めていく必要があるのではないか。
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テーマ２：リハビリテーション・口腔・栄養

（１）リハビリテーション・口腔・栄養の一体的な取組

○ リハビリテーション・口腔・栄養は、多職種が連携し、的確に対象者を把握し、速やかに評価や介入を行える体制を構築する
ことが重要。その際、患者の経過や全身状態を継続的に観察している看護職がアセスメントした情報を多職種と共有し、早期
の対応につなげるという体制構築が重要。

○ 令和３年度介護報酬改定で示されたリハビリ、口腔管理、栄養管理に係る一体的な計画書は、医療でも活用可能。多職種
による計画作成を後押しする仕組みが必要。

○ リハビリ・口腔・栄養の連携として、目標を共有することは理解できるが、誰が中心となって全体の進捗を管理するのか明確
にすることも重要。

（２）リハビリテーション

○ 急性期・回復期と生活期のリハビリテーションの円滑な移行について、フェーズに応じてプログラム内容を変化させていくた
めの仕組みが必要。医療機関で完結することが前提ではなく生活期で更なるＱＯＬ向上を目指すために、急性期・回復期では
何をするべきかという視点が医療側に求められる。

○ 医療側のリハビリテーションの計画が、介護事業者と十分に情報共有されていないことは問題。計画書を介護事業者に提
供した場合の評価が診療報酬としては存在しており、情報提供を評価するという方法では改善が難しい。

（３）口腔

○ 病院や介護保険施設等において、口腔の問題等が認識されていないことは課題。歯科専門職以外の職種も理解できる口
腔アセスメントの普及も必要。末期がん患者への対応など、状態に応じた口腔管理の推進が必要。

○ 歯科医師と薬剤師の連携の推進は重要。また、口腔と栄養の連携も更に推進が必要。

（４）栄養

○ 潜在的な低栄養の高齢者が多いことが課題であり、踏み込んだ対策が必要。

○ 医療機関や介護保険施設では管理栄養士や多職種による栄養管理が行われているが、退院・退所後、在宅での栄養・食
生活支援を行うための社会資源の充実が望まれる。
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テーマ３：要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療

（１）急性期疾患に対応する医療機関等

○ 要介護の高齢者に対する急性期医療は、介護保険施設の医師や地域包括ケア病棟が中心的に担い、急性期一般病棟は
急性期医療に重点化することで、限られた医療資源を有効活用すべきである。

○ 地域包括ケア病棟はまさに在宅支援の病棟であり、高齢者の亜急性期をしっかり受けられるため、このような役割を推進す
べき。

○ 医療機関と介護保険施設の平時からの連携が重要であり、医療機関としては地域包括ケア病棟等を有する中小病院がそ
の主体となるべきである。

（２）高齢者の心身の特性に応じた対応

○ 急性期病院における高齢者の生活機能の低下を予防することは重要。病状を踏まえ、各医療専門職種が共通認識を持っ
たうえでチーム医療による離床の取組を推進すべき。

○ 労働人口が減る中で専門職の配置については、全体のバランスはよく見ていくべき。急性期病棟に介護福祉士を配置する
ようなことは、現実的でないし、医療と介護の役割分担の観点からも、望ましい姿とは言えない。

○ 診療報酬の早期離床・リハ加算としてＩＣＵでの取組みが進められていることもあり、急性期病院にリハ職を配置することで
より良いアウトカムが出るのではないか。

（３）入退院支援

○ 薬局・薬剤師が、入院時の持参薬の整理と情報提供、退院時における入院中の薬剤管理の状況の把握をしっかりとした上
で、退院後の在宅や外来での適切な薬剤管理の継続につなげていくことが重要。また、医療機関と高齢者施設との情報共有
も重要。

（４）医療・介護の人材確保

○ 急性期病院では介護やリハビリの人材確保は困難。多職種でお互いの機能を担い、タスクシフト・タスクシェアのもとで連携
することが重要。
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テーマ４：高齢者施設・障害者施設等における医療

（１）高齢者施設・障害者施設等の医療提供機能

○ 医療も介護も人材が不足し、保険財政もこれまで以上に厳しい状況になる。まずは自施設の職員による対応力の向上を
図った上で、自施設で対応可能な範囲を超えた場合に外部の医療機関と連携して対応にあたるべき。

○ 特養の配置医師について、必ずしも常勤の配置が求められているわけではなく、緊急時の対応が困難な例も報告されてい
る。協力医療機関との関係性を含め、要介護者に適した緊急時の対応、入院・医療についてのルール化、医療・介護の連携
の制度化を進めていくべき。

（２）医療機関と高齢者施設等との連携

○ 連携する医療機関については、名前だけの協力医療機関ではなく、地域包括ケア病棟や在支病、有床診など地域の医療
機関と、中身のある連携体制を構築するべき。

○ 急変時の速やかな相談・往診体制や入院受入れとともに、重症化しないための予防的な関わりや日常的なケアの質向上の
観点から、専門性の高い看護師による高齢者施設への訪問看護を地域連携の中で推進していくことも必要ではないか。

○ 高齢者施設から医療機関へ受診・入院する際に混乱が見られる。とにかく救急車で運んで急性期の病院に行こうという行
動が一部見られるが、これは医療資源の使い方及び本人・家族にとってよくないことだろう。医師あるいは特定行為の看護師
の助言・判断を、高齢者施設の職員がリアルタイムで簡単に受けられるような仕組みがあると良いのではないか。

（３）高齢者施設等における薬剤管理

○ 施設の在り方や利用者のニーズが多様化する中で、薬剤師がその施設の特性を的確に把握した上で、多職種との連携の
下で適切な薬剤管理ができるような推進策が必要。

（４）感染症対策

○ 平時から実効性のあるマニュアルの整備、職員に対する教育研修等が重要。組織の垣根を越えて、高齢者施設・障害者施
設が専門人材を有する医療機関から支援や助言が受けられる仕組みが必要。
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テーマ５：認知症

（１）地域包括ケアシステムにおける認知症の人への対応

○ 医療・介護現場で関わる際は、認知症の方を自分自身あるいは自分の大切な家族に置き換えて、大切に思う気持ちを持ち
合わせることが何よりも大切。

○ 認知症のために必要な医療が受けられないことはあってはならない。その人を支える尊厳あるケアを普及していくべき。

○ 早期の気づき、早期対応、重度化予防には多職種連携による連携が重要。服薬管理、歯科治療、外来看護師による相談
等が適切に実施されることも重要。

○ 認知症初期集中支援が機能的に働くためには、患者の生活背景まで知っているかかりつけ医の対応が重要。研修修了者
やサポート医は連携し、積極的に地域で役割を果たすべき。

（２）医療機関・介護保険施設等における認知症の人への対応

○ ＢＰＳＤ等の認知症対応力向上のためには支援者が地域の専門人材から 助言を受けられる仕組み作りが有用。また、ＢＰ
ＳＤ等に関連する脱水症状の改善も重要であり、特定行為研修を修了した看護師を活用していくべきではないか。

○ 身体拘束を低減・ゼロを目指すためには、組織としてこの課題に取り組むことが重要。身体拘束をせざるを得ない場面とは
どのようなものなのかデータを詳細に分析した上で具体的な方策を講じていくべき。

○ 医療機関では、やむを得ないと理由で身体拘束が実施されているが、療養病床では工夫すれば身体拘束が外せることが
わかってきている。急性期でも身体拘束の最小化に取り組むべき。認知症の方の尊厳を保持することは重要。

（３）認知症の人に係る医療・介護の情報連携

○ 医療と介護の情報連携は重要であるが、医療・介護ＤＸの活用については、本人同意の課題もあるため、丁寧な検討をして
いくべき。
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テーマ６：人生の最終段階における医療・介護

（１）人生の最終段階における意思決定支援

○ いずれの場面においても意思決定を支援する取組は重要であり、認知症患者の増加を踏まえると、あらかじめ本人の意思
を共有していくことは推進すべき。ただし、急性疾患において性急に意思決定を促すことや、救急隊の現場での負担軽減など
を目的として強制的に推進することが起こらないよう、その推進の方法は慎重であるべき。

○ 日々の診療や介護の中で、丁寧に本人の意思を確認することが大切であり、その意思は刻々と変わりゆくものであることを
踏まえると、リアルタイムにその情報をＩＣＴ等を用いて医師が医療関係者や介護関係者と共有することが非常に有効。

○ 患者の意思決定支援は、療養病棟や在宅医療を実施している医療機関だけでなく、全ての医療機関が共通認識の下で取
り組む必要があり、より多くの患者に早期から意思決定支援を行うということであれば、診療所等の外来で患者のことを最も
理解している「かかりつけ医」が対応することが重要。

○ 人生の最終段階において、最期まで口から食べることや口腔を清潔に保つことは、ＱＯＬ向上の観点から重要。終末期にお
いて、患者の状態に応じた適切な口腔健康管理が実施できるような実施体制の構築が必要。

（２）本人の意思に基づく医療・介護の提供

○ 人生の最終段階を支える医師が、在宅診療や施設における医療の中で、患者の疾病が非がんであっても、緩和ケアを専門
とする医師らとＩＣＴ等を使って連携することで、ご本人が望む住み慣れた環境で最期を迎えることが可能となる。

○ 緩和ケアについては、患者及び家族の苦痛や不安を和らげるために総合的に対応することが重要である。このため、麻薬
を早期から積極的に使用するなど、考え方が変化してきている。一方、医療用麻薬といっても多様な製品・規格があり、また
取り寄せにも時間がかかることが多く、医療機関、薬局、訪問看護ステーションの間で日常からの連携体制の構築が必要。

○ 非がんの緩和ケアについては、心不全やＣＯＰＤの末期の状態では、少量の麻薬が非常に有効であることが確認されてい
るが、その提供については検討の余地があるのではないか。

○ 特別養護老人ホームでの看取りへの取組が強化されたが、意思を尊重したみとりの取組は進んでいる一方で、配置医師等
の関係で必ずしも意思に沿わない事例もある。介護から医療サービスを利用する場合は急変等が多く連携が困難な状況もあ
る。医療機関と介護施設が連携するために、医療情報や生活支援情報の相互交換を行うための標準的なフォーマットを国が
策定し、自治体にその活用を推進することを検討していただきたい。
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テーマ７：訪問看護

（１）更なる高齢化を見据えた訪問看護の役割等

○ 訪問看護は、高齢者の医療・介護ニーズや在宅看取りへの対応とともに、小児や難病など、多世代にわたる利用者への対
応が求められ、安定した24時間のサービス提供体制の構築・強化が急務。また、退院後早期や医療ニーズが高い方の居宅
での療養を支援の対応力と入院前後の医療機関との連携体制の強化、情報共有の基盤整備も重要である。

○ 訪問看護療養費はコロナ禍のなかでも年率20％近く伸びている。厚生労働省においては、訪問看護レセプトが電子請求に
移行することを踏まえ、レセプト分析についても早急に取組み、実態把握や検証の精度を高めてもらいたい。

○ 訪問看護の利用者には口腔に課題がある者もいるため、多職種連携がより推進される仕組みが求められる。

（２）地域のニーズに応えられる訪問看護の提供体制

○ 訪問看護の24時間対応体制は、看護職員の身体的・精神的負担が大きいことが指摘されている。訪問看護は夜間や早朝
の対応も発生するので、夜間等対応の更なる評価や複数事業所が連携し24時間対応体制を確保するための方策が必要。

○ 理学療法士等による訪問看護については、訪問看護の本来の役割を管理者が理解した上で、事業所の管理者が責任を
もって、利用者にどのようなケアを提供していく必要があるのか、訪問看護の実施・評価・改善を一体的に管理していく必要が
ある。

（３）介護保険と医療保険の訪問看護の対象者

○ 医療技術の進歩等の観点から別表第７の見直しを検討することは重要なことであるが、要望のみによって安易に医療保険
と介護保険の境界を変更すべきものではない。

○ 医療保険の訪問看護を利用している場合には、医療と介護が一体的にマネジメントされていない現状もあるため、医療と介
護が連携できる環境整備を進め、シームレスなサービス提供をできるようにすべき。

（４）介護保険と医療保険の訪問看護に関する制度上の差異

○ 訪問看護事業所は利用者に対し訪問看護計画に基づき継続的なケアを実施しているが、ターミナル期などで保険の適用が
介護保険から医療保険に移行したことで加算の要件を満たさなくなる場合や、事業所の体制に関して介護保険と医療保険で
要件が異なる場合がある。重度者の医療ニーズ対応や看取りを実施する事業所に対する評価に関し、同時改定に向けて整
理・検討が必要。
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（テーマ１：地域包括ケアのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携）

○ ＤＸの検討に当たっては、歯科診療所や薬局等も含めた検討が必要。また、介護ＤＸは、医療ＤＸの後をついていくのではな
く同時に検討を進めるべき。

○ 障害福祉サービスでも医療ニーズが非常に高まっており、体制整備も含め医療と福祉の連携は喫緊の課題。口腔健康管
理や歯科医療の提供、薬剤管理も同様に医療と障害福祉サービスの連携が必要。

（テーマ３：要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療）

○ 薬局・薬剤師が、入院時の持参薬の整理と情報提供、退院時における入院中の薬剤管理の状況の把握をしっかりとした上
で、退院後の在宅や外来での適切な薬剤管理の継続につなげていくことが重要。また、医療機関と高齢者施設との情報共有
も重要。

（テーマ４：高齢者施設・障害者施設等における医療）

○ 施設の在り方や利用者のニーズが多様化する中で、薬剤師がその施設の特性を的確に把握した上で、多職種との連携の
下で適切な薬剤管理ができるような推進策が必要。

（テーマ５：認知症）

○ 早期の気づき、早期対応、重度化予防には多職種連携による連携が重要。服薬管理、歯科治療、外来看護師による相談
等が適切に実施されることも重要。

（テーマ６：人生の最終段階における医療・介護）

○ 緩和ケアについては、患者及び家族の苦痛や不安を和らげるために総合的に対応することが重要である。このため、麻薬
を早期から積極的に使用するなど、考え方が変化してきている。一方、医療用麻薬といっても多様な製品・規格があり、また
取り寄せにも時間がかかることが多く、医療機関、薬局、訪問看護ステーションの間で日常からの連携体制の構築が必要。

○ 非がんの緩和ケアについては、心不全やＣＯＰＤの末期の状態では、少量の麻薬が非常に有効であることが確認されてい
るが、その提供については検討の余地があるのではないか。

テーマ８．薬剤管理（再掲）
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テーマ９．その他

○ 今回の一連の議論を通じて、共通したキーワードとして「情報共有」や「連携」があり、方法論として「ＤＸ」や「ＩＣＴ」が指摘さ
れた。ツールとなるマイナンバーカードの活用を含めて、医療や介護における現状や将来像等の資料を中医協と介護給付費
分科会に事務局から示してほしい。

○ 高齢者の方々が在宅であり、病院であり、施設という形で空間的にも移動し、制度的にも医療・介護という複数の制度を移
行する。この移動するということに伴って出てくる具体的な課題を議論したもの。情報の共有がどういう形でできるのか、さらに
連携の具体的な体制づくりがどういう形でできるのかということに関し、今後議論していくべき。

○ 介護サービスから医療サービスへの移行、あるいはその逆で医療サービスから介護サービスの移行、要するに両制度間の
橋渡しのところに、高齢者やその家族のウエル・ビーイング、便益、あるいはＱＯＬが阻害される危険性が頭を出している。とり
わけ高齢要介護者の病状が急変したときの対応に解決すべき問題があるのではないか。現行制度を所与として、その下で医
療や介護に携わっている方々が最善と考えられる措置を講じたにもかかわらず、高齢者やその家族のウエル・ビーイングが
阻害されているというリスクがあるのであれば、報酬の在り方も含めて現行制度を見直していく必要がある。

○ 今回の同時改定に際しては、医療・介護の間の連携をさらに強化して、医療・介護、障害者向けの福祉サービスも含めて、
こうしたサービスが全体として私たちの厚生の向上に資するような方向に政策を進めていく必要がある。


